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地域の皆様と一緒になって考え、
問題を解決する課題解決型金融を実践し、
地域の活性化に
全力で取り組んでまいります。

■　ごあいさつ

　皆様には、日頃よりあぶくま信用金庫をご利用、お引き立ていただきまして誠にありがとうございます。
　当金庫に対するご理解を一層深めていただくため、ディスクロージャー誌「REPORT2023」を作成いたし
ましたので、ご高覧いただければ幸いに存じます。

　令和 4 年度を振り返ってみますと、国内経済は、コロナ禍で制約されていた社会経済活動が徐々に正常化し、
緩やかな持ち直しが見られました。一方で、世界同時的な景気回復やウクライナ情勢の長期化などから資源・
エネルギー価格等の原材料価格高騰により世界的にインフレ率が高止まりし、各国の中央銀行もインフレを抑
え込むため、継続的な金融引き締めを行ってまいりました。今後も世界経済の大幅な減速や輸入コストの増加
を通じた設備投資や個人消費の下振れリスクには引続き注意が必要です。

　当金庫の主要な営業エリアである浜通り地方においても、個人消費は緩やかに持ち直しつつあるものの、
これまでの感染拡大防止による経済活動の停滞や資源高などにより、中小企業の経営は厳しさを増していま
す。当金庫ではこれまで新型コロナウイルス感染症等の影響により、痛んだ事業者を支えた実質無利子・無
担保「ゼロゼロ融資」の返済が、令和 4 年から5 年度にかけ本格化することによる様々な課題解決や企業の
DX化に向けた支援を行ってまいりました。

　このような環境の中、令和 4 年度の当金庫におきましては「あぶくま『支援力の強化と変革への挑戦』3ヵ
年計画」に掲げた各施策を前年度に引き続き推進した結果、預金積金残高 3,047億円、貸出金残高 971億
円のともに過去最高期末残高となり、また、収益面では経常利益 9 億 7千 2百万円、当期純利益 7億 1千
8百万円を計上することができました。
　これもひとえに地域のお客様のお力添えの賜物と深く感謝申し上げます。

　当金庫では、最終年目を迎える「あぶくま『支援力の強化と変革への挑戦』3ヵ年計画」ならびに「特定震
災特例経営強化計画」に掲げた各施策を強力に推進し、役職員一丸となり被災地域の復興へ向けて全力で
取り組むと共に、地域密着型金融をさらに推し進めてまいります。

　今後ともより一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

　　　令和５年７月
あぶくま信用金庫　　　　
理事長　太田　福裕
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当金庫の概要 （令和5年3月31日現在）

創 立 年月日 昭和 25 年 9月12日
所　 在　 地 福島県南相馬市原町区

栄町二丁目4 番地
電　　　　話 （0244）23-5132（代表）
ホームページ http://www.abukuma.co.jp
出　 資　 金 10,659百万円
会　 員　 数 10,742 名
預 金 残 高 304,768 百万円
貸出金 残 高 97,199百万円
店　 舗　 数 17店舗（うち出張所 2ヵ所）
常勤役職員数 106 名

（役員6 名、職員100 名）

＊本誌では、原則として単位未満切り捨てのうえ表示し
ております。したがいまして、合計を表示している欄等
との数値が一致しない場合があります。

■　あぶくま信用金庫と地域社会
昭和25年設立当初から
一貫して変わることのない
「相互扶助」の精神。
地域のあらゆるニーズに応
え、地域社会のよりよい発
展をかなえるために、私た
ちは今後も健全な経営に
取り組んでまいります。

経営理念

基本方針

あぶくま信用金庫は、地域社会の繁栄と
地区住民の豊かな未来を創造します。

1.	地域密着型金融の取組みを強化し、
	 地域経済の活性化に全力で取組みます。

1.	職員は、誠意と熱意そして感謝の心で、
	 明るい職場形成に努めます。

1.	堅実・健全な経営に徹し、
	 強固な経営基盤の構築に努めます。

　　　　　　　　　　　　は、

「スモール・エクセレント・バンク」として

ピンチをチャンスに変え、

小規模でもキラリと光る

金庫を目指して

地域金融機関としての

使命を果たして

まいります。

　ABUKUMAのAをモチーフ
とし、柔らかな曲線で「柔軟」
「親しみ」を表現しております。
　外側の緑色は金庫カラーであ
り、「安全」「清潔」「クリーン」
を意味し、中の丸の橙は「躍動」
を意味しております。

■ 当金庫ロゴマーク

芳賀 祥緑 書
（南相馬市在住）

理事長室掲額
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地域とともに

地方創生への取り組み

　当金庫では、地域密着総合連携協定を締結している市町村と連携した取り組みの推進、ならびにSDGsの達成に向けて
企業版ふるさと納税を活用しております。

まちづくりに資する事業への寄附

山元町
寄附対象事業
「山元町まち・ひと・しごと創生推進事業」

町民誰もが「山元町が好きだ」と心から実感でき、
すべての人がいきいきと暮らし、愛にあふれるつ
ながりを大切にするまちづくりを推進していきま
す。地域産業の競争力強化や移住定住の促進、
子育て支援事業等に活用されます。

葛尾村
寄附対象事業　「葛尾村総合戦略推進事業」
（産業再生・活力づくり事業）

基盤整備事業をはじめとした営農再開支援、畜
産業の再開に向けた支援、再生可能エネルギー
の事業化の他、自然・農業・畜産業等の体験交
流プログラム等、地域資源を活かした観光交流・
観光関連産業などの振興等に活用されます。

新地町
寄附対象事業
「産業を振興し、安定した雇用をつくる事業」

地元企業や新たなビジネスの立ち上げ支援の他、
農林水産業の担い手の育成、生産性の向上や付
加価値化を図る事業に活用されます。

中期経営計画、単年度事業計画
●中期経営計画 ●令和5年度（2023年度）事業計画

あぶくま『支援力の強化と変革への
挑戦』3ヵ年計画

～課題解決による地域経済の
力強い回復を目指して～

期間　令和3年4月～令和6年3月

　当金庫の中期経営計画は、最重要課題を「取引先の資金繰り
を支え、事業継続を徹底的に支援し、地域経済の回復に努めるこ
と」とし、目指すべき姿を「お客様とのリレーションシップを追求
し、地域に根ざした協同組織金融機関として、会員、お客様、そし
て地域が抱える課題の解決に尽力し、その幸せづくりと地域社会
全体の成長に貢献する」こととしております。

　令和5年度の事業計画では、下記の重点施策を強力に推進し、
役職員一丸となって地域経済の力強い回復に全力で取り組ん
でまいります。

重点施策
①お客様の様々な課題解決を通じた本業支援力の強化

および安定した収益確保
②デジタル化による営業力強化・業務の効率化とお客様

へ新たな価値の提供
③持続可能な経営基盤の強化
④将来へ向けた店舗戦略等の検討
⑤ 「働き方改革」と「やりがい」による「働きがい」の向上
⑥金融犯罪防止への取り組み強化

特定震災特例経営強化計画

１. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化
２. 被災者への信用供与及び支援

３. 被災地域における復興支援
４. その他地域経済の活性化

あぶくま信用金庫は、
お客様・地域と共に未来へ歩んでまいります。
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　当金庫は、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構様と
「福島イノベーション・コースト構想の推進に関する連携協定」を令和 4 年
10月1日に締結いたしました。福島イノベーション・コースト構想は、東日
本大震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業を回復する
ため、当該地域の新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトです。
　当金庫は、信用金庫業界のネットワークを活用し、信用金庫の中央金
融機関である信金中央金庫を本連携の協力機関として位置付けその総合
力により、福島イノベーション・コースト構想の取り組みを進展させてまい
ります。

　当金庫は大規模災害に備えて飲料水や無洗米などの災害用物資を備蓄し
ております。
　新型コロナウイルス感染症の拡大以降、コロナ禍での生活支援やフードバ
ンク事業などに活用していただきたいとの思いから、南相馬市社会福祉協議
会様へ当金庫が備蓄していた無洗米を寄贈させていただきました。
　今後も当金庫は、地域社会の貢献と食品ロス削減に向けた取り組みの一
環として、SDGsの理念に基づく社会貢献活動に取り組んでまいります。

　令和4年 4月に成人年齢が引き下げられ、18歳からクレジットカード等の各種契約が単独でできるようになり、昨今金融
リテラシーの向上が求められています。
　当金庫では、地域の未来を担う子供たちに正しい金融知識を身に付けてもらおうと、営業地区内の高等学校、小学校それ
ぞれでマネースクールを開催しました。今後も積極的に地域の金融教育について取り組んでまいります。

福島イノベーション・コースト構想の推進に関する連携協定の締結　

フードバンク事業などの生活支援

あぶしんマネースクールの開催

●主な連携内容
①イノベ構想の推進に向けた産業集積の取組に関すること
・イノベ構想参画企業に対する金融面の協力
・双方のネットワークを活用したイノベ構想参画企業へ対するビジネスマッチング機会等の提供
・イノベ構想の各種優遇制度や成果等の周知・情報発信を通じたイノベ構想参画企業の増加に向けた協力
②イノベ構想を担う人材の確保及び育成に関すること
・イノベ構想参画企業の経営者向けにビジネスセミナーを実施するなど、地域の人材育成の取り組み
③イノベ構想に関連する交流人口の拡大に関すること
・イノベ機構、あぶくま信用金庫ともにそれぞれがかかわる交流人口拡大のためのイベント等の協力
・あぶくま信用金庫が発行する地域ガイドブック「福相双（ふくそうそう）」などをもとに、信用金庫業界のネットワー
クを活用して県内・県外から当該地域への視察、旅行客誘致などの集客

福島県立小高産業技術高等学校
（令和 4年 7月13日）

南相馬市立原町第一小学校
（令和 4年11月14日）
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地域とともに

SDGsへの取り組み

福島県8信用金庫は、国連が掲げる持続可能な開発目標「SDGs」の目指す理念に賛同し、
2020年4月『SDGs共同宣言』を公表しました。

福島県８金庫『SDGs共同宣言』
　福島県内の8金庫は、SDGsの目指す理念に賛同し地域社会の一員として
各金庫の経営理念および地域特性を踏まえながら、福島県の地域経済の持
続的発展に向け連携して取り組むことを宣言します。

SDGs活動方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SDGs目標
地域経済

〇経営支援、創業支援、事業承継支援、ビジネスマッチ等への取組
〇クラウドファンディング運営企業との連携による資金調達の提供
〇中小企業者に対する融資商品「地域創生支援ローン」の取扱
〇信金中金と連携したキャッシュレス決済機能の推進
〇保証協会・信金中央金庫との連携による勉強会の実施

地域社会 　
〇福島県しんきんゼロネットサービスの取組
〇特殊詐欺被害防止への取組
〇高齢化社会に向けた各種相談会の実施と「後見支援預金」の取扱
〇「子供の安全・安心ふくしまネットワーク」への協力（警察との連携強化）
〇地公体・企業との包括連携協定の締結による取引先の成長と地域経済の活性化
〇子供たちの金融教育支援「マネースクール」の実施
〇子供の未来応援国民運動への参加（古本募金、職員募金活動の実施）

地域環境 　
〇地球温暖化防止対策推進のため「福島議定書」への参加
〇一斉クリーン作戦の共同実施	 〇クールビズ・ウォームビズの共同実施
〇災害用備蓄品の配備	 〇ペーパーレス化への取組

　福島県内の 8金庫は、持続可能な開発目標（SDGs）の取り組みを支援する融資商品「SDGs サポートローン」を提供
しております。当金庫でも2022 年11月1日より「あぶしん SDGs サポートローン」の提供を開始しました。中小企業
や個人事業主がエコカー導入や再生可能エネルギー施設設置など、SDGs につながる使途に限定した商品です。県内 8
信用金庫が一丸となり、SDGs の普及に努めてまいります。

【商品概要】
ご利用いただける方 当金庫営業地区内の法人または個人事業主で当金庫会員の方。

お 使 い み ち SDGs の目標達成に向けた取り組みに必要な運転資金・設備資金。

ご 融 資 金 額 2,000 万円以内（1万円単位）

ご 融 資 期 間 10 年以内	※元金均等据置期間は融資期間に含まれます。

ご 融 資 利 率 固定金利	年1.90％

ご 返 済 方 法 元金均等分割返済（1年以内の元金据置可）

保 証 人・ 担 保 審査により必要となる場合がございます。

手 数 料 当金庫所定の手数料をご負担いただきます。
（注）※お申込に際しては、当金庫所定の審査をさせていただきます。なお、審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

『SDGs支援ローン』提供開始
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取り組み事例1

取り組み事例３

取り組み事例4

取り組み事例２

地域貢献の取り組み

災害発生時の減災に向けた
植樹活動

　令和 4 年 6 月 5 日、南相馬市小高区塚原地内で行われた「第 10 回南相馬
市鎮魂復興市民植樹祭」に参加しました。

各種地域行事への積極的な参加

スポーツ振興による地域貢献

　国の重要無形民俗文化財に指定されてい
る「相馬野馬追」の開催に役立ててもらお
うと、相馬野馬追執行委員会に協賛金を寄
附しました。

脱炭素社会の実現に
向けた取り組み

　令和 4 年 6 月、トヨタ自動車の燃
料電池自動車「MIRA I 」を小高支店、
浪江支店に導入しました。

相馬野馬追盆踊りパレードへ参加

相馬野馬追御行列へ参加

小高秋祭りへ参加

第6回あぶくま信用金庫杯パークゴルフ大会 （令和4年7月14日） 南相馬市パークゴルフ場

第2回あぶくま信用金庫杯争奪学童野球大会 （令和5年3月18日～19日） 南相馬市北新田野球場 他

第1回あぶくま信用金庫理事長杯
パークゴルフ飯舘大会
（令和4年8月28日）

いいたてパークゴルフ場
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地域とともに

預金・貸出金の状況

損益の状況

自己資本の状況

預金積金 貸出金
令和4年度 預金積金残高　3,047億円
預金積金残高は、対前年度比16億円増加し、3,047億68百万円と　
なりました。

貸出金は地域の資金ニーズを積極的に開拓した結果、対前年度
末比24億円増加し、971億99百万円となりました。

令和4年度 貸出金残高　971億円

令和 4年度の業績は、おかげさまで当期純利益で、7億1千8百万円を計上することができました。

令和4年度の自己資本額は、利益の積上げにより

364億2千6百万円となり、財務基盤は万全と
なっております。
また自己資本比率は、国内基準である4％を上回る

32.95%となっております。

本ミニディスクロージャー誌に表示している計数については、単位未満切り捨てにより表示しております。

国内基準4.00

100,000

140,000

260,000

180,000

340,000

220,000

300,000

60,000

50,000

70,000

80,000

90,000

100,000

令和5年
3月末

304,768

令和４年
３月末

303,098

令和３年
３月末

295,518

令和5年
3月末

97,199

令和４年
３月末

94,748

令和３年
３月末

93,000

平成23年
3月末

123,895

平成23年
3月末

60,197

※震災時の計数を参考で記載しております。 ※震災時の計数を参考で記載しております。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

預金積金残高の推移
貸出金残高の推移

0

400

200

800

1,000

600

200

600
800
1,000
1,200

400

0 0

400

200

1,200

1,000

800

600

令和5年
3月末

903

令和４年
３月末

1,024

令和３年
３月末

895

令和5年
3月末

972

令和４年
３月末

1,035

令和３年
３月末

856

令和5年
3月末

718

令和４年
３月末

792

令和３年
３月末

610

平成23年
3月末

485

平成23年
3月末

321

平成23年
3月末

157

※震災時の計数を参考で記載しております。 ※震災時の計数を参考で記載しております。 ※震災時の計数を参考で記載しております。

（単位：百万円）
（単位：百万円）（単位：百万円） 経常利益 当期純利益コア業務純益

0

10,000

20,000

30,000

40,000 40.00

0.00

20.00

10.00

30.00

（単位：百万円） （単位：%）

令和5年
3月末

36,426

※震災時の計数を参考で記載しております。

平成23年
3月末

8,694

32.95%

令和3年
3月末

35,034

令和4年
3月末

35,753

33.08%33.08%
15.52%

32.73%32.73%

自己資本比率について
優先出資（公的資金）を除いた自己資本比率は14.85%※です。
※自己資本額364億円より優先出資総額200億円を控除し算出

自己資本額・自己資本比率の推移
自己資本額 自己資本比率

業績ハイライト
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開示債権の状況についてのご報告です。

2,000

1,500

1,000

500

0

2.00

1.00

3.00

4.00

令和５年
３月末

1,6821,682

0.00
令和４年
３月末

1,7111,711

1.79%1.79% 1.71%

（単位：％）（単位：百万円）

不良債権額及び不良債権比率の状況
不良債権額 不良債権比率

（単位：百万円）
信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

開示残高（a） 保全額（b） 保全率
（b）/（a）

引当率
（d）/（a－c）担保・保証等による

回収見込額（c）
貸倒引当金

（d）

324
419
795
608
591
654

0
1

590
652

1,711
1,682

94,121
96,586
95,833
98,268

324
419
772
576
468
471

0
0

468
471

1,566
1,467

̶   
̶   
̶   
̶   

112
175
347
220
418
403

0
0

418
403
877
800
̶  
̶  
̶  
̶  

212
244
425
355

50
67

0
0

50
67

688
667
̶  
̶  
̶  
̶  

100.00%
100.00%

97.14%
94.78%
79.26%
72.04%
71.63%
14.50%
79.26%
72.17%
91.50%
87.24%

̶　   
̶　   
̶　   
̶　   

100.00%
100.00%

94.93%
91.83%
29.00%
26.93%
23.00%
10.76%
29.01%
27.02%
82.56%
75.68%

̶　   
̶　   
̶　   
̶　   

令和4年3月
令和5年3月
令和4年3月
令和5年3月
令和4年3月
令和5年3月
令和4年3月
令和5年3月
令和4年3月
令和5年3月
令和4年3月
令和5年3月
令和4年3月
令和5年3月
令和4年3月
令和5年3月

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

区　分

危険債権

要管理債権

小計（Ａ）

正常債権（Ｂ）

総与信残高
（Ａ）+（Ｂ）

三月以上
延滞債権

貸出条件
緩和債権

経営改善支援

経営者保証に関するガイドライン

　当金庫では、取引先企業
の経営目標や経営課題の解
決に向けて、外部専門機関
とも連携し、各ステージに
合わせたコンサルティング
機能を発揮し、最適な提案
を行うことにより支援を図っ
ております。

　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」及び「事
業継承時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』
の特則」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客様からのお借入
や保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対応するため、「経
営者保証に関する取組方針」を策定しています。同取組方針
に基づき、経営者保証の必要性については、お客様との丁寧
な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等を把握し、
同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適
切な対応に努めています。

令和４年度経営改善支援先の取り組み実績

経営者保証に関するガイドラインへの取り組み状況

項　　　　目 令和4年度

新規に無保証で融資した件数 105件

新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 21.38%

保証契約を解除した件数 9件

経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数
（当金庫をメイン金融機関として実施したものに限る） 0件

（単位：先数、％）

債務者区分
期初

債務者数
経営改善
支援取組率

ランク
アップ
率

経営改善
計画策定率

うち
経営改善支援
取組先

αのうち
期末に区分が
上昇した先

αのうち期末
に区分が変化
しなかった先

αのうち
経営改善計画
を策定した先

A α β γ δ α/Ａ β/α δ/α
正常先  678 1 ー 1 1 0.1％ 0.0％ 100.0％

その他要注意先 268 17 ー 17 16 6.3％ 0.0％ 94.1％
要管理先 9 2 ー 2 2 22.2％ 0.0％ 100.0％
破綻懸念先 13 2 ー 1 2 15.3％ 0.0％ 100.0％
実質破綻先 8 ー ー ー ー 0.0％ ー ー
破綻先 ー ー ー ー ー ー ー ー
合　　計  976 22 ー 21 21 2.2％ 0.0％ 95.4％

（注）みなし正常先については正常先の債務者数に計上しています。
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地域とともに

お客様への支援活動
当金庫では、「地域密着型金融の取組みを強化し、地域経済の活性化に全力で取り組む」ことを基本方針とし、
さまざまな視点から支援を行っております。

中小企業への支援

　当金庫では、全国の信用金庫ネットワークを活かし、お取引先の販路開拓や新規仕入先発掘等の支援を行っております。
　株式会社リビングロボット様は、プログラミング学習用ロボット等の開発・製造業として 2018 年に東京で設立されました。
翌年に本社を伊達市に移し、2020 年には南相馬市の福島ロボットテストフィールドに、ソフトウエア開発を中心とする研究拠
点を設けました。
　開発したプログラミング学習用ロボット「あるくメカトロウィーゴ」は、2020 年度に伊達市の小中学校に導入以降、南相馬市、
川俣町などでプログラミング授業に取り入れられ、体験学習や出前授業でも県内各地で利用されています。当金庫でも本店営
業部と東支店の窓口にメカトロウィーゴを設置し、来店者の方々の癒しとなっております。現在は人々とロボットが共生する社
会を実現しようと、介護分野に応用した「見守りロボット」の実証実験に力を注いでおります。

　当金庫は、各産業分野の人材不足問題が深刻化している現
状において、公益財団法人産業雇用安定センター福島事務所
様と相互連携を図るため、連携協定を締結いたしました。こ
の連携協定は、取引先事業者等の人材ニーズに対する支援を
推進し、地域における労働力供給の安定、持続的な企業の
成長と地域経済の発展に資
することを目的としておりま
す。取引先の経営課題に向
けた「本業支援」に取り組み、
地域の中小企業・小規模事
業者の事業発展・継続を積
極的に支援してまいります。

　当金庫は、令和 4 年 10 月より中小企業のデジタル化を支援する
信用金庫業界独自のポータルサイト「ケイエール」の提供を開始いた
しました。「ケイエール」では複数金融機関の口座残高や入出金履歴
の一括管理が可能となるほか、ポータル上から相談できる「経営相
談窓口」を設置するなど幅広いニーズに対応いたします。当金庫は
引き続き地域中小企業の DX 化を全力でサポートいたします。
主な機能
　①資金繰り把握　　②電子請求書対応
　③電子ファイル共有・保存　　等

【参考】人材支援に関するフロー

販路拡大支援

人材確保支援

デジタルサービス支援

あぶくま信用金庫 法人・個人事業主
お客様

公益財団法人 産業雇用安定センター
福島事務所

⑧採用

①センターの利用案内

③センターに支援依頼
⑥情報提供

②人材支援の相談
（中途採用・社員の再就職 等）

⑦応募・面接

④あぶくま信用金庫
本・支店担当者とお客様へ同行

⑤登録情報提供
（求人・求職情報収集）

ビジネスマッチ東北2022秋 参加 本店営業部窓口に設置されたメカトロウィーゴ

© MODERHYTHM / Kazushi Kobayashi

あぶくま信金　
ケイエール▶
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 令和４年
 ５月19日 ・葛尾村との地域密着総合連携協定の締結

・葛尾村への企業版ふるさと納税を活用した
寄附

 ６月 ５日 ・南相馬市鎮魂復興市民植樹祭への参加
 ６月 ７日 ・相馬野馬追執行委員会への協賛
 ６月16日 ・第 72 期通常総代会の開催
 ７月 ５日 ・第 3 回あぶしん資産運用セミナー開催
 ７月 ６日 ・災害備蓄用無洗米を南相馬市社会福祉　

協議会へ寄附
 ７月13日 ・あぶしんマネーハイスクールの開催　　　

（福島県立小高産業技術高等学校）
 ７月14日 ・第 6 回あぶくま信用金庫杯パークゴルフ　

大会の開催
 ７月24日 ・相馬野馬追御行列への参加
 ７月26日 ・高校生職場見学受入
 ８月29日 ・新地町への企業版ふるさと納税を活用した

寄附
 ８月30日 ・公益財団法人産業雇用安定センター福島

事務所と連携協定締結
 ９月28日
　 ～29日 ・中学生職場見学受入

10月 １日 ・公益財団法人福島イノベーション・コースト
構想推進機構と連携協定締結

10月 １日
　　 ～２日

・O u t  o f  
KidZania 
in ふくしま
相双2022
への参加

10月 ４日 ・あぶしんオンラインセミナーの開催
・飯舘支店開設 40 周年

10月12日 ・福島県内信用金庫一斉クリーン作戦の実施

11月 １日 ・福島県８金庫「SDGs支援ローン」提供開始
11月 ６日 ・2022 ツール・ド・かつらお ～第８回福島

民報杯～ にボランティア参加
11月10日 ・ビジネスマッチ東北 2022 秋参加
11月14日 ・あぶしんマネースクールの開催　　　　　

（南相馬市立原町第一小学校）
12月 ６日
　　～7日 ・2022 よい仕事おこしフェア参加

12月22日 ・営業店窓口支援システム（タブレット）導入

令和５年
 ２月 ６日 ・第 7 回あぶしん金融セミナー開催
 ２月 ７日 ・山元町との地域密着総合連携協定の締結

・山元町への企業版ふるさと納税を活用した
寄附

 ２月 ８日 ・災害備蓄用無洗米を南相馬市社会福祉　　
協議会へ寄附

 ３月 ６日 ・第 4 回あぶしん資産運用セミナー開催
 ３月18日
　 ～19日

・第 2 回あぶくま信用金庫杯争奪学童野球　
大会開催

令和４年度 主なトピックス
令和4年4月から令和5年3月までの、あぶくま信用金庫の主な活動をご紹介します。

オンラインセミナーの開催
　当金庫では金融・経済情勢など様々なテー
マのオンラインセミナーを開催しております。

第 3 回あぶしん資産運用セミナー（令和 4 年 7月 5 日）
　「当面の投資環境と運用戦略」
　講師：三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券　藤戸 則弘氏

あぶしんオンラインセミナー（令和 4 年10 月 4 日）
　「インボイス制度の概要」
　講師：相馬税務署　法人課税第一部門　統括国税調査官　平野 徳明氏

第 7 回あぶしん金融セミナー（令和 5 年 2 月 6 日）
　「最近の金融・経済情勢について~ 東北地方を中心に~」
　講師：財務省　東北財務局福島財務事務所　所長　橋本 和久氏

第 4 回あぶしん資産運用セミナー（令和 5 年 3 月 6 日）
　「国内外の政治経済マーケット情勢と為替展望」
　講師：三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券　植野 大作氏

講師：財務省　東北財務局福島財務事務所
　　　所長　橋本 和久氏

地
域
と
と
も
に

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
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タ

業
績
の
ご
報
告
（
資
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編
）

営
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内
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地域とともに

お客様の利便性向上のために

お客様アンケートの調査結果について

あぶくま信用金庫では、皆様から愛される金融機関を目指し、毎年「お客様アンケート」を実施しております。令和４年度
も、多くのお客様から貴重なご意見・ご要望を頂戴することができました。お客様の声を真摯に受け止め、より一層の金融
サービス向上に向けて努力してまいりますので、今後もご支援・ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

調査対象：窓口ご来店のお客様および渉外担当者による訪問先
調査方法：無記名による回収箱への投函および渉外担当者による回収
実施時期：令和５年１月～令和５年３月
回 答 数：490 件

①満足
②やや満足
③やや不満
④不満

①満足
②やや満足
③やや不満
④不満

①満足
②やや満足
③やや不満
④不満

①満足
②やや満足
③やや不満
④不満

①満足
②やや満足
③やや不満
④不満

①満足
②やや満足
③やや不満
④不満

１.当金庫の各種業務、サービス等の提供に
　 ついて、総合的な評価はいかがですか？

↓
グラフ　110％に

↓

２.窓口・渉外担当者は、明るい笑顔とぬくもり
　 のある挨拶で対応していますか？

３.当金庫職員は、ご相談・ご質問について
　 誠意をもって対応をしていますか？

４.ご来店時の待ち時間はいかがですか？
　 または、渉外担当者がご訪問の際の
　 時間や約束事は守られていますか？

５.商品内容等について、分かりやすく
　 説明していますか？

６. ATMの機能や稼動時間はいかがですか？

①76.3%

②22.0%

①78.0% ①74.3%

②19.8% ②24.5%

③1.0% ③4.9%④0.2% ④0.0% ④0.4%③1.8%

①82.8%

②19.0%

①79.9%

①67.4%

②27.1%

③0.8%

②15.9%

③1.0% ④0.2% ④0.2%④0.4%③1.2%

※比率は切り捨てにて表示しております。合計が一致しない場合があります。

●ATMで硬貨の入出金や両替ができてほしい。
●いつお伺いしても、皆さん笑顔で対応してくださるので、こちらまで明るい気持ちになれます。
●明るくきれいな雰囲気だと思います。ロボットの展示など南相馬市ならではの取り組みも良いなと思っています。

⃝座って待っていられ
て最後まで対応してく
れるのも足の悪い人に
は有難い。（2019 年お
客様アンケートより）

浪江支店

ローカウンターの設置改善事例１ 駐車場の整備改善事例2

⃝駐車場が狭いので苦
労することがあります。
（2019年お客様アンケート
より）

➡2019年10月、本店営
業部駐車場のレイアウト
変更により利便性が向上

お客様からのご意見・ご要望

これまでの改善事例に対するお客様のご意見・これまでの取り組み事例

頂戴したご意見・ご要望をもとに、お客様の利便性向上に努めてまいります。

10 ABUKUMA SHINKIN BANK



あぶしん通帳アプリの機能追加

窓口支援システム（タブレット）の導入

「PayPay」との口座連携開始

デジタル化への対応

移動相談会の取り組み
　東日本大震災および福島第一原発事故により被災されているお客様からの各種ご相談・お問い合わせ等に対応するため
業務推進部内に「お客様サポート室」を設置し、同室のメンバーを中心に移動相談会を開催しております。

　「あぶしん通帳アプリ」に新機能が追加になり、さらに使いやすくなりました。

　当金庫は、令和 4 年 12 月より営業店窓口支援システム（タブレット）を本店営業部
より順次全店に導入いたしました。同システムは、店頭に設置したタブレット端末をお
客様と当金庫職員が操作することで、入出金時等の伝票記入が不要となり、お客様の
負担軽減や待ち時間の短縮などにつながるシステムです。お客様の利便性向上やペー
パーレス化による環境負荷の軽減に取り組んでまいります。

　当金庫では PayPay 株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」に当金庫の預金口座から即時にチャー
ジできるサービスを令和 5 年 7 月11日より開始いたしました。当金庫に預金口座をお持ちのお客様は、「PayPay」で本
人確認を行い、口座番号などの口座情報を登録することで、当金庫の預金口座から即時に PayPay 残高をチャージするこ
とが可能になります。

開催場所 開始年月 受付時間 開催日 受付人員 業務内容

福島市
県営北沢又団地集会所 平成25年５月 10：00 〜12：00 毎週

火曜日 2名
1. 相談業務
・既往貸付の返済、条件変更、新規貸付
・各種相談　
2. 事務関連業務
・預金の取次ぎ
・通帳・カード等の再発行
・その他

二本松市
石倉団地集会所 平成25年5月 10：00 〜12：00 毎週

木曜日 2名

郡山市
復興公営住宅東原団地 １号棟集会所 令和２年4月 10：30 〜12：30 毎週

木曜日 2名

令和４年
12月19日
追加機能

❶
❷

❹

❸

❺

あぶしん通帳アプリは、いつでもどこでも、入出金明細や残高をスマホで確認できる、紙の通帳を発行しないサービスです。

あぶしん通帳アプリの特徴
●最大5つまでの口座登録
❶最長10年分の入出金明細の閲覧
❷保有資産の照会
❸総合口座担保定期預金の預け入れ･解約
  （個人のお客様）
❹住所、電話番号の変更手続き
❺通帳、キャッシュカード
　 紛失の際の喪失手続き

「あぶしん通帳アプリ」をはじめて
お申し込みのお客様に

令和5年2月1日水～
令和6年3月31日日
令和5年2月1日水～
令和6年3月31日日

キャンペーン期間

1,000円プレゼント1,000円プレゼント

※プレゼントはお申込みいただいた口座に入金します。
※確定申告が必要になる場合がございます。

しんきん通帳 検索

Google Play App Store

アプリを
ダウンロード
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地域とともに

人材育成・働き方改革
人材育成制度

■ 資格取得の奨励
　各種通信講座や資格試験の受験を奨励し、試験合格
者には奨励金を支給して、スキルアップに対する支援を
行っております。
〈当金庫職員の主な保有資格〉

⃝中小企業診断士　
⃝証券アナリスト
⃝宅地建物取引士
⃝1 級ファイナンシャル・プランニング技能士
⃝ 2 級ファイナンシャル・プランニング技能士

■ eラーニングシステム
　職員の自己研鑽を支援する取り組みとして、信金中央
金庫が提供するSels（ｅラーニングシステム）を導入し
ております。職員の知識習得・意識向上により、質の高
いサービスの提供に取り組んでまいります。
　また、育児休暇を取得した職員への職場復帰時の支
援策としても活用しています。

■ 新入職員研修
　新入職員一人一人に指導員（先輩職員）を選任し、きめ
細かな指導のもと信用金庫人としての育成を行っております。

■ 外部講師による研修
　人材教育の一環として外部団体主催のWeb 研修や外部
講師を招いての集合研修を行っております。

ワークライフバランスの取り組み
　当金庫は、職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい環境づくりに取り組んでおります。

●イクボス宣言の公表　　●健康増進（人間ドック・脳ドック検診の助成）　
●ストレスチェック実施によるメンタルヘルスのケア　　●奨学金返済支援制度の導入

職員一人当たり
平均有給休暇取得日数
（2022年度）

19.41日

職員平均年齢 
（2023年3月末）

職員全体  38歳6ヵ月
男性  43歳3ヵ月
女性  32歳2ヵ月

職員月平均
所定外労働時間
（2022年度）

1.53時間

育児休業
取得者数・比率
（2022年度）

女性6名  取得率100%
男性5名  取得率100%

職員平均勤続年数 
（2023年3月末）

15年
 9ヵ月

女性役席者数・
比率 （主任以上）
（2023年3月末）

女性役席者 28名
比率　34.56％

　お客様へ質の高い金融サービスを提供できるよう、各種研修や資格取得による職員の能力向上に努めております。

12 ABUKUMA SHINKIN BANK



主な事業の内容

1．預金および定期積金の受入れ

2．資金の貸付および手形の割引

3．為替取引

4．上記1． ～ 3． の業務に付随する次に掲げる業務
　　その他の業務

（ 1 ）債務の保証または手形の引受け
（ 2 ）有価証券（（5）に規定する証書をもって表示され

る金銭債権に該当するものおよび短期社債等を
除く。）の売買（有価証券関連デリバティブ取引に
該当するものを除く。）または有価証券関連デリ
バティブ取引（投資の目的をもってするものに限
る。）

（ 3 ）有価証券の貸付け
（ 4 ）国債証券、地方債証券もしくは政府保証債券（以

下「国債証券等」という。）の引受け（売出しの目
的をもってするものを除く。）ならびに当該引受け
に係る国債証券等の募集の取扱いおよびはね返
り玉の買取り

（ 5 ）金銭債権の取得または譲渡およびこれに付随す
る業務（除く商品投資受益権証書の取得・譲渡に
係る付随業務）

（ 6 ）短期社債等の取得または譲渡
（ 7 ）次に掲げる者の業務の代理

株式会社日本政策金融公庫
独立行政法人住宅金融支援機構
年金積立金管理運用独立行政法人
独立行政法人勤労者退職金共済機構
独立行政法人農林漁業信用基金
漁業信用基金協会
独立行政法人中小企業基盤整備機構
一般社団法人しんきん保証基金
日本銀行
独立行政法人福祉医療機構

（ 8 ）次に掲げる者の業務の代理または媒介（内閣総理
大臣が定めるものに限る。）

	 イ．金庫（信用金庫および信用金庫連合会）
（ 9 ）信託会社または信託業務を営む金融機関の業務

の媒介（内閣総理大臣が定めるものに限る。）
	 信金中央金庫
（10）国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他

金銭に係る事務の取扱い

（11）有価証券、貴金属その他の物品の保護預かり
（12）振替業
（13）両替
（14）デリバティブ取引（有価証券関連デリバティブ取

引に該当するものを除く。）であって信用金庫法
施行規則で定めるもの（（5）に掲げる業務に該当
するものを除く。）

（15）金融等デリバティブ取引（（5）及び（14）に掲げる
業務に該当するものを除く。）

（16）地域活性化等業務（信用金庫法施行規則で定め
るもの）

5．国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価
証券について金融商品取引法により信用金庫が営む
ことのできる業務
（上記4．により行う業務を除く。）

6．法律により信用金庫が営むことのできる業務

（ 1 ）保険業法（平成7年法律第105号）第275条第1
項により行う保険募集

（ 2 ）高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13
年法律第26号）の定めるところにより、高齢者
居住支援センターからの委託を受けて行う債務
保証の申込の受付および保証債務履行時の事務
等（債務の保証の決定及び求償権の管理回収業
務を除く。）

（ 3 ）電子記録債権法（平成19年法律第102号）第58
条第2項の定めるところにより、電子債権記録機
関の委託を受けて行う電子債権記録業に係る業
務

（ 4 ）確定拠出年金法（平成13年法律第88号）により
行う業務
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地域とともに

内部管理態勢

　当金庫は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事
業活動に関わる法令等の遵守、資産保全の目的を達成するため、
信用金庫法第36条第５項第５号及び同法施行規則第23条の

規程に基づき「内部統制基本方針」を定め、その態勢整備により
「業務の健全性・適切性を確保」することとし、本方針に従って
継続的に整備を進め、その実効性確保に努めてまいります。

　当金庫は、地域金融機関としての社会的責任（CSR)と公
共的使命を常に自覚し、金融取引における法令、ルール、社
会的規範を遵守し、健全・堅実な業務運営に努めております。
　また、当金庫が今後とも将来にわたり、地域の皆様から
信頼され支持されていくためには、役職員一人ひとりが高い
倫理感を持って行動しなければならないと認識しております。
組織的遵守態勢としては、本部に統括部署を設置、さらに
は本部各部及び営業部店に「コンプライアンス責任者」を配

置し、日常業務における法令等遵守のチェックならびに教育・
指導を実施しており、各部店内におけるコンプライアンスの
周知徹底に努めております。さらに、公益通報者保護法施
行に伴い、不正行為等の早期発見と是正を目的に内部通報
制度に関する規程等を定め、コンプライアンス態勢を強化し
ております。
　今後もより一層のコンプライアンスに基づく行動を徹底し、
信頼され選ばれる金融機関として取り組んでまいります。

業務の健全性・適切性を確保するための態勢

コンプライアンス（法令等遵守）への取り組み

内部統制基本方針

コンプライアンス態勢

　経営方針に則り、業務の健全性・適切性を確保するための態勢整備に係る内部統制基本方針を定め、有効に機能させる
ことで適切な経営管理（ガバナンス）態勢を構築してまいります。

　社会的責任と公共的使命を全うするための、全ての業務における共通の規範がコンプライアンスであると考え、役職員一
人ひとりが高い倫理観を持って行動し、地域の皆様から信頼され支持されるよう努めております。

内部統制基本方針
❶理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
❷理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
❸損失の危険の管理に関する規程その他の体制
❹理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
❺監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
❻前号の監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性及び当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
❼理事及び職員が監事に報告をするための体制
❽前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
❾監事の職務の執行について生じる費用の前払い、または償還の手続き、その他の当該職務の執行について生じる費用または
債務の処理に係る方針に関する事項
❿その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

コンプライアンス・プログラム
コンプライアンスに係る諸規程の整備、職員のコンプライアンス研修計画等、
コンプライアンスを実現させるための実践計画で単年度更新されます。

①各種研修会等の機会を通じ、コンプライアンスの啓蒙に努めます。
②臨店指導を実施し、法令等遵守状況等の検証をします。
③原則として毎月１回以上勉強会を実施し、認識の強化を図ります。
④本部関係部署と連携を密にし、年４回研修会を実施します。
⑤コンプライアンス・オフィサー認定取得を推進します。
⑥苦情・クレーム等の発生要因を分析し、結果をフィードバックし、
再発防止を図ります。
⑦年２回定期的に、コンプライアンス定期チェックを実施します。

⑧リーガルチェックの徹底・強化を図ります。
⑨マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の周知徹底を図ります。
⑩外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）の周知徹底を図ります。
⑪マイナンバー制度の厳格な取扱いの周知徹底を図ります。
⑫優越的地位濫用防止の周知を図ります。
⑬利益相反取引の周知を図ります。
⑭「コンプライアンス6ヵ条誓約」カード・「交通事故を起こしたら」
カードを携帯し、遵法精神の涵養を図ります。
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リスク管理態勢
　金融の自由化、国際化の進展や規制緩和による金融技術
の発展など環境の変化によって、金融機関の業務はますま
す多様化、複雑化しており、直面するリスクは量的にも質
的にも大きく変容しています。こうしたなか、当金庫では、
リスク管理を最重要課題と位置づけ、規程、要領の整備を

強化するとともに、様々なリスクに対して的確に対応できる
管理態勢の構築を図るため統合的リスク管理統括部署とし
て、ALM・統合リスク管理委員会を設置し、経営の健全性
の維持向上に努めております。

リスクカテゴリー リスクの説明

信用リスク 　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む）の価値が減少ないし消滅し、当金
庫が損失を被るリスクをいいます。

市場リスク

　市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債（オフ・バランスを含む）
の価値が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクをいいます。
●金利リスク　金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利または期間のミスマッチが存在している中で金利が変
動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスク。
●価格変動リスク　有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスク。
●為替リスク　外国為替相場の変動によって、外貨建資産の円換算での資産価値が変動するリスク。

流動性リスク

　流動性リスクとは、市場流動性リスクと資金繰りリスクをいいます。
●市場流動性リスク　市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀
なくされることにより損失を被るリスクをいいます。
●資金繰りリスク　当金庫の財務内容の悪化等により必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金
の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。

オペレーショナル
リスク

　オペレーショナルリスクとは、信用リスク、市場リスク及び流動性リスクに分類されない他の全てのリスクとし、様々な人為
的または技術的エラーによって生じる損失を被るリスクをいいます。
●事務リスク　役職員が正確な事務を怠る、あるいは、事故・不正等を起こすことにより当金庫が損失を被るリスクをいいます。
●システムリスク　コンピュータシステムの障害または誤作動、システムの不備、不正利用等により当金庫が損失を被るリスク
をいいます。
●法務リスク　当金庫の経営や顧客との取引等において、法令や庫内規程等に違反する行為ならびにその恐れのある行為が発
生することにより、当金庫の信用失墜や法的責任追及を招き損失を被るリスクをいいます。
●人的リスク　人事運営上の不公平・不公正（報酬・手当・解雇等の問題）・差別的行為（セクシュアルハラスメント等）から生
じる損失・損害を被るリスクをいいます。
●有形資産リスク　地震、火災、風水害（台風・大雨・土砂崩れ・洪水）等による災害が発生した場合に、当金庫が保有する
建物、設備、什器・備品などの有形資産が、損害・損失を被るリスクをいいます。
●風評リスク　当金庫の資産の健全性や収益力、自己資本などのリスク耐久力、規模、成長性、利便性など当金庫の評判を形
成する内容が劣化し、顧客から見て当金庫への安心度、親密度が損なわれることにより生じた風評や、役職員自らの行為や
第三者の行為により生じた風評の流布等によって、損失を被るリスクをいいます。
●その他のリスク　上記区分に含まれない様々なリスク、例えば犯罪等の偶発的に発生する事故・事件等をいいます。

信用リスク 市場リスク 流動性リスク

事務リスク システムリスク 法務リスク 人的リスク 有形資産
リスク 風評リスク その他の

リスク

オペレーショナル・リスク

常 務 会

監 査 部

理 事 会 監 事 会

ALM・統合リスク管理委員会　事務局：総合企画部
（リスク管理統括部署）

本部各部室・営業店

※　印は各リスク部門の主管部署

■ リスク管理体制組織図

■ 対象とするリスク

（令和5年6月末日現在）
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地域とともに

統合的リスク管理

金融犯罪防止への取り組み

　当金庫では、把握可能なリスクの計量化に努め、その合
計である統合リスク量が経営体力以内に収まるようリスク
をコントロールすることで健全性を確保すること、及び配分
されたリスク資本と結果としてのリターンを対比し、資本の
効率的活用や収益性の向上を図ることを目的として、統合

的なリスク管理を行っております。
　計測手法は、信用リスク及び市場リスクはVaR（バリュー・
アット・リスク）、オペレーショナルリスクは基礎的手法を
採用しております。

　近年、預金口座を不正に利用する「振り込め詐欺」等や、
偽造・盗難キャッシュカード、インターネットバンキングに
よる預金等の不正な払戻し等が社会問題となっております。
　こうした問題に対し、当金庫では、お客様に安心してご

利用いただけるよう、各種対策を講じ、セキュリティーの向
上に努めるとともに、お客様の立場に立った対応を一層強
化してまいります。

●預金口座開設時に、お客様のご本人確認を徹底しております。
●ATM等で行われた取引について、不正取引のモニタリングを行っております。
●万が一、預金口座の動き等が「疑わしい取引」と判断した場合は、迅速に監督官庁へ届け出ております。
●警察、行政当局、ヤミ金融等被害者対策会議等に対し、積極的に協力のうえ、対応しております。
●普通預金規程に基づき、偽名口座、借名口座、口座の譲渡が明らかになった場合、また、預金口座が法令や
公序良俗に反する行為に利用され、もしくはその恐れがあると認められた場合等には、預金取引停止または口
座解約を迅速かつ適切に実施しております。

●携帯電話が還付金詐欺等に利用される事例が多発していることを受け、ATMコーナーでの携帯電話利用を制
限させていただいております。

●キャッシュカードの磁気ストライプ上の暗証番号をク
リア

●窓口及びATMでのキャッシュカードの暗証番号変
更受付

●偽造キャッシュカードの被害に遭われた方に真摯
な対応と説明を行う体制の構築

●日常のキャッシュカード管理の厳格化等について、
ポスター、ホームページ等による啓発

●１日あたりのATMによる引出限度額を50万円に
一律引き下げ（ICキャッシュカードは100万円）

●キャッシュカードの暗証番号登録・変更時に「推測
されやすい番号」を注意喚起するシステムの導入

●キャッシュカード偽造防止のための ICキャッシュ
カードの導入

●ATMによる「異常な取引」をチェックする体制の
構築

●ATMに覗き見防止フィルムの貼付け
●ATMに暗証番号入力時、テンキーナンバーのシャッ
フル化

●後方確認ミラーの設置
●詐欺被害防止のためキャッシュカードによるＡＴＭ
振込および現金出金の一部利用制限（６５歳以上
で過去３年以上キャッシュカードによるＡＴＭ振込
およびＡＴＭでの現金出金の利用がない口座）

「振り込め詐欺」等による口座不正利用への対応

キャッシュカード、ATM等のセキュリティ対応
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お客様からの苦情・紛争等への対応

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

　当金庫は、お客様からの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融 ADR 制度も踏まえ、
内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客様の信頼性の向上に努めております。

　国際的な要請であり、金融機関等にとって喫緊の課題と
なっているマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に
ついて、経営陣の主導的な関与のもと、適切なリスク管理

態勢を構築するとともに、リスクベース・アプローチに基づ
くリスク低減措置を講じ、健全な金融システムを維持する
ことに努めております。

　当金庫は、お客様からの苦情のお申し出に公正かつ適切に対応するため、業務運営体制・内部規則を整備しております。
　苦情等は、営業店または次の担当部署へお申し出ください。

　東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（東京三弁護士会）が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決
を図ることも可能ですので、当金庫総務部または全国しんきん相談所へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立
ていただくことも可能です。

苦情処理の措置

紛争解決の措置

あぶくま信用金庫　総務部
〒975-0003　福島県南相馬市原町区栄町二丁目4番地	 受付時間 		当金庫営業日９:00～17:00
TEL（0244）23-5132　FAX（0244）24-1601	 受付媒体 		電話、手紙、面談

全国しんきん相談所（一般社団法人全国信用金庫協会）
〒103-0028　東京都中央区八重洲1-3-7	 受付時間 		信用金庫営業日９:00～17:00
TEL（03）3517-5825	 受付媒体 		電話、手紙、面談

東京三弁護士会

東京弁護士会紛争解決センター
　〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-1-3	 	受付日 　月～金（祝日、年末年始除く）
　TEL（03）3581-0031	 受付時間 　９:30～12:00、13:00～16:00

第一東京弁護士会仲裁センター
　〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-1-3	 	受付日 　月～金（祝日、年末年始除く）
　TEL（03）3595-8588	 受付時間 　10:00～12:00、13:00～16:00

第二東京弁護士会仲裁センター
　〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-1-3	 	受付日 　月～金（祝日、年末年始除く）
　TEL（03）3581-2249	 受付時間 　９:30～12:00、13:00～17:00
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地域とともに

⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断
のため

⑥与信事業に際して当金庫が加盟する個人信用情報機関に個人情報を提供する場合等、
適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため

⑦金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
⑧お客さまに対し、取引結果、預かり残高などの報告を行うため
⑨他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等におい
て、委託された当該業務を適切に遂行するため

⑩お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑪市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究
や開発のため

⑫ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑬提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑭各種お取引の解約・終了やお取引解約・終了後の事後管理のため
⑮その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
（法令等による利用目的の限定）
①信用金庫法施行規則第110 条により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要
者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・
第三者提供いたしません。

②信用金庫法施行規則第111条により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯
罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認め
られる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

Ｂ.個人番号の利用目的
①出資配当金の支払に関する法定書類作成・提供事務のため
②金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
③金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため
④金地金取引に関する法定書類作成・提供事務のため
⑤国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため
⑥非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
⑦教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務のため
⑧預金口座付番に関する事務のため

　上記の利用目的につきましては、当金庫のホームページの他、店頭掲示のポスター等でも
ご覧いただけます。
⑶ダイレクト・マーケティングの中止
・当金庫は、ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレクト・マーケティングで個
人情報を利用することについて、お客さまから中止のお申出があった場合は、当該目的で
の個人情報の利用を中止いたします。中止を希望されるお客さまは、お取引店までお申出
下さい。
3.個人情報等の正確性の確保について
　 当金庫は、お客さまの個人情報等について、利用目的の達成のために個人データを正確
かつ最新の内容に保つように努めます。
4.個人情報等の利用目的の通知・開示・訂正および利用停止等について
・お客さま本人から、当金庫が保有している情報について、当金庫所定の用紙により開示等
のご請求（第三者提供記録の開示も含みます。）があった場合には、請求者がご本人である
こと等を確認させていただいたうえで、遅滞なくお答えします。

・お客さま本人から、当金庫が保有する個人情報等の内容が事実でないという理由によって
当該個人情報等の訂正、追加、削除のご要望があった場合には、遅滞なく必要な調査を行っ
たうえで、個人情報等の訂正等を行います。なお、調査の結果、訂正等を行わない場合に
は、その根拠をご説明させていただきます。

・お客さま本人から、法令の定めるところにより、当金庫が保有する個人情報等の利用停止
または消去のご要望があった場合には、遅滞なく必要な調査を行ったうえで利用停止また
は消去を行います。なお、調査の結果、利用停止または消去を行わない場合には、その根
拠をご説明させていただきます。

・お客さまからの個人情報等の利用目的の通知並びに個人情報等の開示及び第三者提供記
録の開示のご請求については、所定の手数料をお支払いいただきます。
　以上のとおり、お客さまに関する情報の開示・訂正等、利用停止等が必要な場合は、お取
引店までお申出下さい。必要な手続についてご案内させていただきます。
5.個人情報等の安全管理について
　当金庫は、お客さまの個人情報等の漏えい、滅失、または毀損の防止その他の個人情報
等の適切な管理のために必要な措置を講じます。
　当金庫における個人データの安全管理措置に関しては、当金庫の内部規程等においてに
定めておりますが、主な内容は以下のとおりです。
⑴個人データの適正な取扱いの確保のため、関係法令・ガイドライン等を遵守するとともに、
個人データの取扱いに関するご質問・相談および苦情を受け付けています。

⑵取得、利用、保管、移送、消去・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・取扱者およ
びその任務等について定めています。

⑶個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う職員およ
び当該職員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法令等や内部規程等に違反してい
る事実またはそのおそれを把握した場合の報告連絡体制を整備しています。また、個人デー
タの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、内部監査部門による監査
を実施しています。

⑷個人データの取扱いに関する留意事項について、職員に定期的な研修を実施しています。
⑸個人データを取り扱う区域において、職員の入退室管理および持ち込む機器等の制限を行
うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
また、個人データを取り扱う機器、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止す
るための措置を講じるとともに、当該機器、電子媒体等から容易に個人データが判明しな
いよう措置を実施しています。

⑹アクセス制御を実施して、取扱者および取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定し
ています。また、個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスまたは不
正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

　当金庫は、地域金融機関として高い公共性と地域社会の発展に貢献するという重大な社
会的責任（CSR）と使命を十分に認識し、地域社会から信頼される金庫経営を確立するため、
「法令等遵守態勢」の確立を経営方針の柱の一つとして経営課題に掲げ、法令等遵守を重視
した企業風土の醸成に努め、新たな法令や諸規則にも適切な対応を図るために、以下のよう
な遵守方針を掲げ態勢強化に努めることとします。

Ⅰ法令等遵守に係る方針
1.公共的使命・社会的責任の遂行
金融機関に求められる公共的使命と社会的責任を十分認識し、自己責任に基づく健全かつ
適切な業務運営を通じて、社会から揺るぎない信用・信頼の確立を図る。
2. 法令やルールの厳格な遵守
あらゆる法令やルールを厳格に遵守するとともに、常に確固たる倫理観と正義感に基づいた
誠実かつ公正な業務運営を図る。
3. 法令に準拠した規程等の整備と正確な事務処理
信用金庫法に掲げられた使命を遂行することにより社会的責任を全うし、地域社会に信頼さ
れる金融機関たるべく法令に準拠した事務取扱規程等を整備し、更にリスクに強い態勢を整
えることによって正確な事務運営を図る。
4. 反社会的勢力の排除
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、確固たる信念をもってこれを排
除する。
5.不正行為の早期発見と是正
コンプライアンス違反行為の通報及び公益通報者保護法に基づく職員等からの組織的または
個人的な法令違反行為等に関する相談・通報へ適切に対処するとともに、不正行為等の早期
発見と是正を図る。

　当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、お客さまの個人情報および個人番号（以下「個
人情報等」といいます。）の適切な保護と利用を図るために、個人情報の保護に関する法律（平
成15 年 5月30日法律第 57号）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律（平成 25 年 5月31日法律第27号）および金融分野における個人情
報保護に関するガイドライン、その他個人情報等保護に関する関係諸法令等を遵守するとと
もに、その継続的な改善に努めます。また、個人情報等の機密性・正確性の確保に努めます。

1.個人情報とは
　本プライバシーポリシーにおける「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって「住
所・氏名・電話番号・生年月日」等、特定の個人を識別することができる情報（他の情報と
安易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みま
す。）、または「個人識別符合」が含まれる情報をいいます。なお、個人識別符合とは、以下
のいずれかに該当するもので、政令等で個別に指定されたものをいいます。
⑴身体の一部の特徴をコンピュータ処理できるよう変換したデータ
　〈例〉顔・静脈・声紋・指紋認証用データ等
⑵国・地方公共団体等により利用者等に割り振られる公的な番号
　〈例〉運転免許証番号、パスポート番号、個人番号（マイナンバー）等
2.個人情報等の取得・利用について
⑴個人情報等の取得
・当金庫は、あらかじめ利用の目的を明確にして個人情報等の取得をするとともに、偽りそ
の他不正の手段により個人情報等を取得することはありません。また、金庫業務の適切な
業務運営の必要から、お客さまの住所・氏名・電話番号、性別、生年月日などの個人情報
の取得に加えて、融資のお申込の際には、資産、年収、勤務先、勤続年数、ご家族情報、
金融機関でのお借入れ状況など、金融商品をお勧めする際には、投資に関する知識、ご
経験、資産状況、年収などを確認させていただくことがあります。
・お客さまの個人情報は、①預金口座のご新規申込書等、お客さまにご記入・ご提出いただ
く書類等に記載されている事項②営業店窓口係や得意先係等が口頭でお客さまから取得
した事項③当金庫ホームページ等の「お問い合わせ」等の入力事項④電子交換所等の共同
利用者や個人信用情報機関等の第三者から提供される事項⑤その他一般に公開されてい
る情報等から取得しています。
⑵個人情報等の利用目的
・当金庫は、次の業務において、次の利用目的のために個人情報等を利用し、それ以外の目
的には利用しません。個人番号については、法令等で定められた範囲内でのみ利用します。
また、お客さまにとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、取得の場面
に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
・お客さま本人の同意がある場合、もしくは法令等により開示・提供が求められた場合等を
除いて、個人情報を第三者に開示・提供することはございません。
Ａ .個人情報（個人番号を含む場合を除きます）の利用目的
（業務内容）
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業
務

②公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、
法令により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務

③その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認
められる業務を含む）

（利用目的）
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
②法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の
確認のため

③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため

法令等遵守方針

個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）

各種方針・指針等
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（リンクについて）
　当金庫のウェブサイトには、外部サイトへのリンクがあります。リンク先のウェブサイトは
当金庫が運営するものではありませんので、お客様の個人情報等の保護についての責任はリ
ンク先にあります。
6.委託について
　当金庫は、例えば、次のような場合に、個人データの取扱いの委託を行っています。また、
委託に際しましては、お客さまの個人情報等の安全管理が図られるよう委託先を適切に監督
いたします。
・キャッシュカード発行・発送に関わる事務
・定期預金の期日案内等の作成・発送に関わる事務
・ダイレクトメールの発送に関わる事務
・情報システムの運用・保守に関わる業務
7.個人データの第三者提供について
　当金庫は、お客さまから同意を得て、個人データの第三者提供を行う場合には、あらかじめ、
提供先の第三者、当該第三者における利用目的、提供する個人データの項目等をお示し、原
則として書面（電磁的記録を含みます）にて同意をいただくこととします。また、その提供先
が外国にある第三者の場合には、上記取扱いに加え、法令等の定めるところにより、あらか
じめ、①提供する第三者が所在する外国の名称、②当該外国の個人情報の保護に関する制
度に関する情報、③提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報―
等について情報提供いたします。
※同意の確認をする時点で、提供先の第三者が所在する外国が特定できない場合には、特
定できない旨及びその具体的な理由等について、また、提供先の第三者が講ずる個人情
報の保護のための措置について情報提供できない場合には、情報提供できない旨及びそ
の理由等について情報提供します。この場合、事後的に提供先の第三者が所在する外国
を特定できた場合には上記①・②の事項について、事後的に提供先の第三者が講ずる個
人情報の保護のための措置等についての情報提供が可能となった場合には上記③の事項
について、お客さまのご依頼に応じて情報提供いたしますのでお申し出ください（ただし、
当金庫の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等を除きます）。

8．個人情報保護に関する質問・苦情・異議の申し立てについて
　当金庫は、個人情報等の取扱いに係るお客さまからの苦情処理に適切に取組みます。なお、
当金庫の個人情報等の取扱いに関するご質問・苦情の申し立てにつきましては、お取引店ま
たは下記までご連絡下さい。
お問い合わせ先 　総務部　TEL（0244）23-5132

　当金庫は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
（以下「法」といいます。）等に基づき、次のとおり、お客様の個人番号及び個人番号をその
内容に含む個人情報（以下「特定個人情報」といいます。）の取扱いに関する基本方針を定め、
公表します。

1. 関係法令・ガイドライン等の遵守
　当金庫は、お客様の特定個人情報等を取り扱うにあたり、法及び「個人情報の保護に関す
る法律」をはじめとする関係法令・ガイドライン等、当金庫が、策定し別途公表している個
人情報保護宣言、当金庫の諸規程を遵守します。
2.個人番号の利用目的
①当金庫は、お客様の個人番号を取得するにあたり、その利用目的を通知、公表または明
示するとともに、その利用目的の達成に必要な範囲内においてこれを取扱います。個人番
号について、法で認められている利用目的以外では利用しません。

②当金庫の個人番号の利用目的について、以下にて公表します。
・当金庫ホームページ
・当金庫営業店に備え付けのパンフレット
3.安全管理措置
　当金庫は、お客様の特定個人情報等について、漏洩、滅失または毀損の防止等、その管
理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、特定個人情報等を取り扱う従業
者や委託先（再委託先等を含みます。）に対して、必要かつ適切な監督を行います。
4. 継続的改善
　当金庫は、お客様の特定個人情報等の取扱い等について継続的な改善に努めます。
5. 照会・苦情等へのご対応
　当金庫の特定個人情報等に関する照会や苦情につきましては、下記の窓口にお問い合わせ
ください。
お問い合わせ先 　事務部事務管理課　TEL（0244）23-5132

　当金庫は、信用金庫法及び金融商品取引法等を踏まえ、お客様との取引にあたり、本方針
及び当金庫が定める庫内規程に基づき、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引
を適切に管理（以下「利益相反管理」といいます。）し、もってお客様の利益を保護するとと
もに、お客様からの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。

1.当金庫は、当金庫がお客様と行う取引を対象として利益相反管理を行います。
2.当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
⑴次に掲げる取引のうち、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引
①当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様と行う取引
②当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様と対立または競合する相手と行う取引
③当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様から得た情報を不当に利用して行う取引
⑵①から③のほかお客様の利益が不当に害されるおそれのある取引
3.当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択
し、またこれらを組み合わせることにより管理します。

①対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
②対象取引またはお客様との取引の条件または方法を変更する方法
③対象取引またはお客様との取引を中止する方法

④対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適
切に開示する方法

4. 当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置及び責任者の配置を行い、利益相反の
おそれのある取引の特定及び利益相反管理を一元的に行います。また、当金庫は、利益
相反管理について定められた法令及び庫内規程等を遵守するため、役職員等を対象に教
育・研修を行います。

5.当金庫は、利益相反管理態勢の適切性及び有効性について定期的に検証します。

　当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、
次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。

1. 当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結
する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。

2. 金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当
金庫は、お客様に適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項説明につ
いて説明をいたします。

3. 当金庫は、誠実・公平な勧誘を心掛け、お客様に対し、事実と異なる説明をしたり、誤解
を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。

4.当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
5. 金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等がございましたら、お近
くの窓口までお問い合わせください。

　当金庫は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。
○当金庫は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。万一、法令等に反する
行為によりお客様に損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
○当金庫は、お客様に引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金
等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保
険契約に係るリスクについて適切な説明を行います。
○当金庫は、取扱い保険商品の中からお客様が適切に商品をお選びいただけるように情報を
提供いたします。
○当金庫は、取扱商品から募集人が予め定めた推奨基準・理由に基づき選択した商品をご
提案する場合は、その基準・理由を適切にご説明いたします。
○当金庫の取扱商品のうち、「個人年金保険※・一時払終身保険※・住宅関連の長期火災保険・
債務返済支援保険・積立傷害保険（年金払を含む）」を除く保険商品につきましては、法
令等により以下のとおりご加入いただけるお客様の範囲や保険金額等に制限が課せられて
います。（※の保険商品は、個人契約の場合のみ（以下同じ））
⑴保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の
方を除き、制限の課せられている保険商品をお取扱できません。

①当金庫から事業性資金の融資を受けている法人、その代表者・個人事業主
の方（以下、総称して「融資先法人等」といいます。）

②従業員数が20 名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方

⑵「上記⑴に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・
役員の方」が保険契約者となる「個人年金保険・一時払終身保険を除く生命保険商品・傷
害保険を除く第三分野の保険商品（医療保険等）」の契約につきましては、保険契約者一
人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額（以下「保険金額等」といいます。）を次
の金額以下に限定させていただきます。

・生存または死亡に関する保険金額等：1,000万円
・疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等
①診断等給付金（一時金形式）：１保険事故につき100万円
②診断等給付金（年金形式）：月額換算５万円
③疾病入院給付金：日額５千円【特定の疾病に限られる保険は１万円】※合計１万円
④疾病手術等給付金：１保険事故につき20万円【特定の疾病に限られる保険は40万円】
※合計40万円

○当金庫は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客様
からの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。なお、ご相談内容
によりましては、引受保険会社所定の連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対
応させていただくことがございます。
○当金庫は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いた
します。また、お客様から寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたし
ます。

　当金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的
勢力との関係を遮断するため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、こ
れを遵守します。

1. 当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として
拒絶します。

2. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応
し、迅速な問題解決に努めます。

3. 当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いま
せん。

4. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進セ
ンター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。

5. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措
置を講じる等、断固たる態度で対応します。

保険募集指針

反社会的勢力に対する基本方針
利益相反管理方針

金融商品に係る勧誘方針

金融業務における個人番号及び
特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針
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地域とともに

総代会制度について

　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を
基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同
組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、
１人１票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加
することになります。しかし、当金庫では、会員数が大変多く、
総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、会員
の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総
会に代えて総代会制度を採用しております。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選

任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがっ
て、総代会は総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫
の経営に反映されるよう、会員の中から適正な手続きにより
選任された総代により運営されます。
　また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の事
業活動を通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大切
にし、さまざまな経営改善に取り組んでおります。
　なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきまして
は、お近くの営業店までお寄せください。

○総代の任期は3年です。
○総代は、その就任時点で満74歳を超えていない者です。
○総代の定数は70人以上100人以内で、会員数に応じて
各選任区域ごとに定められております。

　なお、令和5年7月16日現在の総代数は100人、令和
5年3月31日現在の会員数は10,742 人です。

　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に
反映する重要な役割を担っております。そこで総代の選考は、
総代候補者選考基準（注１）に基づき、次の3つの手続きを経
て選任されます。
　❶会員の中から総代候補者選考委員を選任する。（注２）

　❷その総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。
　❸その総代候補者を会員が信任する。
　　（異議があれば申し立てる）

（注１）総代候補者の選考基準

1. 総代候補者は当金庫の会員でなければならない。

2. 総代候補者の選考基準は次のとおりとする。

　①総代としてふさわしい見識を有している者

　②良識を持って正しい判断ができる者

　③人格に優れ、金庫の理念・使命を十分理解している者

　④その他選考委員が適格と認めた者

（注２）選考委員の選考基準

1. 総代候補者選考委員は、当金庫の会員でなければならない。

2. 総代候補者選考委員の選考基準は次のとおりとする。

　①地域における信望が厚く、信用金庫の使命を十分理解している者

　②地域の事情に明るく、人格、識見ともに優れている者

　③その他金庫が適格と認めた者

総代とその選任方法

総代会は、重要事項を決議する最高意思決定機関です。会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、
会員の中から適正な手続きにより選任された総代により運営されております。

１. 総代の任期・定数

２. 総代の選任方法

会　員

総　代　会

決算に関する事項、理事・監事の選任等、重要事項の決定

会員の総意を適正に反映するための制度

総代会の決議に基づき理事長が総
代候補者選考委員を委嘱し、選考
委員の氏名を各営業店に掲示

1
理事長は、総代候補者氏名を各営
業店に掲示し、所定の手続きを経
て、会員の代表として総代を委嘱

3

2 選考基準に基づき、
総代候補者を選考

総代候補者

総　代

総代候補者
選考委員
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40代
50代
60代
70代以上

30代

法人代表者
法人
個人事業主
個人

建設業･農業･林業
その他サービス業
卸･小売業
製造業
宿泊･飲食業
不動産業
運輸業
医療･福祉

15%

81%

27%

22%21%

15%
5%

3%

31%
28%

25%

9%
9%

1%

1%

3%3%

年代別

職業別

業種別

　令和 5 年 6 月16 日、第 73 期通常総代会を開催
し、次の事項について報告ならびに付議され、それ
ぞれ原案のとおり承認されました。

●報告事項
　⑴第73期（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）
　　業務報告、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件
●決議事項
　第 1 号議案　剰余金処分案承認の件
　第 2 号議案　定款第 15 条に基づく会員の除名に関する件
　第 3 号議案　定款一部変更の件
　　　　　　　 ⑴従たる事務所の所在地変更に関する件
　　　　　　　 ⑵役員の定数変更に関する件
　第 4 号議案　監事の報酬額改定の件
　第 5 号議案　理事選任の件
　第 6 号議案　監事選任の件
　第 7 号議案　退任役員に対する退職慰労金贈呈の件総代の氏名等

総代の年代別・職業別・業種別構成比

総代会の決議事項
総代会

当金庫の地区を５区の選任区域に分け各選任区域ごとに総代の定数を定めております。

1. 総代候補者選考委員の選任

2. 総代候補者の選考

3. 総代の選任

（a・b いずれかを選択）

（※上記２以下の手続きを経て）

会員から異議がない場合、
または選任区域の会員数の
１/３未満の会員から
異議の申出があった総代候補者

選任区域の会員数の１/３以上の
会員から異議の申出があった
総代候補者

該当総代候補者が
選任区域の
総代定数の１/２以上

当該総代候補者が
選任区域の
総代数の１/２未満

a 他の候補者を選考 b 欠員（選考を行わない）

理事長は総代に委嘱

総代の氏名を店頭に１週間以上掲示

　 総代会の決議により、選任区域ごとに
    会員の中から選考委員を委嘱
1

　 選考委員の氏名を店頭に掲示2

　 選考委員が総代候補者を選考1

　 総代候補者の氏名を１週間以上店頭掲示3

　 上記提示について福島民報に公告 ※異議申出期間（公告後２週間以内）4

　 理事長に報告2

（令和５年７月１６日現在）

区 総代数 区域別の
構成比（％） 氏　　　　　名　　　　　（敬称略、五十音順）

第１区
（南相馬地区）

47名 47.0

本 店 営 業 部 25名

石川　　俊①・太田由美子②・大和田　亨②・片山　高明⑩・鎌田　淳一⑤・清信　正幸①・
斎藤　健一④・佐藤　彬成①・庄司　岳洋⑤・鈴木　昌一⑩・関場　直隆②・
相馬ガスホールディングス㈱②・高橋　隆助⑥・中島　照夫⑥・林　　洋平②・前田　一男④・
松本　亮真②・武者　浩幸⑥・森　　大輔④・森岡　宏二②・諸井　道雄③・谷田部真敏①・
横山真由美④・渡邉　光貴①・渡部　武裕③

小 高 支 店 10名 鎌田　　淳②・佐々木貞雄④・佐藤大二郎②・志賀　貴幸③・林　　　靖④・松井　　亮①・
三上　　隆③・村上　輝実②・横川　裕信①・和田　智行①

東 支 店 9名 井上　禄也②・遠藤　充洋④・鈴木　規義⑧・武田　重成②・伹野　英治④・田原　義久⑥・
(福)南相馬福祉会③・森　　里枝④・㈱モンマ①

飯 舘 支 店 3名 北原　博史①・齋藤　達夫③・濱田　光弘④
第２区

（福島地区） 3名 3.0 浪江・大熊支店 3名 鈴木　充男⑤・戸川　　聡④・林　富士雄④

第３区
（浪江地区）

11名 11.0 浪 江 支 店 8名 朝田　英洋③・石田　全史①・泉田　征慶⑦・叶　　経道⑨・下河邉行髙⑥・鈴木　仁根②・
前司　昭一⑤・横山建設㈱①

双 葉 支 店 3名 伊藤　哲雄②・田中　清明①・吉田　知成①

第４区
（いわき地区）

22名 22.0

富 岡 支 店 6名 猪狩　昭彦④・坂本　邦仁⑩・鈴木　洋一④・西山由美子④・早川　恒久⑥・渡辺　　吏③
広 野 支 店 4名 猪狩　和見④・大和田幹雄③・吉田　淳也①・吉田　　稔④
久 之 浜 支 店 2名 木村謙一郎④・白圡　哲也⑧
夜 の 森 支 店 3名 鹿島　栄子④・鹿股　　亘①・(福)福島県福祉事業協会⑤
大 熊 支 店 1名 井上　文博⑪
い わ き 支 店 6名 岩本　哲児③・大越　俊正④・白岩不二男③・鈴木　健一③・(医) 博文会②・半谷　正彦②

第５区
（相馬地区）

17名 17.0
相 馬 支 店 8名 伊藤　昇市②・太田　弘一②・㈱小野中村②・豊田　英樹①・平間　武義⑧・フレスコ㈱②・

鉾建　祐治③・若竹　信雄②
新 地 支 店 4名 遠藤　　満④・齋藤　利宏③・目黒　博樹④・目黒　一雅①
亘 理 支 店 5名 石垣　泰彦①・門澤　俊夫③・齋藤　忠良⑧・日幸電機㈱③・安田　　健②

合計 100名 100.0 
※丸数字は総代の就任回数です。

※年代別の構成比は法人を、業種別の構成比は個人を除きます。

地
域
と
と
も
に

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

業
績
の
ご
報
告
（
資
料
編
）

営
業
の
ご
案
内

ABUKUMA SHINKIN BANK 21



財務諸表
貸借対照表（資産の部）（負債及び純資産の部）………… 24
貸借対照表注記事項………………………………… 25～27
損益計算書／損益計算書注記事項／
剰余金処分計算書…………………………………………… 28
会計監査人の監査…………………………………………… 28
役職員の報酬体系に関する情報開示……………… 28～29

預金業務の状況
預金積金・譲渡性預金科目別残高（期末残高）／
預金積金・譲渡性預金残高（平均残高）／預金者別残高（期末残高）／
常勤役職員1人当たり預金残高（期末残高）／
1店舗当たり預金残高（期末残高）………………………… 29

為替業務の状況
内国為替取扱高……………………………………………… 29

貸出業務の状況
貸出金科目別残高（期末残高）／貸出金科目別残高（平均残高）／
貸出金金利別残高（期末残高）／貸出金償却の額／
貸倒引当金の内訳／貸出金業種別・使途別内訳残高（期末残高）／
貸出金の担保別内訳（期末残高）／債務保証見返の担保別内訳（期末残高）／
信用金庫法開示債権
及び金融再生法開示債権の保全・引当状況 ………… 30～31

有価証券に関する状況
商品有価証券の種類別期末残高・平均残高／
有価証券の種類別残高（期末残高）／
有価証券の種類別残高（平均残高）／
有価証券の残存期間別残高／有価証券の時価情報／
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理  事  長
（ 代 表 理 事 ） 太 田　 福 裕
常 務 理 事

（ 代 表 理 事 ） 折 笠　 晴 久
常 務 理 事

（ 代 表 理 事 ） 末 永　　 浩

常 務 理 事 ※ 1 藤 村　 武 志

常 勤 理 事 武 田　 淳 一

常 勤 理 事 阿 部　 高 浩

非 常 勤 理 事※ 1 只 野　 裕 一

非 常 勤 理 事※ 1 石 川　 俊 幸

常 勤 監 事 荒　　 祐 二

非 常 勤 監 事※ 2 平 間　　 廣

非 常 勤 監 事 鈴 木　 伸 之

中島大公 認会計 士事 務 所
公 認 会 計 士 中島　　大氏

龍崎則久公認会計士事務所
公 認 会 計 士 龍崎　則久氏

※１　「総代会の機能向上策に関
する業界申し合わせ」に基
づく職員外理事です。

※２　信用金庫法第 32 条第 5 項
に定める員外監事です。

令和2年度 令和3年度 令和4年度
職員数 99人 96人 100人
男性 61人 58人 57人
女性 38人 38人 43人
平均年齢 37歳6月 38歳6月 38歳6月
平均勤続年数 14年10月 15年10月 15年9月
新卒者採用実績 5人 ６人 7人

（令和5年６月末日現在）

役員

会計監査人（令和５年6月末日現在） 職員の状況及び新卒者採用実績（令和5年３月末日現在）

（令和5年6月末日現在）
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業績のご報告

貸借対照表（資産の部） 貸借対照表（負債及び純資産の部）

財務諸表

ABUKUMA SHINKIN BANK24

（単位：百万円）

科　　　目 令和３年度 令和４年度
現 金 2,461 2,626
預 け 金 161,960 137,240
買 入 金 銭 債 権 1,659 1,529
有 価 証 券 105,015 102,585
国 債 10,314 7,565
地 方 債 16,639 15,453
社 債 52,216 53,217
株 式 922 1,313
そ の 他 の 証 券 24,923 25,035

貸 出 金 94,748 97,199
割 引 手 形 25 20
手 形 貸 付 1,586 2,695
証 書 貸 付 91,887 93,333
当 座 貸 越 1,247 1,149

そ の 他 資 産 1,392 1,420
未 決 済 為 替 貸 31 41
信金中金出資金 857 857
前 払 費 用 5 18
未 収 収 益 367 396
そ の 他 の 資 産 130 106

有 形 固 定 資 産 1,380 1,476
建 物 315 347
土 地 887 939
リ ー ス 資 産 2 5
建 設 仮 勘 定 － 15
その他の有形固定資産 174 167

無 形 固 定 資 産 28 26
ソ フ ト ウ ェ ア 21 19
その他の無形固定資産 7 7

繰 延 税 金 資 産 184 672
債 務 保 証 見 返 907 901
貸 倒 引 当 金 △ 905 △ 841
（うち個別貸倒引当金） （△ 637） （△ 599）

資 産 の 部 合 計 368,833 344,838

（単位：百万円）

科　　　目 令和３年度 令和４年度
預 金 積 金 303,098 304,768
当 座 預 金 1,348 1,427
普 通 預 金 130,541 132,120
貯 蓄 預 金 46 46
定 期 預 金 165,414 165,428
定 期 積 金 4,873 5,040
そ の 他 の 預 金 874 705

借 用 金 28,662 3,537
借 入 金 28,662 3,537

そ の 他 負 債 460 464
未 決 済 為 替 借 55 48
未 払 費 用 82 82
給 付 補 塡 備 金 4 5
未 払 法 人 税 等 155 175
前 受 収 益 25 28
払 戻 未 済 金 28 6
払 戻 未 済 持 分 7 23
リ ー ス 債 務 3 6
資 産 除 去 債 務 39 39
そ の 他 の 負 債 59 48

賞 与 引 当 金 37 39
退 職 給 付 引 当 金 197 223
役員退職慰労引当金 101 92
睡眠預金払戻損失引当金 1 11
偶 発 損 失 引 当 金 8 8
債 務 保 証 907 901
負 債 の 部 合 計 333,475 310,048
出 資 金 10,665 10,659
普 通 出 資 金 665 659
優 先 出 資 金 10,000 10,000

資 本 剰 余 金 10,000 10,000
資 本 準 備 金 10,000 10,000

利 益 剰 余 金 14,852 15,557
利 益 準 備 金 2,027 2,107
その他利益剰余金 12,825 13,450
特 別 積 立 金 11,700 12,400
（店舗整備積立金） （600） （1,100）
（経営安定特別積立金） （300） （300）
（事務機械化積立金） （100） （300）
当期未処分剰余金 1,125 1,050

処 分 未 済 持 分 △ 0 △ 0
会 員 勘 定 合 計 35,518 36,217

その他有価証券評価差額金 △ 160 △ 1,427
評価・換算差額等合計 △ 160 △ 1,427
純 資 産 の 部 合 計 35,358 34,789
負債及び純資産の部合計 368,833 344,838
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  貸借対照表注記事項
１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均

法による償却原価法（定額法）、その他有価証券については時価
法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価
格のない株式等については移動平均法による原価法により行っ
ております。

　　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直
入法により処理しております。

３．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（た
だし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を
除く。）並びに平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備
及び構築物については定額法）を採用しております。

　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　建　物　　　６年～ 39年
　　　　その他　　　３年～ 20年
４．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法によ

り償却しております。なお、自金庫利用のソフトウェアについ
ては、金庫内における利用可能期間（５年）に基づいて償却して
おります。

５．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資
産」中のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とし
た定額法により償却しております。なお、残存価額については、
リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額
とし、それ以外のものは零としております。

６．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次の
とおり計上しております。

　　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒
引当金の監査に関する実務指針」（令和４年４月14日日本公認
会計士協会  銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正
常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の
種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から
算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。破綻懸念先
債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見
込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち
必要と認められる額を計上しております。破綻先債権及び実質
破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処
分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を
計上しております。

　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部
署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。

７．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に
対する賞与の支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上
しております。

８．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、企業会計
基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」

（平成27年３月26日）に定める簡便法（退職給付に係る期末自
己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、当事業年
度末における必要額を計上しております。

　　また、当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された
企業年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金
庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することがで
きないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処
理しております。

　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体
の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明
は次のとおりであります。

　⑴　制度全体の積立状況に関する事項（令和４年３月31日現在）
　　①　年金資産の額                           1,740,569百万円
　　②　年金財政計算上の数理債務の額と
　　　　最低責任準備金の額との合計額         1,807,426百万円
　　③　差引額（①－②）                     △ 66,857百万円
　⑵　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合
　　　（令和４年３月31日現在）　0.1053%
　⑶　補足説明
　　 　上記⑴③の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤

務債務残高162,618百万円及び別途積立金95,760百万円
であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間
19年０カ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業
年度の財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金20百万
円を費用処理しております。

　　 　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出
時の標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記⑵の
割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。

９．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備え
るため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業
年度末までに発生していると認められる額を計上しておりま
す。

10．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金につ
いて、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に
応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しておりま
す。

11．偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備
えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

12．役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益で
あり、内訳として「受入為替手数料」「その他の役務収益」があり

ます。このうち、受入為替手数料は、為替業務から収受する受
入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくも
のであります。

　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、
対価の受領と同時期に充足されるため、原則として、一時点で
収益を認識しております。貸金庫や貸駐車場に係る固定料金等
については、契約負債を前受収益として計上し利用期間に按分
しておりますが、履行義務の充足が一年超となる取引はありま
せん。

13．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によってお
ります。

　　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他
資産」に計上し、５年間で均等償却を行っております。

14．会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額
を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な
影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

　貸倒引当金    841百万円
　　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として６.に記載

しております。
　　主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の

業績見通し」であります。「債務者区分の判定における貸出先の
将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価
し、設定しております。

　　なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用い
た仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における
貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　繰延税金資産　672百万円（繰延税金負債０百万円と相殺し、
純額で繰延税金資産672百万円を計上）

　　繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の
発生時期及び金額によって見積っております。当該見積りは、
将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能
性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと
異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産
の金額に重要な影響を与える可能性があります。

　　なお、当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の
発生の主な原因別の内訳は、26.に記載しております。

　有形固定資産    1,476百万円
　　資産に減損の兆候が存在する場合には、当該資産の将来

キャッシュフローに基づき、減損の要否の判定をしております。
　営業店舗については、営業店（本店営業部、各支店）毎に継続
的な収支の把握を行っていることから、各営業店をグルーピン
グの最小単位としております。

　　なお、遊休資産は、各資産をグルーピングの最小単位として
おります。本部等については、独立したキャッシュフローを生
み出さないことから共用資産としております。

　　固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッシュフ
ロー、割引率等において一定の仮定を設定しております。これ
らの仮定は、将来の不確実な経済状況及び当金庫の経営状況の
影響を受け、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与える
可能性があります。

15．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金
銭債権総額はありません。

16．有形固定資産の減価償却累計額 2,498百万円
17．信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する

法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸
出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見
返の各勘定に計上されるものであります。

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額       419百万円
　危険債権額                                 608百万円
　三月以上延滞債権額                             1百万円
　貸出条件緩和債権額                         652百万円
　合計額                                 1,682百万円
　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、

更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻
に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であ
ります。

　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、
財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回
収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債
権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の
翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図るこ
とを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶
予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出
金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三
月以上延滞債権に該当しないものであります。

　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
18．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取

引として処理しております。これにより受け入れた商業手形
は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有
しておりますが、その額面金額は20百万円であります。

19．担保に供している資産は次のとおりであります。
　担保に供している資産
　　預け金（定期預金）　　　　 15,000百万円　　　　　　　　

信金中金との為替決済取引等の担保
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　　預け金（定期預金）　　　　　 4,000百万円　　　　　　　　
   信金中金とのしんきん長期固定金利ローンサポート取引の担保
　　預け金（定期預金）  50百万円　　　　　　　　

            地方公共団体指定金融機関保証金
　　有価証券（国債）  1,000百万円（額面金額）　　　 

日本銀行との歳入代理店契約の担保
　　その他資産（保証金）  0百万円　　　　　　　　

 地方公共団体指定金融機関差入担保
　担保資産に対応する債務
　　借用金　 3,537百万円　　　　　　　　
20．出資１口当たりの純資産額　2,242円00銭
21．金融商品の状況に関する事項
　⑴　金融商品に対する取組方針
　　 　当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金

融業務を行っております。
　　 　このため、金利変動による不利な影響が生じないように、

資産及び負債の総合的管理（ALM）をしております。
　⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　　 　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客

様に対する貸出金です。
　　 　また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、

満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しており
ます。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変
動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

　　 　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動
性リスクに晒されております。

　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　　①　信用リスクの管理
　　　 　当金庫は、与信業務の基本的な理念や手続き等を明示し

た「クレジットポリシー」を制定し、広く役職員に理解と遵
守を促すとともに、統合的リスク管理規程、信用リスクマ
ニュアルに基づき、信用リスクを確実に認識する管理態勢
を構築しております。信用リスクの評価については、小口
多数取引の推進によるリスク分散の他、与信ポートフォリ
オ管理として、信用格付別や自己査定による債務者区分別、
業種別、さらには与信集中によるリスクの抑制のため大口
与信先の管理など、さまざまな角度からの分析に注力して
おります。個別案件の審査・与信管理にあたっては、審査
管理部門と営業推進部門を互いに分離し、相互に牽制が働
く体制としております。さらに、ALM・統合リスク管理
委員会を定期的に開催し、協議検討を行うとともに、必要
に応じて常務会、理事会といった経営陣に対する報告態勢
を整備しております。さらに、与信管理の状況については、
監査部がチェックしております。

　　　 　有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引の
カウンターパーティーリスクに関しては、ALM・統合リ
スク管理委員会において、信用情報や時価の把握を定期的
に行うことで管理しております。

　　②　市場リスクの管理
　　　ⅰ　金利リスクの管理
　　　　 　当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理し

ております。統合的リスク管理規程、市場リスクマニュ
アルにおいて、リスク管理方法や手続き等の詳細を明記
しており、ALM・統合リスク管理委員会において決定
されたALMに関する方針に基づき、常務会において実
施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っており
ます。

　　　　 　日常的には市場管理部門において金融資産及び負債の
金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応
度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで常務
会に報告しております。

　　　　 　なお、ALMにより、金利の変動リスクをヘッジする
ため、信金中央金庫と長期固定金利ローンサポート取引
も行っております。

　　　ⅱ　為替リスクの管理
　　　　 　当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ご

とに管理しております。
　　　ⅲ　価格変動リスクの管理
　　　　 　有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場

リスク管理方針に基づき、資産運用規程・細則に従い実
施され、リスク管理統括部署において、バリュー・アッ
ト・リスク（VaR）を用いてバンキング勘定全体の市場リ
スク量が把握されるとともに、規程の遵守状況等が管理
されております。

　　　　 　これらの運用状況は、定期的に常務会及び理事会に報
告されております。

　　　ⅳ　デリバティブ取引
　　　　　デリバティブ取引は行っておりません。
　　　ⅴ　市場リスクに係る定量的情報
　　　　 　当金庫では、「預け金」、「有価証券」、「貸出金」、「預

金積金」等の市場リスク量をVaR（バリュー・アット・リ
スク）により月次で計測し、取得したリスク量がリスク
限度額の範囲内となるよう管理しております。

　　　　 　当金庫のVaRは、共分散行列法（保有期間125日、信
頼区間99％、観測期間５年）により算出しており令和５
年３月31日現在で、当金庫の市場リスク量は（損失額の
推計値、相関考慮後）は、全体で5,340百万円であります。

また、毎月バックテスティングを実施し、計測方法の有
効性を確認しております。

　　　　 　ただし、VaRは、過去の相場変動をベースに統計的に
算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測してお
り、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況
下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

　　　　 　上記に加えて「銀行勘定の金利リスク」の枠組みに係る
リスク量を市場リスク量として計測しております。計測
方法については、「信用金庫施行規則第132条第１項第
５号二等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等につ
いて金融庁長官が別に定める事項」（平成26年金融庁告
示第８号）において通貨ごとに規定された金利ショック
を用いた時価の変動額を市場リスク量とし、金利の変動
リスクの管理にあたっての定量分析に利用しておりま
す。なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であ
ると仮定し、当事業年度末現在、上方パラレルシフト

（指標金利の上昇をいい、日本円金利の場合1.00％上昇
等、通貨ごとに上昇幅が異なる）が生じた場合の時価は
11,773百万円減少するものと把握しております。

　　③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　　 　当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、

資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バ
ランスの調整などによって、流動性リスクを管理しており
ます。

　⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　 　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用

しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。

　　 　なお、金融商品のうち「預け金」、「貸出金」、「預金積金」、
「借用金」については、簡便な計算により算出した時価に代わ
る金額を含めて開示しております。

22．金融商品の時価等に関する事項
　　令和５年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこ

れらの差額は、次のとおりであります（時価の評価技法（算定方
法）については（注１）参照）。なお、市場価格のない株式等及び
組合出資金は、次表には含めておりません。（（注２）参照）。

　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
（単位：百万円）

貸借対照表
計上額 時　価 差　額

⑴預 け 金（*1） 137,240 136,968 △272
⑵買 入 金 銭 債 権 1,529 1,529 －
⑶有 価 証 券 102,563 103,585 1,022

①売 買 目 的 有 価 証 券 － － －
②満期保有目的の債券 25,968 26,991 1,022
③その他有価証券（*3） 76,594 76,594 －

⑷貸 出 金（*1） 97,199
貸 倒 引 当 金（*2） △841

96,357 96,209 △148
金 融 資 産 計 337,691 338,293 602

⑴預 金 積 金（*1） 304,768 304,744 △23
⑵借 用 金（*1） 3,537 3,536 △1

金 融 負 債 計 308,306 308,280 △25
（*1）「預け金」、「貸出金」、「預金積金」、「借用金」の「時価」には、「簡便

な方法により算出した時価に代わる金額」が含まれております。
（*2）「貸出金」に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除し

ております。
（*3） その他有価証券には、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定

に関する会計基準の適用指針（令和３年６月17日）第24－３項及び第
24－９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含
まれております。

（注 1）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）
金融資産
⑴　預け金
　　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある
預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、無リスク利
子率で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として記載して
おります。デリバティブが組み込まれた預け金については、取
引金融機関から提示された価格により評価しております。

⑵　買入金銭債権
　　買入金銭債権は、取引金融機関から提示された価格によって

おります。
⑶　有価証券
　　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関

から提示された価格によっております。投資信託は、取引所の
価格、公表されている基準価額又は取引金融機関から提示され
た価格によっております。

⑷　貸出金
　　貸出金は、以下の①～④の合計額から、貸出金に対応する一

般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定
し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。

　① 　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来
キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、貸借
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対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前
の額。以下「貸出金計上額」という。）

　　②　①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
　　③ 　①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基

づく区分ごとに、元利金の合計額を無リスク利子率で割り
引いた価額

　　④   デリバティブが組み込まれた貸出金については、取引金
融機関から提示された価格により評価しております。

金融負債
⑴　預金積金
　　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳

簿価額）を時価とみなしております。また、定期性預金の時価
は、一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割
り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額
として記載しております。その割引率は、無リスク利子率を用
いています。

⑵　借用金
　　借用金のうち、変動金利によるものは、短期で市場金利を反

映し、また、当金庫の信用状態は実行後大きく異なっていない
ことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、
当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、
一定期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を無リス
ク利子率で割引計算した割引現在価値を算定し、その算出結果
を時価に代わる金額として記載しております。

（注２）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額
は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりま
せん。

（単位：百万円）
区区　　　　　　　　　　　　　　分分 貸借対照表計上額

非 上 場 株 式（*1）（*3） 22
信 金 中 央 金 庫 出 資 金（*1） 857
組 合 出 資 金（*2） 0

合　　　　計 879
（*1）非上場株式及び信金中央金庫出資金については、企業会計基準適

用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（令和２年
３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（*2）組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算
定に関する会計基準の適用指針」（令和３年６月17日）第24―16項に
基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（*3）当事業年度において、非上場株式について９百万円減損処理を行っ
ております。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日以後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預 け 金（*） 60,000 44,050 19,000 3,000
買 入 金 銭 債 権 600 654 75 199
有 価 証 券 4,539 19,564 30,100 33,947

満期保有目的の債券 500 3,924 9,101 12,443
その 他 有 価 証 券 のう
ち 満 期が あるもの（*） 4,039 15,639 20,999 21,504

貸 出 金（*） 11,014 26,302 24,618 33,717
合　　計 76,154 90,571 73,794 70,864

（*）期間の定めのないものは含めておりません。

（注４）借用金及びその他の有利子負債の決算日以後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預 金 積 金（*） 145,516 24,405 0 95
借 用 金 324 1,297 1,454 461

合　　計 145,840 25,703 1,454 556
（*）預金積金のうち、要求払預金は含めておりません。

23．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりで
あります。これらには、「国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「そ
の他の証券」が含まれております。以下、24．まで同様であります。

　⑴　満期保有目的の債券 （単位：百万円）

種　　　　　類 貸借対照表
計上額 時　価 差　額

時価が貸借対
照表計上額を
超えるもの

国 債 1,710 1,869 159
地 方 債 3,218 3,518 299
社 債 13,659 14,624 965
そ の 他 800 818 18

小　計 19,389 20,831 1,442

時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの

国 債 － － －
地 方 債 1,572 1,539 △32
社 債 1,407 1,353 △54
そ の 他 3,600 3,267 △332

小　計 6,579 6,160 △419
合　　　計 25,968 26,991 1,022

　⑵　その他有価証券 （単位：百万円）

種　　　　　類 貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の

株 式 493 415 78
債 券 15,506 15,293 212
　 国　  債 － － －
　 地 方 債 5,001 4,935 65
　 社　  債 10,504 10,357 146
そ の 他 7,412 6,548 864

小　計 23,412 22,257 1,155

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの

株 式 798 972 △174
債 券 39,161 40,778 △1,617
　 国　  債 5,854 6,336 △481
　 地 方 債 5,659 6,013 △353
　 社　  債 27,646 28,428 △782
そ の 他 13,222 14,552 △1,330

小　計 53,181 56,303 △3,122
合　　　計 76,594 78,561 △1,966

　　なお、上記の差額△1,966百万円に買入金銭債権の差額△
１百万円を加算し、繰延税金資産540百万円を調整した金額△
1,427百万円を「その他有価証券評価差額金」として計上してお
ります。

24．当事業年度中に売却したその他有価証券 （単位：百万円）

売却額 売却益の
合計額

売却損の
合計額

株 式 221 32 －
債 券 4,216 8 －

国 債 2,489 1 －
地 方 債 100 0 －
社 債 1,626 5 －

そ の 他 1,282 27 27
合　　　計 5,719 67 27

※その他には、投資信託の解約額とそれに伴う有価証券利息配当
金３百万円を含みます。

25．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約
は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定
された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を
貸付けることを約する契約であります。

　　これらの契約に係る融資未実行残高は、15,460百万円であ
ります。このうち契約残存期間が１年以内のものが2,947百万
円あります。

　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するも
のであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将
来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、その
他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融
資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が
付けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め
定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に
応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

26．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
は、それぞれ以下のとおりであります。

　繰延税金資産
　　貸倒引当金損金算入限度額超過額  164百万円
　　退職給付引当金損金算入限度額超過額  61百万円
　　役員退職慰労引当金繰入損金否認  25百万円
　　未払事業税損金否認  16百万円
　　賞与引当金超過額  12百万円
　　土地減損損失損金否認  11百万円
　　資産除去債務損金否認  10百万円
　　減価償却の償却超過額  10百万円
　　偶発損失引当金損金算入限度額超過額  ２百万円
　　その他有価証券評価差額金  540百万円
　　その他  10百万円
　繰延税金資産小計  864百万円
　評価性引当額 　　　△192百万円
　繰延税金資産合計 672百万円
　繰延税金負債
　　その他 　　　　　０百万円
　繰延税金負債合計 　　　　　０百万円
　繰延税金資産の純額 672百万円

27．企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（令和２
年３月31日）に基づく契約資産等の金額は、他の資産等と区分
表示しておりません。当事業年度末の契約資産、顧客との契約
から生じた債権及び契約負債の金額は、それぞれ以下のとおり
であります。

　　契約資産    －百万円
　　顧客との契約から生じた債権     １百万円
　　契約負債   ０百万円
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（単位：円）

科　　　目 令和３年度 令和４年度
当 期 未 処 分 剰 余 金 1,125,008,007 1,050,414,621
剰 余 金 処 分 額 793,308,465 695,184,047
利 益 準 備 金 80,000,000 80,000,000
普通出資に対する配当金（年2.00％）�13,308,465（年2.00％）�13,184,047
優先出資に対する配当金（年0.00％）� 0（年0.01％）� 2,000,000
特 別 積 立 金 700,000,000 600,000,000
（うち、無目的積立金） 0� （600,000,000）
（うち、店舗整備積立金） （500,000,000） 0
（うち、事務機械化積立金） （200,000,000） 0

繰越金（当期末残高） 331,699,542 355,230,574

　令和３年度及び令和４年度の貸借対照表、損益計算
書及び剰余金処分計算書は、信用金庫法第38条の２第
３項の規程に基づき、中島大公認会計士事務所　公認
会計士　中島　大氏及び龍崎則久公認会計士事務所　
公認会計士　龍崎　則久氏の監査を受けております。

　令和４年度における貸借対照表、損益計算書及
び剰余金処分計算書（以下、財務諸表という。）並び
に財務諸表作成に係る内部監査等について適正性・
有効性等を確認しております。
令和５年６月19日
　あぶくま信用金庫

理事長　太　田　福　裕

（単位：千円）

科　　　目 令和３年度 令和４年度
経 常 収 益 2,829,597 2,737,035
資 金 運 用 収 益 2,512,449 2,395,202
貸 出 金 利 息 1,015,195 1,006,164
預 け 金 利 息 194,693 233,695
有価証券利息配当金 1,277,386 1,130,855
その他の受入利息 25,173 24,487
役務取引等収益 179,364 173,869
受入為替手数料 95,618 83,473
その他の役務収益 83,745 90,395
その他業務収益 36,751 28,028
外国為替売買益 475 －
国債等債券売却益 16,561 8,035
その他の業務収益 19,714 19,993
その他経常収益 101,032 139,935
株 式 等 売 却 益 71,867 56,205
その他の経常収益 29,164 83,730

経 常 費 用 1,794,088 1,764,910
資 金 調 達 費 用 92,115 82,450
預 金 利 息 72,555 64,110
給付補塡備金繰入額 2,157 2,392
借 用 金 利 息 17,402 15,947

役務取引等費用 99,693 91,729
支払為替手数料 30,090 24,483
その他の役務費用 69,603 67,245
その他業務費用 33,328 28,641
外国為替売買損 － 53
国債等債券償還損 31,694 27,522
その他の業務費用 1,634 1,065

経 費 1,504,523 1,522,562
人 件 費 854,909 875,259
物 件 費 597,012 587,251
税 金 52,601 60,051

その他経常費用 64,426 39,525
貸倒引当金繰入額 25,378 9,563
貸 出 金 償 却 160 －
株 式 等 売 却 損 22,584 －
株 式 等 償 却 － 9,776
その他の経常費用 16,303 20,185

経 常 利 益 1,035,509 972,125
特 別 利 益 73,161 －

固定資産処分益 19 －
その他の特別利益 73,141 －

特 別 損 失 626 16,943
固定資産処分損 626 16,943

税 引 前 当 期 純 利 益 1,108,043 955,181
法人税、住民税及び事業税 286,210 244,827
法 人 税 等 調 整 額 28,955 △�8,360
法 人 税 等 合 計 315,165 236,466
当 期 純 利 益 792,877 718,715
繰越金（当期首残高） 332,130 331,699
当 期 未 処 分 剰 余 金 1,125,008 1,050,414

１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．出資１口当たり当期純利益金額108円19銭
３．その他の経常収益には、損害保険金11,009千円、
及び、睡眠預金に係る利益金を処理した72,153千
円が含まれています。
４．収益を理解するための基礎となる情報は、貸借対
照表の注記において、重要な会計方針とあわせて注
記しております。

損益計算書注記事項

●報酬体系について
１．対象役員
　�　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役
員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に
対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報
酬」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として
退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。
　⑴　報酬体系の概要
　　【基本報酬】
　　�　非常勤を含む全役員の基本報酬につきましては、

総代会において、理事全員及び監事全員それぞれ
の支払総額の最高限度額を決定しております。

　　�　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては
役位や在任年数等を勘案し、当金庫の理事会におい
て決定しております。また、各監事の基本報酬額に
つきましては、監事の協議により決定しております。

　　【退職慰労金】
　　�　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期

引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、
支払っております。なお、当金庫では、全役員に
適用される退職慰労金の支払いに関して、次の事
項を定めております。

　　　a.決定方法　b.支払手段　c.決定時期と支払時期
　⑵�　令和４年度における対象役員に対する報酬等の

支払総額� （単位：百万円）
区　　分 支払総額

対象役員に対する報酬等 77
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（単位：百万円）

区　　　　　分
令和３年度 令和４年度

件　数 金　額 件　数 金　額

為 替
仕 向 為 替 130,406 116,744 131,377 121,297
被 仕 向 為 替 178,484 140,235 187,116 136,644

代 金 取 立
仕 向 為 替 598 1,122 349 1,069
被 仕 向 為 替 507 1,221 273 632

（単位：百万円、％）

区　　分
令和３年度 令和４年度

残　高 構成比 残　高 構成比
当 座 預 金 1,348 0.4 1,427 0.4�
普 通 預 金 130,541 43.0 132,120 43.3�
貯 蓄 預 金 46 0.0 46 0.0�
通 知 預 金 － － － －
別 段 預 金 874 0.2 705 0.2�
定 期 預 金 165,414 54.5 165,428 54.2�
うち固定金利定期預金 165,409 54.5 165,424 54.2�
うち変動金利定期預金 5 0.0 3 0.0�
定 期 積 金 4,873 1.6 5,040 1.6�

計 303,098 304,768
譲渡性預金 － － － －
合　　計 303,098 100.0 304,768 100.0�

（注）　国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

（単位：百万円）

区　　　分 令和３年度 令和４年度
流 動 性 預 金 131,080 131,404
う ち 有 利 息 預 金 120,953 121,608

定 期 性 預 金 170,515 171,929
うち固定金利定期預金 166,033 166,990
うち変動金利定期預金 ５ 4

そ の 他 429 444
計 302,026 303,778

譲 渡 性 預 金 － －
合　　　計 302,026 303,778

（注）１．流動性預金＝当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
　　２．定期性預金＝定期預金+定期積金
　　　　固定金利定期預金：
　　　　　預入時に満期日までの利率が確定する定期預金
　　　　変動金利定期預金：
　　　　　預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金
　　３．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

（単位：百万円、％）

区　　分
令和３年度 令和４年度

残　高 構成比 残　高 構成比
法 人 預 金 107,173 35.3 110,496 36.2�
一 般 法 人 56,483 18.6 57,354 18.8�
金 融 機 関 166 0.0 167 0.0�
公 金 50,522 16.6 52,973 17.3�
個 人 預 金 195,925 64.6 194,272 63.7�
合　　計 303,098 100.0 304,768 100.0�

（単位：百万円）

区　　　分 令和３年度 令和４年度
預 金 残 高 2,971 2,875

（単位：百万円）

区　　　分 令和３年度 令和４年度
預 金 残 高 17,829 17,927

（注１）対象役員に該当する理事は６名、監事は１名です。
（注２）�上記の内訳は、「基本報酬」65百万円、「退職慰労金」

12百万円となっております。
　　　�なお、「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰

労金（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度
に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。

　⑶　その他
　　�　「信用金庫法施行規則第132条第１項第６号等の

規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信
用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影
響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるも
のを定める件」（平成24年３月29日付金融庁告示
第22号）第２条第１項第３号及び第６号に該当す
る事項はありませんでした。

　２．対象職員等
　　�　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職
員等」は、当金庫の非常勤役員及び職員であって、対
象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受け
る者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な
影響を与える者をいいます。なお、令和４年度にお
いて、対象職員等に該当する者はいませんでした。
（注１）�対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めて

おります。
（注２）�「同等額」は、令和４年度に対象役員に支払った報酬

等の平均額としております。
（注３）�令和４年度において対象役員が受ける報酬等と同等

額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。



貸出業務の状況

貸出金科目別残高（期末残高） 貸出金科目別残高（平均残高）

貸出金金利別残高（期末残高）

貸出金償却の額

貸倒引当金の内訳

貸出金業種別・使途別内訳残高（期末残高）
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（単位：百万円、％）

区　　分
令和３年度 令和４年度

残　高 構成比 残高 構成比
手 形 貸 付 1,586 1.6 2,695 2.7
証 書 貸 付 91,887 96.9 93,333 96.0
当 座 貸 越 1,247 1.3 1,149 1.1
割 引 手 形 25 0.0 20 0.0
合　　計 94,748 100.0 97,199 100.0

（注）　国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

（単位：百万円、％）

区　　分
令和３年度 令和４年度

残　高 構成比 残　高 構成比
手 形 貸 付 1,691 1.8 1,916 1.9
証 書 貸 付 90,845 97.0 93,039 97.0
当 座 貸 越 1,058 1.1 848 0.8
割 引 手 形 24 0.0 50 0.0
合　　計 93,620 100.0 95,854 100.0

（注）　国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

（単位：百万円）

区　　　分 令和３年度 令和４年度
貸 出 金 94,748 97,199
固 定 金 利 70,691 73,250
変 動 金 利 24,056 23,949

（単位：百万円、％）

区　　　　　　　分
令和３年度 令和４年度

先　数 残　高 構成比 先　数 残　高 構成比

業
　
　
　
　種
　
　
　
　別

製 造 業 86 3,191 3.3 83 3,739 3.8
農 業 、 林 業 22 312 0.3 22 333 0.3
漁 業 4 37 0.0 3 24 0.0
鉱業、採石業、砂利採取業 1 35 0.0 2 51 0.0
建 設 業 203 4,849 5.1 210 5,398 5.5
電気、ガス、熱供給、水道業 27 5,449 5.7 28 5,456 5.6
情 報 通 信 業 2 16 0.0 4 122 0.1
運 輸 業、 郵 便 業 24 1,907 2.0 24 1,944 2.0
卸 売 業、 小 売 業 127 2,936 3.0 132 3,102 3.1
金 融 業、 保 険 業 20 20,072 21.1 22 20,576 21.1
不 動 産 業 145 10,617 11.2 146 10,416 10.7
物 品 賃 貸 業 1 64 0.0 1 44 0.0
学術研究、専門・技術サービス業 3 39 0.0 4 77 0.0
宿 泊 業 26 1,926 2.0 24 1,867 1.9
飲 食 業 63 717 0.7 65 695 0.7
生活関連サービス業、娯楽業 39 943 0.9 38 923 0.9
教 育、 学 習 支 援 業 2 103 0.1 2 113 0.1
医 療 、 福 祉 40 2,436 2.5 36 3,131 3.2
そ の 他 の サ ー ビ ス 101 1,566 1.6 112 1,928 1.9
小 計 936 57,222 60.3 958 59,948 61.6

国 ・地方公共団体等 19 26,272 27.7 18 26,061 26.8
個 人 2,348 11,252 11.8 2,316 11,189 11.5
合 計 3,303 94,748 100.0 3,292 97,199 100.0

使
途
別

設 備 資 金 39,024 41.1 39,957 41.1
運 転 資 金 55,723 58.8 57,242 58.8
合 計 94,748 100.0 97,199 100.0

（注）　業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

（単位：百万円）

区　　　分 期首
残高

当期
増加額

当期減少額
期末
残高目的

使用 その他

一般貸倒
引 当 金

令和３年度 290 267 － 290 267
令和４年度 267 241 － 267 241

個別貸倒
引 当 金

令和３年度 627 637 37 590 637
令和４年度 637 599 73 564 599

合計
令和３年度 917 905 37 880 905
令和４年度 905 841 73 832 841

（注）　�当金庫では、自己資本比率算定にあたり、偶発損失引当金を一般
貸倒引当金と同様のものとして取扱っておりますが、当該引当金
の金額は上記残高等に含めておりません。

（単位：千円）

令和３年度 令和４年度
貸 出 金 償 却 額 160 －



貸出業務の状況

有価証券に関する状況

貸出金の担保別内訳（期末残高） 債務保証見返の担保別内訳（期末残高）

信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

商品有価証券の種類別期末残高・平均残高

有価証券の種類別残高（平均残高）有価証券の種類別残高（期末残高）

有価証券の残存期間別残高
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（単位：百万円、％）

区　　分
令和３年度 令和４年度

残　高 構成比 残　高 構成比
当金庫預金積金 297 0.3 412 0.4
有 価 証 券 － － － －
動 産 － － － －
不 動 産 15,561 16.4 15,717 16.1
そ の 他 － － － －

計 15,859 16.7 16,130 16.5
信用保証協会・信用保険 13,216 13.9 13,416 13.8
保 証 589 0.6 549 0.5
信 用 65,082 68.6 67,104 69.0
合　　計 94,748 100.0 97,199 100.0

（単位：百万円、％）

区　　分
令和３年度 令和４年度

残　高 構成比 残高 構成比
当金庫預金積金 － － － －
有 価 証 券 － － － －
動 産 － － － －
不 動 産 40 4.4 47 5.2
そ の 他 － － － －

計 40 4.4 47 5.2
信用保証協会・信用保険 － － － －
保 証 － － － －
信 用 866 95.4 854 94.7
合　　計 907 100.0 901 100.0

（単位：百万円、％）

区　　分
令和３年度 令和４年度

残　高 構成比 残高 構成比
国 債 10,314 9.8 7,565 7.3
地 方 債 16,639 15.8 15,453 15.0
社 債 52,216 49.7 53,217 51.8
株 式 922 0.8 1,313 1.2
外 国 証 券 16,549 15.7 16,977 16.5
その他の証券 8,373 7.9 8,057 7.8
合　　計 105,015 100.0 102,585 100.0

（注）　上記の「その他の証券」は、投資信託等です。

（単位：百万円、％）

区　　分
令和３年度 令和４年度

残　高 構成比 残高 構成比
国 債 8,521 8.5 8,883 8.4
地 方 債 16,348 16.3 16,089 15.3
社 債 51,113 51.1 53,413 50.8
株 式 934 0.9 1,247 1.1
外 国 証 券 15,487 15.5 17,588 16.7
その他の証券 7,463 7.4 7,894 7.5
合　　計 99,868 100.0 105,116 100.0

（注）　上記の「その他の証券」は、投資信託等です。

令和３年度 （単位：百万円）

区　　分 1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下 10年超 期間の定めの

ないもの 合　計

国 　 債 － 199 511 － 3,475 6,127 － 10,314
地 方 債 801 2,681 1,618 760 2,085 8,692 － 16,639
社 債 4,571 6,332 5,971 2,947 15,241 15,933 1,217 52,216
株 式 － － － － － － 922 922
外 国 証 券 299 1,007 1,493 197 1,357 7,510 4,683 16,549
その他の証券 452 318 315 90 385 － 6,810 8,373
合　　計 6,124 10,539 9,911 3,995 22,546 38,264 13,634 105,015

（注）　上記の「その他の証券」は、投資信託等です。

令和４年度 （単位：百万円）

区　　分 1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下 10年超 期間の定めの

ないもの 合　計

国 　 債 199� － 509� － 1,001� 5,854� － 7,565�
地 方 債 1,356� 2,422� 731� 726� 2,419� 7,796� － 15,453�
社 債 2,030� 6,977� 6,355� 9,236� 14,525� 12,829� 1,262� 53,217�
株 式 － － － － － － 1,313 1,313
外 国 証 券 603� 1,385� 688� 1,081� 759� 7,467� 4,992� 16,977�
その他の証券 349 241 252 74 274 － 6,864 8,057
合　　計 4,539 11,026 8,537 11,119 18,980 33,947� 14,433 102,585

（注）　上記の「その他の証券」は、投資信託等です。

該当ございません。

７ページに掲載しております。



有価証券に関する状況

有価証券の時価情報

デリバティブの時価情報

金銭の信託の時価情報
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１．売買目的有価証券
　　該当ございません。

２．満期保有目的の債券 （単位：百万円）

種　　　　　　　類
令和３年度 令和４年度

貸借対照表
計上額 時　価 差　額 貸借対照表

計上額 時　価 差　額

時価が貸借対照表計上
額を超えるもの

国 債 1,713 1,910 197 1,710 1,869 159
地 方 債 4,871 5,296 424 3,218 3,518 299
社 債 16,770 18,213 1,443 13,659 14,624 965
そ の 他 2,484 2,608 124 800 818 18
小　　計 25,839 28,029 2,189 19,389 20,831 1,442

時価が貸借対照表計上
額を超えないもの

国 債 － － － － － －
地 方 債 312 311 △�１ 1,572 1,539 △�32
社 債 700 696 △�３ 1,407 1,353 △�54
そ の 他 1,900 1,751 △�148 3,600 3,267 △�332
小　　計 2,912 2,759 △�153 6,579 6,160 △�419

合　　　　　　　計 28,752 30,789 2,036 25,968 26,991 1,022
（注）１．時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
　　２．上記の「その他」は、外国証券です。
　　３．市場価格のない株式等及び組合出資金は本表に含めておりません。

４．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
　　該当ございません。

５．市場価格のない株式等及び組合出資金
（単位：百万円）

区　　　分 令和３年度 令和４年度
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

非上場株式 　32 22
信金中央金庫出資金 857 857
組合出資金 0 0
合　計 889 879

１．金利関連取引� 該当ございません。
２．通貨関連取引� 該当ございません。
３．債券関連取引� 該当ございません。

４．クレジットデリバティブ取引� 該当ございません。
５．株式関連取引� 該当ございません。
６．商品関連取引� 該当ございません。

１．運用目的の金銭の信託� 該当ございません。

２．満期保有目的の金銭の信託� 該当ございません。

３．その他の金銭の信託� 該当ございません。

３．その他有価証券 （単位：百万円）

種　　　　　　　類
令和３年度 令和４年度

貸借対照表
計上額 取得原価 差　額 貸借対照表

計上額 取得原価 差　額

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

株 式 339 279 60 493 415 78
債 券 22,481 22,099 382 15,506 15,293 212
　 国　　 債 772 770 １ － － －
　 地 方 債 6,282 6,170 111 5,001 4,935 65
　 社　　 債 15,427 15,158 268 10,504 10,357 146
そ の 他 7,415 6,729 685 7,412 6,548 864
小　　計 30,237 29,108 1,128 23,412 22,257 1,155

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

株 式 550 774 △�223 798 972 △�174
債 券 32,319 32,859 △�539 39,161 40,778 △�1,617
　 国　　 債 7,829 8,049 △�220 5,854 6,336 △�481
　 地 方 債 5,172 5,292 △�120 5,659 6,013 △�353
　 社　　 債 19,318 19,516 △�197 27,646 28,428 △�782
そ の 他 13,122 13,708 △�585 13,222 14,552 △�1,330
小　　計 45,993 47,341 △�1,348 53,181 56,303 △�3,122

合　　　　　　　計 76,230 76,449 △�219 76,594 78,561 △�1,966
（注）１．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
　　２．上記の「その他」は、外国証券、証券投資信託及びその他の証券です。
　　３．市場価格のない株式等及び組合出資金は本表に含めておりません。



金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
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時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、
時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
【主な分類商品】上場株式、国債等の、取引市場に上場されている商品等で、取引量が活発なものを分類しております。

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
【主な分類商品】�地方債、社債（上場企業等）、市場における取引価格が存在せず、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスク

の対価を求められるほどの重要な制限がなく、基準価額を時価とする投資信託等の、非上場であっても市場金利に
よる割引等で時価を算定可能な商品や、取引市場に上場されているものの取引量が活発ではない商品などを分類し
ております。

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
【主な分類商品】�仕組債等で、流動性が低いものや、信用スプレッドの重要性が高いものなど、算定にあたって用いる前提によって、

時価が変動しやすい商品を分類しております。なお仕組債等については、第三者から入手した時価を、当金庫で検
証後、時価として採用しております。

買入金銭債権
　�　買入金銭債権のうち、証券化商品については、市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価格（第三者から入手する価
格等）等によっており、入手した価格の構成要素として、重要な観察できないインプットを用いている場合にはレベル３の時価
に分類しております。

有価証券
　�　株式は取引所の価格によっており、市場の活性化に基づき主にレベル１に分類しております。債券は市場価格、第三者から入
手した価格又はモデルに基づき算定された価格によっており、主に国債等はレベル１、それ以外の債券は、大半がレベル２に分
類しております。時価の算定にあたり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル３の時価に分類しております。

（注）�「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」は、当金庫が自主的に開示したものであり、本開示事項は、会計監査人
による会計監査の対象外となります。したがって、記載内容はあくまで内部管理に基づく定義・分類方法等によるものです。

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 （単位：百万円）

区　分 時　価
レベル１ レベル２ レベル３ 合　計

買 入 金 銭 債 権 － － 1,529 1,529
有 価 証 券（その他有価証券） 7,995 56,397 － 64,392
う ち 株 式 1,291 － － 1,291
国 債 5,854 － － 5,854
地 方 債 － 10,661 － 10,661
社 債 － 38,151 － 38,151
そ の 他 の 証 券 849 7,584 － 8,433
金 融 資 産 計 7,995 56,397 1,529 65,922

*1：買入金銭債権は、その他有価証券と同様に会計処理している証券化商品等1,529百万円となります。
*2：�企業会計基準第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和３年６月17日）第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみな

す取扱いを適用した投資信託（含外国籍投資信託）については上表に含めておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の貸借
対照表計上額は7,136百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の貸借対照表計上額は5,064百万円であります。

*3：重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
*4：その他の証券には、優先出資証券及び外国証券が含まれております。

　�　当金庫では、時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債のうち、預け金、貸出金、預金積金、借用金等については、「金
融商品の時価等に関する事項」の注記において、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」を使用しているため、時価のレベルごと
の内訳の開示の対象としておりません。
　�　また、上記以外の時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債についても重要性が乏しいため、時価のレベルごと
の内訳の開示を省略しております。
　（注）�当金庫では、原則「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項（単体）」に関して、企業会計基準適用指針第19号「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」（第5-2項）を基に、当金庫の内部管理上のレベル情報を記載しております。

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 （単位：百万円）

区　分 レベル１ レベル２ レベル３ 合　計
有価証券（満期保有目的の債券） 1,869 24,614 507 26,991

う ち 債 券 1,869 21,035 － 22,905

そ の 他 の 証 券 － 3,578 507 4,085

金 融 資 産 計 1,869 24,614 507 26,991



損益の状況

業務粗利益・業務粗利益率 業務純益

資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り

受取利息・支払利息の増減

（単位：千円）

区　　　分 令和３年度 令和４年度

業 務 純 益 1,031,870 909,660

実 質 業 務 純 益 1,009,603 883,715

コ ア 業 務 純 益 1,024,736 903,203

コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く。） 861,689 899,723

（注）１．業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
　　　　業務費用には、例えば人件費のうちの役員賞与等のような臨時

的な経費等を含まないこととしています。
　　　　また、貸倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一般貸

倒引当金繰入額（または取崩額）を含みます。
　　２．実質業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額
　　　　実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の影響

を除いたものです。
　　３．コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益
　　　　国債等債券損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、国

債等債券売却損、国債等債券償還損、国債等債券償却を通算し
た損益です。
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（単位：千円）

区　　　分 令和３年度 令和４年度

資 金 運 用 収 支 2,420,333 2,312,751

資 金 運 用 収 益 2,512,449 2,395,202

資 金 調 達 費 用 92,115 82,450

役 務 取 引 等 収 支 79,670 82,139

役 務 取 引 等 収 益 179,364 173,869

役 務 取 引 等 費 用 99,693 91,729

そ の 他 業 務 収 支 3,422 △�613

そ の 他 業 務 収 益 36,751 28,028

そ の 他 業 務 費 用 33,328 28,641

業 務 粗 利 益 2,503,426 2,394,278

業 務 粗 利 益 率 0.69% 0.68%
（注）１．業務粗利益率＝業務粗利益�/�資金運用勘定計平均残高×100
　　２．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

区　　　　分
平均残高（百万円） 利息（千円） 利回り（％）

令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度

資 金 運 用 勘 定 359,535 348,193 2,512,449 2,395,202 0.69 0.68

う ち 貸 出 金 93,620 95,854 1,015,195 1,006,164 1.08 1.04

う ち 預 け 金 163,434 144,771 194,693 233,695 0.11 0.16

う ち 有 価 証 券 99,868 105,116 1,277,386 1,130,855 1.27 1.07

資 金 調 達 勘 定 327,720 315,976 92,115 82,450 0.02 0.02

う ち 預 金 積 金 302,026 303,778 74,713 66,503 0.02 0.02

う ち 譲 渡 性 預 金 － － － － － －

う ち 借 用 金 25,692 12,196 17,402 15,947 0.06 0.13
（注）１．資産運用勘定は無利息預け金の平均残高（令和３年度225百万円、令和４年度182百万円）を控除して表示しております。
　　２．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

（単位：千円）

区　　　分
令和３年度 令和４年度

残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受 取 利 息 130,648 △�35,139 95,509 △�79,258 △�37,989 △�117,247

う ち 貸 出 金 15,328 △�36,098 △�20,770 24,225 △�33,256 △�9,031

う ち 預 け 金 13,244 △�10,692 2,552 △�22,233 61,235 39,002

うち有価証券 83,251 30,889 114,140 67,126 △�213,657 △�146,531

支 払 利 息 5,718 △�13,511 △�7,793 △�3,301 △�6,364 △�9,665

うち預金積金 3,581 △�9,176 △�5,595 433 △�8,643 △�8,210

うち譲渡性預金 △�741 － △�741 － － －

う ち 借 用 金 9,419 △�10,875 △�1,456 △�9,141 7,686 △�1,455
（注）１．残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減要因に含めております。
　　２．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。



損益の状況

経営指標

最近５年間の主要な経営指標の推移

利益率

預貸率

利　鞘

預証率

地
域
と
と
も
に

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

業
績
の
ご
報
告
（
資
料
編
）

営
業
の
ご
案
内

ABUKUMA SHINKIN BANK 35

区　　　　　分 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度
経 常 収 益（千円） 2,885,926 2,667,485 2,725,406 2,829,597 2,737,035
経 常 利 益（千円） 736,047 684,070 856,011 1,035,509 972,125
当 期 純 利 益（千円） 517,862 466,797 610,367 792,877 718,715
出 資 総 額（百万円） 10,714 10,701 10,693 10,665 10,659

普通出資（百万円） 714 701 693 665 659
優先出資（百万円） 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

出 資 総 口 数
普 通 出 資（千口） 7,144 7,013 6,937 6,657 6,597
優 先 出 資（千口） 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

純 資 産 額（百万円） 34,578 34,366 35,317 35,358 34,789
総 資 産 額（百万円） 327,498 333,915 356,239 368,833 344,838
預 金 積 金 残 高（百万円） 273,960 280,433 295,518 303,098 304,768
貸 出 金 残 高（百万円） 88,642 90,837 93,000 94,748 97,199
有 価 証 券 残 高（百万円） 80,613 85,010 98,600 105,015 102,585

出資に対する配当率
普 通 出 資（％） 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00
優 先 出 資（％） 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01

出資に対する配当金
（出資１口当たり）

普 通 出 資（円） ３ ３ ３ ２ 2
優 先 出 資（円） ０ １ ０ ０ 1

会 員 数（人） 12,672 12,336 12,131 11,016 10,742
役 員 数（人） 11 11 11 11 11

うち常勤役員数（人） ７ ６ ７ ６ 6
職 員 数（人） 105 104 99 96 100
単 体 自 己 資 本 比 率（％） 33.09 32.26 32.73 33.08 32.95

（注）１．自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合
会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき
算出しております。

　　　　なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。
　　２．職員数は期末人員（期末日付退職者を除く）を記載しております。
　　３．優先出資の配当率は、発行価額に対する配当率を表記しております。

（単位：％）

区　　　分 令和3年度 令和４年度

総資産経常利益率 0.28 0.27

総資産当期純利益率 0.21 0.20

（単位：％）

区　　　分 令和３年度 令和４年度

期 末 預 証 率 34.64 33.66

期 中 平 均 預 証 率 33.06 34.60

（単位：％）

区　　　分 令和３年度 令和４年度

期 末 預 貸 率 31.25 31.89

期 中 平 均 預 貸 率 30.99 31.55

（単位：％）

区　　　分 令和３年度 令和４年度

資 金 運 用 利 回 0.69 0.68

資 金 調 達 原 価 率 0.48 0.50

総 資 金 利 鞘 0.21 0.18
（注）　国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。（注）　総資産経常（当期純）利益率　＝　

経常（当期純）利益
総資産（債務保証見返を除く）平均残高

�×��100

（注）１．預貸率　＝　
貸出金

預金積金+譲渡性預金 �
×��100

　　２．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

（注）１．預証率　＝　
有価証券

預金積金+譲渡性預金 �
×��100

　　２．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。



Ⅰ . 単体における事業年度の開示事項
１．自己資本の構成に関する開示事項
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単体自己資本比率（バーゼルⅢ国内基準）
（単位：百万円）

項　　　目 令和３年度 令和４年度
コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 　 （１）
普 通 出 資 又 は 非 累 積 的 永 久 優 先 出 資 に 係 る 会 員 勘 定 の 額 35,504 36,202
う ち 、 出 資 金 及 び 資 本 剰 余 金 の 額 20,665 20,659
う ち 、 利 益 剰 余 金 の 額 14,852 15,557
う ち 、 外 部 流 出 予 定 額 　（ △ ） 13 15
う ち、 上 記 以 外 に 該 当 す る も の の 額 △０ △0

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 算 入 さ れ る 引 当 金 の 合 計 額 269 243
う ち、 一 般 貸 倒 引 当 金 コ ア 資 本 算 入 額 269 243
う ち 、 適 格 引 当 金 コ ア 資 本 算 入 額 − −

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 − −
公 的 機 関 に よ る 資 本 の 増 強 に 関 す る 措 置 を 通 じ て 発 行 さ れ た 資
本 調 達 手 段 の う ち、 コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 含 ま れ る 額 − −

土 地 再 評 価 額 と 再 評 価 直 前 の 帳 簿 価 格 の 差 額 の45パ ー セ ン ト に
相 当 す る 額 の う ち、 コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 含 ま れ る 額 − −

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 　（イ） 35,774 36,445
コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目 　　（２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 20 19
う ち 、 の れ ん に 係 る も の の 額 − −
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 20 19

繰 延 税 金 資 産（ 一 時 差 異 に 係 る も の を 除 く。） の 額 − −
適 格 引 当 金 不 足 額 − −
証 券 化 取 引 に 伴 い 増 加 し た 自 己 資 本 に 相 当 す る 額 − −
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 − −
前 払 年 金 費 用 の 額 − −
自 己 保 有 普 通 出 資 等（ 純 資 産 の 部 に 計 上 さ れ る も の を 除 く。）の 額 − −
意 図 的 に 保 有 し て い る 他 の 金 融 機 関 等 の 対 象 資 本 調 達 手 段 の 額 − −
少 数 出 資 金 融 機 関 等 の 対 象 普 通 出 資 等 の 額 − −
信 用 金 庫 連 合 会 の 対 象 普 通 出 資 等 の 額 − −
特 定 項 目 に 係 る 10 パ ー セ ン ト 基 準 超 過 額 − −
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 − −
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 − −
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 − −

特 定 項 目 に 係 る 15 パ ー セ ン ト 基 準 超 過 額 − −
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 − −
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 − −
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 − −

コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目 の 額 　（ロ） 20 19
自 己 資 本
自 己 資 本 の 額 （（ イ ）−（ ロ ））　（ ハ ） 35,753 36,426
リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 　 （３）
信 用 リ ス ク ・ ア セ ッ ト の 額 の 合 計 額 103,496 105,938

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △ 2,178 △ 2,178
う ち、 他 の 金 融 機 関 等 向 け エ ク ス ポ ー ジ ャ ー △ 2,178 △ 2,178
う ち、 上 記 以 外 に 該 当 す る も の の 額 − −

オぺレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額 4,571 4,603
信 用 リ ス ク ・ ア セ ッ ト 調 整 額 − −
オ ぺ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク 相 当 額 調 整 額 − −
リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 の 額 の 合 計 額　（ニ） 108,068 110,542
自 己 資 本 比 率
自 己 資 本 比 率 （（ ハ ）／（ ニ ）） 33.08% 32.95%
（注）�　自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金

庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21
号）」に基づき算出しております。

　　　なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。

【自己資本調達手段・自己資本の充実度に関する評価方法の概要】
　当金庫の自己資本は、地域のお客様による普通出資金及び非累積的優先出資金、更に当金庫が積み立てているもの等です。
　自己資本の充実度に関しまして、自己資本比率は国内基準である４％を上回っており、経営の健全性・安全性を充分保っております。また、
当金庫は、各エクスポージャーが一分野に集中することなく、リスク分散が図られていると評価しております。

当金庫の自己資本の充実の状況等について（バーゼルⅢ国内基準　第３の柱に基づく情報開示）



２．定量的な開示事項
（１）自己資本の充実度に関する事項
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（単位：百万円）

令和３年度 令和４年度
リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ． 信 用 リ ス ク・ア セ ッ ト、 所 要 自 己 資 本 の 額 の 合 計 103,496 4,139 105,938 4,237
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー 96,178 3,847 98,496 3,939

現 金 − − − −
我 が 国 の 中 央 政 府 及 び 中 央 銀 行 向 け − − − −
外 国 の 中 央 政 府 及 び 中 央 銀 行 向 け − − − −
国 際 決 済 銀 行 等 向 け − − − −
我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け − − − −
外 国 の 中 央 政 府 等 以 外 の 公 共 部 門 向 け − − − −
国 際 開 発 銀 行 向 け 20 ０ 20 0
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け 100 ４ 100 4
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け 853 34 787 31
地 方 三 公 社 向 け 130 ５ 97 3
金 融 機 関 及 び 第 一 種 金 融 商 品 取 引 業 者 向 け 31,472 1,258 30,896 1,235
法 人 等 向 け 29,588 1,183 32,786 1,311
中 小 企 業 等 向 け 及 び 個 人 向 け 5,907 236 4,344 173
抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン 1,373 54 1,319 52
不 動 産 取 得 等 事 業 向 け 10,071 402 10,978 439
三 月 以 上 延 滞 等 71 ２ 102 4
取 立 未 済 手 形 ６ ０ 8 0
信 用 保 証 協 会 等 に よ る 保 証 付 96 ３ 106 4
株 式 会 社 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 等 に よ る 保 証 付 − − − −
出 資 等 1,786 71 2,109 84
出 資 等 の エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 1,786 71 2,109 84
重 要 な 出 資 の エ ク ス ポ ー ジ ャ ー − − − −

上 記 以 外 14,700 588 14,839 593
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外
部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー 11,623 464 11,130 445

信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調
整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー 1,556 62 1,556 62

特 定 項 目 の う ち 調 整 項 目 に 算 入 さ れ
な い 部 分 に 係 る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 329 13 348 13

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融
機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー − − − −

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融
機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段のうち、その他外部TLAC
関連調達手段に係る５％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー

− − − −

上 記 以 外 の エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 1,191 47 1,803 72
②証 券 化 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 65 ２ 55 2

証 券 化 65 ２ 55 2
Ｓ Ｔ Ｃ 要 件 適 用 分 − − − −
非 Ｓ Ｔ Ｃ 要 件 適 用 分 65 ２ 55 2

再 証 券 化 − − − −
③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 7,930 317 7,919 316

ル ッ ク ・ ス ル ー 方 式 7,930 317 7,919 316
マ ン デ ー ト 方 式 − − − −
蓋 然 性 方 式 （ 2 5 0 % ） − − − −
蓋 然 性 方 式 （ 4 0 0 % ） − − − −
フ ォ ー ル バ ッ ク 方 式 　 （　 1 , 2 5 0 %　 ） − − − −

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 − − − −
⑤ 他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る

経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 △ 2,178 △ 87 △ 2,178 △ 87

⑥CVAリ ス ク 相 当 額 を ８ ％ で 除 し て 得 た 額 167 ６ 172 6
⑦中 央 清 算 機 関 関 連 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 17 ０ 26 1

ロ．オぺレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額 4,571 182 4,603 184
ハ. 単 体 総 所 要 自 己 資 本 額（ イ ＋ ロ ） 108,068 4,322 110,542 4,421

（注）１．所要自己資本の額＝リスク・アセット×４％
　　２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
　　３．�「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央

政府及び中央銀行向け」から「法人等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのこと
です。

　　４．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％



（２）オペレーショナル・リスクに関する事項

（３）信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）
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イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
＜地域別・業種別・残存期間別＞� （単位：百万円）

エクスポー
ジャー区分

地域区分
業種区分
期間区分

信　用　リ　ス　ク　エ　ク　ス　ポ　ー　ジ　ャ　ー　期　末　残　高
三月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント
及びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

債　　　券 デリバティブ取引

令和３年度令和４年度令和３年度令和４年度令和３年度令和４年度令和３年度令和４年度令和３年度令和４年度
国 内 343,738 320,358 95,655 98,101 79,326 77,640 525 668 172 325
国 外 12,084 12,400 − − 12,084 12,400 − − − −

地域別合計 355,822 332,758 95,655 98,101 91,411 90,040 525 668 172 325
製 造 業 8,656 10,334 3,191 3,739 5,091 6,095 − − − −
農 業、 林 業 312 333 312 333 − − − − − −
漁 業 37 24 37 24 − − − − − −
鉱業、採石業、砂利採取業 534 910 35 51 499 796 − − − −
建 設 業 6,519 7,077 4,849 5,398 1,599 1,599 − − − −
電気・ガス・熱供給・水道業 14,321 17,307 5,449 5,456 8,663 11,642 − − − −
情 報 通 信 業 52 258 16 122 − 100 − − − −
運 輸 業、 郵 便 業 5,609 5,545 1,907 1,944 3,702 3,601 − − − −
卸 売 業、 小 売 業 5,650 6,380 2,936 3,102 2,601 3,199 − − − −
金 融 業・保 険 業 200,749 177,810 20,072 20,576 16,887 18,100 − − − −
不 動 産 業 12,215 12,014 10,617 10,416 1,598 1,598 − − 43 38
物 品 賃 貸 業 64 44 64 44 − − − − − −
学術研究、専門、
技 術 サ ー ビ ス 業 43 82 39 77 − − − − − 0
宿 泊 業 1,926 1,867 1,926 1,867 − − − − − 160
飲 食 業 817 695 717 695 100 − − − − 13
生活関連サービス業、娯楽業 943 923 943 923 − − − − 113 109
教育、学習支援業 103 113 103 113 − − − − − −
医 療、 福 祉 2,936 3,730 2,436 3,131 500 599 − − 1 −
その他のサービス 2,166 2,723 1,566 1,928 599 699 − − − −
国・地方公共団体等 75,838 68,068 26,272 26,061 49,566 42,007 − − − −
個 人 11,252 11,189 11,252 11,189 − − − − 12 3
そ の 他 5,080 5,332 907 901 − − 525 668 − −

業種別合計 355,822 332,758 95,655 98,101 91,411 90,040 525 668 172 325
１ 年 以 下 58,583 75,186 8,918 11,014 5,665 4,172 − −
１ 年 超 ３ 年 以 下 108,989 74,570 13,796 13,258 10,143 10,762 − −
３ 年 超 ５ 年 以 下 20,846 21,829 11,285 13,044 9,561 8,285 − −
５ 年 超 ７ 年 以 下 15,570 21,770 11,733 10,664 3,837 11,106 − −
７年超10年以下 35,685 44,994 13,473 13,954 22,212 19,040 − −
10 年 超 75,851 72,088 34,063 33,717 38,788 35,371 − −
期間の定めのないもの 40,289 22,315 2,382 2,448 1,201 1,301 525 668
残存期間別合計 355,822 332,758 95,655 98,101 91,411 90,040 525 668

（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く
　　２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーの

ことです。
　　３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。具体

的には現金、買入金銭債権、その他の銀行勘定等が含まれます。
　　４．CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　５．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

【オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称】
　当金庫は「基礎的手法」を採用しております。

【オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法】
＜計算式＞

粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15％
直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

＜直近３年間の粗利益＞
（単位：千円）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 ３年間合計
2,433,474 2,518,560 2,413,765 7,365,799

【オペレーショナル・リスク管理の方針及び手続の概要について】
　当金庫では、オペレーショナル・リスクを、「信用リスク・市場リスクおよび流動性リスクに分類されない他の全てのリスクとし、様々
な人為的または技術的エラーによって生じる損失を被るリスク」と定義しています。
　当金庫はオペレーショナル・リスクについて、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産リスク、風評リスク
を含む幅広いリスクと考え、管理体制や管理方法に関するリスク管理の基本方針をそれぞれのリスクについて定め、確実にリスクを認識し、
評価しております。
　リスクの計測に関しましては、基礎的手法を採用することとし、態勢を整備しております。
　また、これらリスクに関しましては、ALM・統合リスク管理委員会、マネロン等対応委員会におきまして、協議・検討するとともに、
必要に応じて経営陣による、常務会、理事会等において、報告する態勢を整備しております。
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ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等� （単位：百万円）

個　　別　　貸　　倒　　引　　当　　金

貸出金償却
期首残高 当期増加額

当期減少額
期末残高

目的使用 その他

令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度

製 造 業 ０ 0 ０ 0 − − ０ 0 ０ 0 − −

農 業、 林 業 − − − − − − − − − − − −

漁 業 − − − − − − − − − − − −

鉱業、採石業、砂利採取業 − − − − − − − − − − − −

建 設 業 95 91 91 17 ３ 73 91 18 91 17 − −

電気・ガス・熱供給・水道業 ３ 4 ４ 3 − − ３ 4 ４ 3 − −

情 報 通 信 業 − − − 5 − − − − − 5 − −

運輸業、郵便業 10 − − − 10 − − − − − − −

卸売業、小売業 42 4 ４ 3 22 − 20 4 ４ 3 − −

金融業・保険業 − − − − − − − − − − − −

不 動 産 業 ７ 3 ３ − − − ７ 3 ３ − − −

物 品 賃 貸 業 − − − − − − − − − − − −

学術研究、専門、技術サービス業 − − − 0 − − − − − 0 − −

宿 泊 業 104 169 169 228 − − 104 169 169 228 − −

飲 食 業 32 32 32 37 − − 32 32 32 37 − −

生活関連サービス業、娯楽業 102 102 102 96 − − 102 102 102 96 − −

教育、学習支援業 − − − − − − − − − − − −

医 療、 福 祉 215 212 212 202 − 0 215 212 212 202 − −

その他のサービス − − − − − − − − − − − −

国・地方公共団体等 − − − − − − − − − − − −

個 人 12 16 16 5 ０ − 11 16 16 5 ０ −

合　　計 627 637 637 599 37 73 590 564 637 599 ０ −
（注）１．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　２．業種別区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
　　※本開示は30ページを参照願います。

【信用リスク管理の方針及び手続の概要について】
　信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当金庫が損失を受けるリスクをいいます。当金庫では、信用リスクを当金
庫が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、与信業務の基本的な理念や手続等を明示した「クレジットポリシー」を制定し、広く役
職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスクを確実に認識する管理態勢を構築しております。
　信用リスクの評価につきましては、小口多数取引の推進によるリスク分散の他、与信ポートフォリオ管理として、信用格付別や自己査定
による債務者区分別、業種別、さらには与信集中によるリスクの抑制のため大口与信先の管理などさまざまな角度からの分析に注力してお
ります。
　また、信用リスクの計測にあたっては、信用ＶaRを採用しております。信用VaRは、モンテカルロ・シミュレーションを10万回行うこと
により期待損失（EL）および非期待損失（UL)を算出しております。
　個別案件の審査・与信管理にあたりましては、審査管理部門と業務推進部門を互いに分離し、相互に牽制が働く体制としております。さらに、
ALM・統合リスク管理委員会を定期的に開催し、協議検討を行うとともに、必要に応じて理事会、常務会といった、経営陣に対する報告態
勢を整備しております。
　貸倒引当金は、「資産査定基準」および「貸倒償却および貸倒引当金の計上に関する基準」に基づき、自己査定における債務者区分ごとに算
出しております。一般貸倒引当金にあたる、正常先、その他要注意先、要管理先については、債務者区分ごとの債権額にそれぞれ貸倒実績
率に基づいた予想損失率を乗じて算出しております。また、個別貸倒引当金に関しては、破綻懸念先、実質破綻先および破綻先ともに、優
良担保・優良保証および一般担保・一般保証を除いた未保全額に対して貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じて算出しております。なお、
それぞれの結果につきましては、会計監査人の監査を受けるなど適正な計上に努めております。



（５）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

（４）信用リスク削減手法に関する事項
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【派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要について】
　派生商品取引には、市場の変動により損失を受ける可能性のある市場リスクや、取引相手方が支払い不能になることにより損失を受け
る可能性のある信用リスクが内包されております。
　当金庫では、直接的に派生商品取引を取扱ってはおりませんが、有価証券の一部について、派生商品取引を含んでいる商品を保有して
おります。有価証券については、「資産運用規程」「資産運用細則」で定めている保有限度額の範囲内で適正に管理しております。なお、リ
スク管理態勢の高度化として、金庫全体のリスク許容限度内で配賦されたリスク資本による統合的なリスク管理を行っております。

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー
（単位：百万円）

信用リスク削減手法
ポートフォリオ

適格金融資産担保 保　　証 クレジット・デリバティブ
令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 300 416 4,360 3,897 − −
（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

【信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要について】
　信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、保証な
どが該当します。当金庫では、融資の取り上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度か
ら可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しております。したがって、担保又は保
証に過度に依存しないような融資の取り上げ姿勢に徹しております。ただし、与信審査の結果、担保又は保証が必要な場合には、お客様へ
の十分な説明とご理解を頂いた上で、ご契約頂くなど適切な取扱いに努めております。
　バーゼルⅢにおける信用リスク削減手法として、当金庫が扱う主要な担保には、預金積金や上場株式等があり、担保に関する手続につい
ては、金庫が定める「融資事務取扱規程・要領」等により、適切な事務取扱い並びに適正な評価・管理を行っております。
　一方、当金庫が扱う主要な保証には、信用保証協会、住宅融資保険やしんきん保証基金があります。信用度の評価としましては、信用保
証協会や住宅融資保険付保証は政府保証と同様の評価とし、しんきん保証基金は適格格付機関が付与している格付による評価をしています。
　また、お客様が期限の利益を失われた場合には、すべての与信取引の範囲において、預金相殺等をする場合がありますが、金庫が定める
「融資事務取扱規程・要領」等により、適切な取扱いに努めております。
　なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散されてお
ります。

ニ．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 （単位：百万円）

告示で定めるリスク・ウェイト区分（％）
エクスポージャーの額

令和３年度 令和４年度
格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し

０% − 108,243 − 80,383
10% − 10,719 − 10,121
20% 4,811 157,432 13,738 154,560
35% − 3,876 − 2,253
50% 28,073 1,549 28,431 80
75% − 5,346 − 4,933

100% 801 31,116 1,001 33,990
150% − 41 − 40
250% − 3,328 − 3,139

1,250% − − − −
その他 − − − −
合計 355,335 332,676

（注）１．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
　　３．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

【リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関について】
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の４つの機関を採用しています。なお、エクスポージャーの種類毎に適格格付
機関の使い分けは行っておりません。
・㈱格付投資情報センター（R＆I）　　・㈱日本格付研究所（JCR）　　・ムーディーズ　ジャパン㈱（Moody’s）
・S＆Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱



（６）証券化エクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）

区　　　　分
担保による信用リスク削減手法の
効果を勘案する前の与信相当額

担保による信用リスク削減手法の
効果を勘案した後の与信相当額

令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度
① 派 生 商 品 取 引 合 計 − − − −
（ⅰ）外 国 為 替 関 連 取 引 − − − −
（ⅱ）金 利 関 連 取 引 − − − −
（ⅲ）金 関 連 取 引 − − − −
（ⅳ）株 式 関 連 取 引 − − − −
（ⅴ）貴 金 属（ 金 を 除 く ） 関 連 取 引 − − − −
（ⅵ）そ の 他 コ モ デ ィ テ ィ 関 連 取 引 − − − −
（ⅶ）ク レ ジ ッ ト ・ デ リ バ テ ィ ブ − − − −

② 長 期 決 済 期 間 取 引 − − − −
合　　　　計 − − − −
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<オリジネーターの場合>
該当ございません。

<投資家の場合>
イ．保有する証券化エクスポージャーの額及び主
な原資産の種類別の内訳

（単位：百万円）

令和３年度 令和４年度
証券化エクスポージャーの額 327 275
（ⅰ）住 宅 ロ ー ン − −
（ⅱ）消 費 者 ロ ー ン 200 200
（ⅲ）そ の 他 127 75

ロ．保有する証券化エクスポージャーの適切な数
のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要
自己資本の額等 （単位：百万円）

告示で定めるリスク・
ウェイト区分（％）

エクスポージャー残高 所要自己資本の額
令和３年度令和４年度令和３年度令和４年度

０％〜15％未満 − − − −
15％〜50％未満 327 275 ２ 2

50％〜100％未満 − − − −
100％〜250％未満 − − − −
250％〜400％未満 − − − −
400％〜1,250％未満 − − − −

1,250% − − − −
（ⅰ）住 宅 ロ ー ン − − − −
（ⅱ）消費者ローン − − − −
（ⅲ）そ の 他 − − − −

合　　計 327 275 ２ 2
（注）１．所要自己資本の額＝エクスポージャー残高×リスク・ウェイト×４％

但し、「リスク・ウェイト区分」「エクスポージャー残高」「所要自己
資本の額」は、いずれも信用リスク削減効果等を勘案後の内容であ
るため、上記の一致しない場合があります。

　　２．�「1,250％」欄の.（ⅰ）～（ⅲ）は、当該額に係る原資産の種類別の
内訳です。

【証券化エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要について】
　証券化とは、金融機関が保有するローン債権や企業が保有する不動産など、それらの資産価値を裏付けに証券として組み替え、第三者
に売却して流動化することをいいます。
　一般的には証券の裏付けとなる原資産の保有者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に大きく分類されますが、当
金庫においては、有価証券投資の一環として購入したものが大半を占めており、オリジネーターに該当するものはございません。
　当該証券投資にかかるリスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価評価及び適格格付機関が付与する格付情報などによ
り把握するとともに、必要に応じてALM・統合リスク管理委員会、常務会に諮り、適切なリスク管理に努めております。また、証券化商
品への投資は、有価証券にかかる投資方針の中で定める投資枠内での取引に限定するとともに、取引にあたっては、当金庫が定める「資産
運用規程」「資産運用細則」に基づき、投資対象を一定の信用力を有するものとするなど、適正な運用・管理を行っています。
　＜投資＞
　　　１）売掛債権を裏付とする信託受益権
　　　２）手形債権を裏付とする信託受益権
　　　３）リース料債権を裏付とする信託受益権
　　　４）貸付債権を裏付とする信託受益権
　　　５）商業用不動産を裏付とする信託受益権
　　　６）居住用不動産を裏付とする信託受益権
　　　７）債券を裏付とする信託受益権

【証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称】
　当金庫は標準的手法を採用しております。

【証券化取引に関する会計方針について】
　当該取引に係る会計処理については、当金庫が定める「資産運用細則」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従っ
た、適正な処理を行っております。

【証券化エクスポージャーの種類毎のリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称】
　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の４つの機関を採用しています。なお、投資の種類
毎に適格格付機関の使い分けは行っておりません。
　・㈱格付投資情報センター（R＆I）
　・㈱日本格付研究所（JCR）
　・ムーディーズ　ジャパン㈱（Moody’s）
　・S＆Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱



（８）リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

（７）出資等エクスポージャーに関する事項

ABUKUMA SHINKIN BANK42

ハ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で
認識されない評価損益の額 （単位：百万円）

令和３年度 令和４年度
評 価 損 益 △ 100 53

ニ．貸借対照表及び損益計算書で認識されない評
価損益の額

　　 該当ございません

（単位：百万円）

令和3年度 令和４年度
ル ッ ク ・ ス ル ー 方 式 を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 12,038 12,401
マ ン デ ー ト 方 式 を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー − −
蓋 然 性 方 式（250%） を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー − −
蓋 然 性 方 式（400%） を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー − −
フ ォ ー ル バ ッ ク 方 式（1250%）を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー − −

【銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要について】
　上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託にかかるリスクの認識については、時価評価及び最大予想損失額（VaR）によりリスク計測
によって把握するとともに、当金庫の抱える市場リスクの状況や、設定されたリスク限度枠、損失限度枠の遵守状況をリスク管理担当役員に
報告するとともに、ストレステストなど複合的なリスクの分析を実施し、定期的にALM・統合リスク管理委員会や経営陣による、常務会、理
事会等において報告しています。
　一方、非上場株式、信金中金出資金、その他出資金に関しては、当金庫が定める「資産査定基準」に準じた適正な運用・管理を行っておりま
す。また、リスクの状況は、財務諸表や運用報告を基にした評価による定期的なモニタリングを実施するとともに、その状況については、適宜、
経営陣へ報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。
　なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「資産運用細則」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」
に従った、適正な処理を行っております。

イ．貸借対照表計上額及び時価
（単位：百万円）

区　　分
令和３年度 令和４年度

貸借対照表
計上額 時　価 貸借対照表

計上額 時　価

上 場 株 式 等 1,653 1,653 2,140 2,140
非上場株式等 890 890 880 880

合　計 2,543 2,543 3,021 3,021
（注）　�貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいてお

ります。

ロ．出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴
う損益の額

（単位：百万円）

令和３年度 令和４年度
売 却 益 25 32
売 却 損 22 −
償 却 − 9
(注）　損益計算書における損益の額を記載しております。

IRRBB（金利リスク）について
（単位：百万円）

IRRBB１：金利リスク

項　　番
イ ロ ハ ニ

ΔEVE ΔNII
当期末 前期末 当期末 前期末

１ 上 方 パ ラ レ ル シ フ ト 11,773 12,175 443 713
２ 下 方 パ ラ レ ル シ フ ト 0 0 16 31
３ ス テ ィ ー プ 化
４ フ ラ ッ ト 化
５ 短 期 金 利 上 昇
６ 短 期 金 利 低 下
７ 最 大 値 11,773 12,175 443 713

ホ ヘ
当期末 前期末

８ 自 己 資 本 の 額 36,426 35,753
（注）１．金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。
　　２．「金利リスクに関する事項」については、平成31年金融庁告示第３号（2019年２月18日）による改正を受け、2020年３月末からΔNIIを開示す

ることになりました。
　　３．上記の金利リスク（ΔEVE及びΔNII）の値については、上方・下方パラレルシフトおよびスティープ化のシナリオに基づき計測し、最大値を記

載しております。スティープ化については、上方・下方パラレルシフトの値以下だったことから、記載しておりません。
なお、フラット化・短期金利上昇・短期金利低下については、任意の記載のため、記載しておりません。

（９）金利リスクに関する事項
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金利リスクに関する事項
定性的な開示事項

（１）リスク管理の方針及び手続の概要 
　（ア） リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲に関する説明
　　　 リスク管理及び計測の対象とする金利リスクは、銀行勘定全体の金融資産・負債の経済価値変動、保有有価証券の時価変動と

したうえで管理を行っています。
　　　 対象範囲は、「金融商品に関する会計基準」で定義される「金融資産」及び「金融負債」並びにそれらに係る経過勘定としています。

（ただし、株式等金利感応度の算定が困難で、価格変動リスクを別途計量し管理しているもの及び期間の定めがない、または正
確な期日を把握することが困難な科目等は除く） 

　（イ） リスク管理及びリスク削減の方針に関する説明
　　　 期中においては、リスク管理部署がリスクの状況をモニタリングし、定期的にALM・統合リスク管理委員会及び常務会に報告し、

業務運営の状況について詳細に報告のうえ、各種施策及びコントロールについての検討を行っています。 
　（ウ） 金利リスク計測の頻度
　　　銀行勘定全体の経済価値変動リスクについては月末日を基準日として月次で計測しています。 

（２）金利リスクの算定手法の概要
　（ア） 開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE及びΔNIIに関する事項

①流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期 1.25年
②流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期 ５年
③流動性預金への満期の割当て方法及びその前提 金融庁が定める保守的な前提

④固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提 該当事項はありません。

⑤複数の通貨の集計方法及びその前提 通貨別に算出した金利リスクの正値のみ合算し、通貨間
の相関は考慮していません。

⑥スプレッドに関する前提
リスクフリーレートの金利ショック幅と割引金利の金利
ショック幅を同一と見なしており、割引金利の相関やス
プレッドは考慮していません。

⑦�内部モデルの使用等、ΔEVE及びΔNIIに重大な影響を
　及ぼすその他の前提 該当事項はありません。

⑧前事業年度末の開示からの変動に関する説明 該当事項はありません。

　（イ） 信用金庫が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示告示に
基づく定量的開示の対象となるΔEVE及びΔNII以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項

　　（ａ） 金利ショックに関する説明
　　　　ΔEVE以外の金利リスクを計測する場合の金利ショックについては、過去の事例などに基づく金利変動としています。
　　（ｂ） 金利リスク計測の前提及びその意味（特に、開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVEと大きく異なる点）
　　　　 当金庫では、リスク資本配賦制度として、金利リスクをVaRにより管理しており、預貸金や債券のVaRに基づくリスク量に

上限目安を設定しています。具体的には、リスク毎に配賦されたリスク資本の範囲内で、有価証券投資などの市場取引や預
貸金といった商品毎のVaR（保有期間125日、観測期間５年、信頼水準99%）に基づく市場リスク量に対し、リスク限度額
を設定し管理することで健全性の確保に努めています。また、市場取引については、VaRに基づく市場リスク量の管理に加え、
残高による運用上限枠なども設定しており、半期毎にリスク資本の配賦額を見直すことでリスクのコントロールを行ってい
ます。

　　　　 また、当金庫では、自己資本の充実度の評価やストレステストの実施にあたり、過去の事例や、金利変動による影響等を定
期的に検証しています。さらに、収益管理や経営上の判断その他の目的では、市場環境等を踏まえた金利の見通しなど実現
性の高い金利変動等を想定し、金利リスクを計測しています。
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６
号

種類 設置台数 店舗内 店舗外

ATM 26台
（うち稼働25台）

16台
（うち稼働15台）

10台
（全て稼働）

昼休業時間の導入

自動機器設置状況 （令和5年6月末日現在）

駅
葉
双

川
田
前

至仙台至浪江
館
育
体

双葉高校

号
８
８
２
道
国

国道288号

旧

国

道

GS

ン
ブ
セ

ン
ブ
レ
イ

号
６
道
国

至いわき至郡山

●

●

秋葉神社

光善寺



〒979-1472　福島県双葉郡双葉町大字新山字本町2番地3

双葉支店 （※令和5年6月末日現在、営業を休止しております。）

●

●

駅
理
亘

至仙台

平消防署●

●福島高専
●ゲオ

ガスト●

スズキ　
自販福島●

駅
森
丿
夜

至仙台
富岡自動車学校

日産
プリンス

病院

みよし
ヨーク
ベニマル

新夜の森団地

富岡消防署

桜通り

至いわき
●

●

●
●

● ●

号
６
道
国



〒979-1151　福島県双葉郡富岡町大字本岡字新夜ノ森84番地の5



〒989-2351　宮城県亘理郡亘理町字狐塚122番1
TEL（0223）32-2081　FAX（0223）32-2084



〒970-8033　福島県いわき市自由ケ丘37番8
TEL（0246）38-8261　FAX（0246）28-6001

〒979-1305　福島県双葉郡大熊町大字熊字新町500番地2

夜の森支店

亘理支店

いわき支店  久之浜支店

大
野
駅

●
大
熊
町
役
場

●
セブンイレブン

三角屋交差点

国
道
６
号

至仙台

至いわき

フレスコキクチ

至いわき駅
←湯本方面

久之浜　
方面→

国道6号（陸前浜街道）

明治団地 上荒川公園
・平野球場
・いわき陸上競技場
・いわき市立総合体育館

国道6
号（常

磐バイ
パス）

県
道
26
号

鹿
島
街
道

 大熊支店 （※令和5年6月末日現在、営業を休止しております。）

（※令和5年6月末日現在、営業を休止しております。）

消
防
署

●
飯
舘
駐
在
所

交流センター
ふれ愛館

昼休

昼休

昼休

昼休

昼休

昼休

昼休

昼休

原ノ町駅

南相馬市立
総合病院

●所
役
市
至 至仙台

県道原町川俣線

道
県

町
線

字
浜
小

GS

号
６
道
国

至いわき

●

VIAフレスコ
ショッピングセンター内

〒975-0037　福島県南相馬市原町区北原字境堀164番地の1
TEL（0244）25-3641　FAX（0244）25-3645

 東支店 北原出張所（あぶくましんきんプラザ） 昼休

昼休

昼休

キャッシュサービスコーナーのご案内（令和5年6月末日現在）

 本店営業部 南出張所

〒975-0015　福島県南相馬市原町区国見町一丁目35番地
TEL（0244）25-3765　FAX（0244）25-2730

原町第三
小学校 夜の森公園

雲雀ヶ丘病院
原町第一
中学校

ヨークベニマル
（原町西店）

●

● ●

●

●

昼休

昼休

本店営業部を除くすべての営業店において、11時30分
～12時30分は窓口休業時間とさせていただきます。
なお、窓口昼休業時間中もお電話での各種ご照会は受け
付けております。
※店舗内に設置しているATMは窓口休業時間中もご利用いただけます。

薬王堂

亘理町
役場

※⑪双葉支店・⑫夜の森支店・⑬大熊支店は2023年8月7日(月)に双葉郡富岡町
中央1丁目33番地（富岡支店内）に移転する予定です。移転店舗へのお問い合
わせは富岡支店にて承っております。

営業のご案内

営業店舗のご案内
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●

●
り
ゆ
ら
し

駅
町
ノ
原

●

ニューさいとう

原一小

旭公園

至仙台

所
役
市
至

至浪江

❶ ❷

〒975-0003　福島県南相馬市原町区栄町二丁目4番地
❶
❷
TEL（0244）23-5132　FAX（0244）24-1601
TEL（0244）23-5131　FAX（0244）23-0469

駅
岡
富

●
警察署

至仙台

至いわき

●GS

●さくら
モール
とみおか

〒979-1112　福島県双葉郡富岡町中央一丁目33番地
TEL（0240）22-3161　FAX（0240）22-1174

駅
高
小

小高
神社

貴船神社

至仙台至原町
旧
国
道

号
６
道
国

小高区役所

至いわき

●

●

❹

〒979-2111　福島県南相馬市小高区仲町一丁目35番地
TEL（0244）44-2151　FAX（0244）44-5805

駅
江
浪

役場

至仙台至小高

至浪江IC GS

至いわき

国道114号

号
６
道
国

●

道の駅なみえ●

●
ローソン

●
セブン
イレブン

❺

〒979-1521　福島県双葉郡浪江町大字権現堂字新町33番地
TEL（0240）35-2171　FAX（0240）34-5526

至仙台

税務署
ロ
ー
ソ
ン

国道115
号

港
馬
相
至

）
株
（通
交
島
福

）
営
（馬
相

島
福
至

号
６
道
国
旧

● ●

●

駅
馬
相

❻

〒976-0042　福島県相馬市中村字錦町2番地8
TEL（0244）36-5151　FAX（0244）36-6180

広野
中学校 駅

野
広

旧

国

道

至仙台

ひろの
てらす

号
６
道
国

至いわき

❼

〒979-0403　福島県双葉郡広野町大字下浅見川字築地22番地1
TEL（0240）27-2121　FAX（0240）27-3330

原ノ町駅

至仙台

県道原町川俣線
GS

所
役
市
至

号
６
道
国

至いわき

所
健
保

セブン
イレブン

合同
庁舎

●

● ●

●

〒975-0031　福島県南相馬市原町区錦町一丁目55番地
TEL（0244）24-3175　FAX（0244）24-1647

俣
川
至

町
原
至

Ｓ
Ｇ

●

● ●

県道原町
川俣線

商工会

役場

❾

〒960-1801　福島県相馬郡飯舘村草野字大師堂74番2
TEL（0244）42-1575　FAX（0244）42-1574

●

Ｓ
Ｇ

ン
ブ
セ

ン
ブ
レ
イ
号
６
道
国

●

●

局
便
郵

地
新

校
学
小

至いわき

至仙台

新地駐在所

●消防署

役場



〒979-2702　福島県相馬郡新地町谷地小屋字新地24番地
TEL（0244）62-3431　FAX（0244）62-3433

南
相
馬
市
立
総
合
病
院

本部 本店営業部

❸ 富岡支店

小高支店

浪江支店

相馬支店

広野支店

❽ 東支店

飯舘支店

新地支店

小高
区役所前
出張所
（ATM）

国
道
６
号

種類 設置台数 店舗内 店舗外

ATM 26台
（うち稼働25台）

16台
（うち稼働15台）

10台
（全て稼働）

昼休業時間の導入

自動機器設置状況 （令和5年6月末日現在）

駅
葉
双

川
田
前

至仙台至浪江
館
育
体

双葉高校

号
８
８
２
道
国

国道288号

旧

国

道

GS

ン
ブ
セ

ン
ブ
レ
イ

号
６
道
国

至いわき至郡山

●

●

秋葉神社

光善寺



〒979-1472　福島県双葉郡双葉町大字新山字本町2番地3

双葉支店 （※令和5年6月末日現在、営業を休止しております。）

●

●

駅
理
亘

至仙台

平消防署●

●福島高専
●ゲオ

ガスト●

スズキ　
自販福島●

駅
森
丿
夜

至仙台
富岡自動車学校

日産
プリンス

病院

みよし
ヨーク
ベニマル

新夜の森団地

富岡消防署

桜通り

至いわき
●

●

●
●

● ●

号
６
道
国



〒979-1151　福島県双葉郡富岡町大字本岡字新夜ノ森84番地の5



〒989-2351　宮城県亘理郡亘理町字狐塚122番1
TEL（0223）32-2081　FAX（0223）32-2084



〒970-8033　福島県いわき市自由ケ丘37番8
TEL（0246）38-8261　FAX（0246）28-6001

〒979-1305　福島県双葉郡大熊町大字熊字新町500番地2

夜の森支店

亘理支店

いわき支店  久之浜支店

大
野
駅

●
大
熊
町
役
場

●
セブンイレブン

三角屋交差点

国
道
６
号

至仙台

至いわき

フレスコキクチ

至いわき駅
←湯本方面

久之浜　
方面→

国道6号（陸前浜街道）

明治団地 上荒川公園
・平野球場
・いわき陸上競技場
・いわき市立総合体育館

国道6
号（常

磐バイ
パス）

県
道
26
号

鹿
島
街
道

 大熊支店 （※令和5年6月末日現在、営業を休止しております。）

（※令和5年6月末日現在、営業を休止しております。）

消
防
署

●
飯
舘
駐
在
所

交流センター
ふれ愛館

昼休

昼休

昼休

昼休

昼休

昼休

昼休

昼休

原ノ町駅

南相馬市立
総合病院

●所
役
市
至 至仙台

県道原町川俣線

道
県

町
線

字
浜
小

GS

号
６
道
国

至いわき

●

VIAフレスコ
ショッピングセンター内

〒975-0037　福島県南相馬市原町区北原字境堀164番地の1
TEL（0244）25-3641　FAX（0244）25-3645

 東支店 北原出張所（あぶくましんきんプラザ） 昼休

昼休

昼休

キャッシュサービスコーナーのご案内（令和5年6月末日現在）

 本店営業部 南出張所

〒975-0015　福島県南相馬市原町区国見町一丁目35番地
TEL（0244）25-3765　FAX（0244）25-2730

原町第三
小学校 夜の森公園

雲雀ヶ丘病院
原町第一
中学校

ヨークベニマル
（原町西店）

●

● ●

●

●

昼休

昼休

本店営業部を除くすべての営業店において、11時30分
～12時30分は窓口休業時間とさせていただきます。
なお、窓口昼休業時間中もお電話での各種ご照会は受け
付けております。
※店舗内に設置しているATMは窓口休業時間中もご利用いただけます。

薬王堂

亘理町
役場

※⑪双葉支店・⑫夜の森支店・⑬大熊支店は2023年8月7日(月)に双葉郡富岡町
中央1丁目33番地（富岡支店内）に移転する予定です。移転店舗へのお問い合
わせは富岡支店にて承っております。

地
域
と
と
も
に

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

業
績
の
ご
報
告
（
資
料
編
）

営
業
の
ご
案
内
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平　日 土曜・日曜・祝日 定期
作成

通帳
繰越

大当たり
くじ付き

❷❷本店営業部 7：00〜21：00 8：00〜21：00 ◉ ◉
❸❸富岡支店 8：00〜20：00 8：00〜20：00 ◉ ◉ ◉
❹❹小高支店 7：00〜20：00 8：00〜20：00 ◉ ◉ ◉
❺❺浪江支店 8：00〜20：00 8：00〜20：00 ◉ ◉ ◉
❻❻相馬支店 7：00〜21：00 8：00〜21：00 ◉ ◉ ◉
❼❼広野支店 7：00〜20：00 8：00〜20：00 ◉ ◉ ◉
❽❽東支店 7：00〜20：00 8：00〜20：00 ◉ ◉ ◉
❾❾飯舘支店 7：00〜20：00 8：00〜20：00 ◉ ◉
❿❿新地支店 7：00〜20：00 8：00〜20：00 ◉ ◉ ◉
⓮⓮亘理支店 7：00〜21：00 8：00〜21：00 ◉ ◉
⓯⓯いわき支店 7：00〜21：00 8：00〜21：00 ◉ ◉ ◉
❖国見町出張所 7：00〜21：00 8：00〜21：00 ◉ ◉
❖フレスコキクチ
　鹿島店出張所 7：00〜21：00 8：00〜21：00 ◉ ◉ ◉
❖南相馬市役所出張所 7：00〜20：00 8：00〜20：00 ◉ ◉ ◉
❖小高区役所前出張所 7：00〜20：00 8：00〜20：00 ◉ ◉
❖ひろのてらす出張所 8：00〜20：00 8：00〜20：00 ◉ ◉ ◉
❖フレスコキクチ
　東原町店出張所 7：00〜21：00 8：00〜21：00 ◉ ◉
❖フレスコキクチ
	 山下駅前店出張所 7：00〜21：30 8：00〜21：30 ◉ ◉ ◉
❖笑ふるタウン
	 ならは出張所 9：00〜20：00 9：00〜20：00 ◉ ◉ ◉
❖久之浜出張所 7：00〜20：00 8：00〜20：00 ◉ ◉ ◉
⓫⓫双葉支店

福島第一原発事故の
影響により現在稼動しておりません。⓬⓬夜の森支店 

⓭⓭大熊支店

❖の記載は店舗外ＡＴＭサービスコーナーです。
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あぶくま信用金庫

二本松信用金庫

福島信用金庫

会津信用金庫

ひまわり信用金庫

郡山信用金庫

須賀川信用金庫

白河信用金庫



地
域
と
と
も
に

コ
ー
ポ
レ
ー
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デ
ー
タ

業
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の
ご
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告
（
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料
編
）
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あぶくま信用金庫

二本松信用金庫

福島信用金庫

会津信用金庫

ひまわり信用金庫

郡山信用金庫

須賀川信用金庫

白河信用金庫



昭和
20年〜

昭和25年9月12日 原町信用組合として発足

昭和28年6月11日 原町信用金庫に改組

昭和28年12月24日 富岡支店　開設
昭和
30年〜

昭和３1年9月1日 小高支店　開設

昭和３7年11月4日 本店営業部　新築移転開店
昭和
40年〜

昭和4０年1０月4日 浪江支店　開設

昭和44年1０月1３日 相馬支店　開設

昭和49年3月11日 広野支店　開設
昭和
50年〜

昭和54年1月29日 東支店　開設

昭和57年1０月4日 飯舘支店　開設

昭和58年12月6日 新地支店　開設

昭和59年9月1日 あぶくま信用金庫に名称変更
昭和
60年〜

昭和６０年11月5日 山元支店　開設

昭和６1年11月11日 久之浜支店　開設

昭和６３年6月2０日 双葉支店　開設
平成

元年〜 
平成3年1月17日 本部　新築落成

平成7年11月1３日 広野支店　新築移転開店
平成

10年〜 
平成1０年5月18日 夜の森支店　開設

平成1０年11月18日 南相馬市役所出張所
店外ＡＴＭ稼動開始

平成1０年11月2０日 国見町出張所 店外ＡＴＭ稼動開始

平成11年1０月1日 インターネットホームページ開設

平成12年３月27日 日本銀行との当座預金取引開始

平成12年8月2６日

創立50周年記念式典挙行
金庫ロゴの変更

平成12年12月 預金量1,000億円達成

平成1３年1０月1日 日本銀行歳入代理店として
取扱業務開始（本店営業部のみ）

平成14年1０月1日 生命保険窓口販売業務取扱開始

平成15年3月12日 個人向け国債等の募集業務取扱開始

平成15年12月1６日 国民生活金融公庫
業務連携・協力に関する覚書締結

平成1６年11月25日 フレスコキクチ東原町店出張所
店外ＡＴＭ稼働開始

平成17年11月15日 中小企業金融公庫
業務委託契約締結

平成17年12月2０日 農林漁業金融公庫
業務連携・協力に関する覚書締結

平成18年3月15日 ㈱ゆめサポート南相馬
業務連携・協力に関する覚書締結

平成19年5月1３日 東支店　北原出張所
（あぶくましんきんプラザ） 営業開始

平成19年1０月17日 県信用金庫協会と福島大学、
産学連携協力協定を締結

平成
20年〜 平成2０年8月2６日 本店営業部　南出張所

（南相馬市原町区国見町）開設

平成21年11月4日 小高区役所前出張所
店外ATM稼動開始

平成22年3月2３日 新富岡支店　移転営業開始

平成22年1０月12日 大熊支店　開設

平成2３年12月15日 営業地区をいわき市全域へ拡張

平成24年2月2０日 改正金融機能強化法に基づき、
公的資金200億円を導入

平成24年3月5日 いわき支店　開設

平成24年3月27日 亘理支店　開設 

平成24年6月4日 小高区役所前ATM再開

平成24年11月5日 いわき支店　新店舗開店
（いわき市自由ケ丘）

平成25年2月18日 でんさいネット取扱開始

平成25年3月27日 小高支店　営業再開

平成25年7月1６日 山元支店を亘理支店に統合

平成25年7月３1日 営業地区拡張の認可取得
（中通り地区・６市５町１村）

平成25年8月 預金量2,000億円達成

平成27年11月1３日 宮城県亘理町と「地域密着総合連携
協定」の締結

平成27年12月17日 相馬市と「地域密着総合連携協定」の締結

平成28年2月29日 南相馬市と「相互連携協力に関する
協定書」の締結

平成28年3月5日 ひろのてらす出張所  店外ATM
稼動開始

平成28年3月15日 新地町と「地域密着総合連携協定」締結

平成28年3月３０日 浪江町と「地域密着総合連携協定」締結

平成28年4月25日 広野町と「地域密着総合連携協定」締結

平成28年6月３０日 楢葉町と「地域密着総合連携協定」締結

平成28年7月12日 浪江支店　営業再開

平成28年1０月27日 フレスコキクチ山下駅前店出張所
店外ATM稼働開始

平成29年3月27日 富岡支店　営業再開

平成29年４月2０日 フレスコキクチ鹿島店 店外ATM稼働開始

平成29年8月1日 個人向け信託商品の取扱開始
平成
30年〜 平成３０年6月2６日 笑ふるタウンならは 店外ATM稼働開始

令和

元年〜
令和元年8月1日 飯舘村と「地域密着総合連携協定」締結

令和元年1０月9日 大熊町と「地域密着総合連携協定」締結

令和元年1０月３０日 双葉町と「地域密着総合連携協定」締結

令和元年12月9日 富岡町と「地域密着総合連携協定」締結

令和2年4月1日 福島県８金庫「SDGs共同宣言」の公表

令和2年1０月12日 久之浜支店をいわき支店の
店舗内店舗として移転

令和2年12月21日 南相馬市と地域産業活性化に
関する連携協定締結

令和3年5月19日 預金量3,000億円達成

令和3年7月9日 南相馬市と「災害時における支援協力
に関する協定」締結

令和4年5月19日 葛尾村と「地域密着総合連携協定」締結

令和5年2月7日 山元町と「地域密着総合連携協定」締結

あぶくま信用金庫のあゆみ
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預かり資産商品のご案内
当金庫では、お客様のライフサイクルに合わせた商品をご用意しております。

お客様の安定的な資産形成のために

注意事項
○投資信託は、預金・保険契約ではありません。
○投資信託は、預金保険機構・保険契約者保護
機構の対象外です。
　また、当金庫が取り扱う投資信託は、投資者保
護基金の対象ではありません。
○元本及び利回りの保証はありません。
○詳しくは、取扱窓口または得意先係までお問
い合わせください。

ご自身・ご家族の将来の準備やもしもの時の備えのために
　お客様の円滑な相続・生前贈与のニーズにお応えするため、個人向け信託商品しんきんの相続信託
「こころのバトン」としんきん暦年信託「こころのリボン」を取り扱っております。

当金庫では、主に下記の個人年金保険・医療保険・定期保険・傷害保険をお取扱いいたしております。

令和5年６月末日現在

注意事項
○保険商品は、預金等ではありません。（預金保険制度および投資者保護基金の対象外です。）
　また、保険金や解約返戻金等が払込保険料の合計額を下回ることがあります。
○引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の保険金額等が減額されることがあります。
○ご検討にあたっては、商品パンフレット等を必ずご覧ください。
○詳しくは、取扱窓口または得意先係までお問い合わせください。所定の資格を持つ募集人がご説明させていただきます。

医療保険
＆LIFE医療保険
Aセレクト

万一の「病気」や「ケガ」に備
えるための保険商品です。

三井住友海上あいおい生命
保険株式会社

ライフスタイルにあわせて
長期的な資産運用にお役立てください。

傷害保険
窓販
シニアサポーター

もしもの時の「ケガ」に備
えるための保険商品です。

共栄火災海上
保険株式会社

終身保険
しんきんらいふ
終身FS

万一の場合、ご家族のた
めに備える保険商品です。

フコクしんらい生命
保険株式会社

医療保険
ハローキティの
医療保険

万一の「病気」や「ケガ」に備
えるための保険商品です。

フコクしんらい生命
保険株式会社

定期保険
ハローキティの
定期保険

一定期間大きな保障が
得られる保険商品です。

フコクしんらい生命
保険株式会社

しんきん相続信託

こころのバトン
ご自分の将来やご家族の未来の
ために、必要となる資金をあらか
じめ準備できます。

しんきん暦年信託

こころのリボン
お子さまへ、お孫さまへ、ご家族
へ生前贈与をサポートします。

大切なご家族等へ、
あなたのこころを
お届けします。

大切なご家族等へ、
あなたのこころを
お届けします。

　ご自分の将来の生活資金としての定期
的な受取りや、ご家族にのこす金額およ
び受取方法をあらかじめ指定できます。
　お客様に万が一のことがあったとき、
ご家族が安心して生活できるよう、こころ
を込めて今のうちからご自分の資金の承
継について準備をしてみませんか。

　お客様が贈与を希望する場合、その手
続きをサポートする商品です。
　こころを込めて、贈与を受ける方にお客
様の気持ちを伝えてみませんか。

※信金中央金庫による元本保証、かつ預金保険の対象商品となります。
※信託契約時および追加信託時、当金庫所定の事務手数料が必要となります。

投資信託ラインナップ

老後の資産形成のために

注意事項
○原則60歳までお客様が拠出した資金を引き出すことができません。
○運用効果によって掛金元本を下回ることがあります。
○詳しくは、取扱窓口または得意先係までお問い合わせください。

令和2年4月より、
信金中央金庫を
運営管理機関とした
個人型確定拠出年金
「しんきんiDeCo」の
取り扱いを開始しました。

しんきんiDeCo
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預かり資産商品のご案内
当金庫では、お客様のライフサイクルに合わせた商品をご用意しております。

お客様の安定的な資産形成のために

注意事項
○投資信託は、預金・保険契約ではありません。
○投資信託は、預金保険機構・保険契約者保護
機構の対象外です。
　また、当金庫が取り扱う投資信託は、投資者保
護基金の対象ではありません。
○元本及び利回りの保証はありません。
○詳しくは、取扱窓口または得意先係までお問
い合わせください。

ご自身・ご家族の将来の準備やもしもの時の備えのために
　お客様の円滑な相続・生前贈与のニーズにお応えするため、個人向け信託商品しんきんの相続信託
「こころのバトン」としんきん暦年信託「こころのリボン」を取り扱っております。

当金庫では、主に下記の個人年金保険・医療保険・定期保険・傷害保険をお取扱いいたしております。

令和5年６月末日現在

注意事項
○保険商品は、預金等ではありません。（預金保険制度および投資者保護基金の対象外です。）
　また、保険金や解約返戻金等が払込保険料の合計額を下回ることがあります。
○引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の保険金額等が減額されることがあります。
○ご検討にあたっては、商品パンフレット等を必ずご覧ください。
○詳しくは、取扱窓口または得意先係までお問い合わせください。所定の資格を持つ募集人がご説明させていただきます。

医療保険
＆LIFE医療保険
Aセレクト

万一の「病気」や「ケガ」に備
えるための保険商品です。

三井住友海上あいおい生命
保険株式会社

ライフスタイルにあわせて
長期的な資産運用にお役立てください。

傷害保険
窓販
シニアサポーター

もしもの時の「ケガ」に備
えるための保険商品です。

共栄火災海上
保険株式会社

終身保険
しんきんらいふ
終身FS

万一の場合、ご家族のた
めに備える保険商品です。

フコクしんらい生命
保険株式会社

医療保険
ハローキティの
医療保険

万一の「病気」や「ケガ」に備
えるための保険商品です。

フコクしんらい生命
保険株式会社

定期保険
ハローキティの
定期保険

一定期間大きな保障が
得られる保険商品です。

フコクしんらい生命
保険株式会社

しんきん相続信託

こころのバトン
ご自分の将来やご家族の未来の
ために、必要となる資金をあらか
じめ準備できます。

しんきん暦年信託

こころのリボン
お子さまへ、お孫さまへ、ご家族
へ生前贈与をサポートします。

大切なご家族等へ、
あなたのこころを
お届けします。

大切なご家族等へ、
あなたのこころを
お届けします。

　ご自分の将来の生活資金としての定期
的な受取りや、ご家族にのこす金額およ
び受取方法をあらかじめ指定できます。
　お客様に万が一のことがあったとき、
ご家族が安心して生活できるよう、こころ
を込めて今のうちからご自分の資金の承
継について準備をしてみませんか。

　お客様が贈与を希望する場合、その手
続きをサポートする商品です。
　こころを込めて、贈与を受ける方にお客
様の気持ちを伝えてみませんか。

※信金中央金庫による元本保証、かつ預金保険の対象商品となります。
※信託契約時および追加信託時、当金庫所定の事務手数料が必要となります。

投資信託ラインナップ

老後の資産形成のために

注意事項
○原則60歳までお客様が拠出した資金を引き出すことができません。
○運用効果によって掛金元本を下回ることがあります。
○詳しくは、取扱窓口または得意先係までお問い合わせください。

令和2年4月より、
信金中央金庫を
運営管理機関とした
個人型確定拠出年金
「しんきんiDeCo」の
取り扱いを開始しました。

しんきんiDeCo
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種　　　　　類 内 容 ・ 特 色 お預け入れ額 期　　間

当 座 預 金 小切手、手形などをご利用いただく預金です。出し入れの多い商
店、会社の商用に最適です。 1円以上 出し入れ自由

普 通 預 金
サイフや家計簿替わりに、お気軽にご利用いただけます。公共
料金、クレジット代金等の自動振替、年金、給与自動受取、ATM
（現金自動預払機）の口座としても便利です。

原則として
1円以上 出し入れ自由

決済用普通預金
お利息はつきません。預金保険法により全額保護されます。公
共料金、クレジット等の自動振替、年金、給与自動受取、ATM（現
金自動預払機）の口座としてもご利用いただけます。

定期性総合口座
「ためる・使う・借りる」を一冊にした通帳。イザという時には、
定期預金、スーパー定期積金としてお預かりの90％以内、最高
500万円まで自動的にご融資させていただきます。

（普通預金）
1円以上 出し入れ自由

（定期性預金）
100円以上

自動継続定期

貯 蓄 預 金
定期預金よりも便利に自由に使え、30万円型と10万円型の2
タイプから計画に合わせてお選びください。使いながら上手に
殖やせます。

1円以上 出し入れ自由

通 知 預 金 お預け入れは5千円からで7日以上お預けいただき、ご入用の2
日前にお知らせいただきます。 5,000円以上 7日以上

定 期 預 金 一番確かで有利な利率の預金です。まとまったお金を大きく育
てる、長期計画の財産づくりに最適です。

大口定期預金
自由金利型定期預金 まとまった資金の有利な運用に最適です。 1,000万円以上 1ヵ月以上

5年以内

スーパー定期預金
自由金利型定期預金

分散している預金、まとめませんか。証書式と通帳式の2つの方
式があります。総合口座定期、通帳式定期はATM（現金自動預
払機）でお預入れが可能です。

100円以上 1ヵ月以上
5年以内

期日指定定期預金
1年複利で最長3年の預金です。1年経過後1ヵ月前のご連絡
でお引き出し自由。一部だけお引き出しもできます。（個人の方
のみ）

100円以上
300万円未満

最長3年
最初の1年は据置

変動金利定期預金
６ヵ月毎に適用利率が変更になります。半年複利型(個人の方
のみ）は、半年毎のお利息がそのまま複利運用され満期時にま
とめてお受取いただけます。

100円以上 １年以上
3年以内

積立定期預金 積立期間中は、おいくらでも何回でも積立できます。
しかもスーパー定期の利率が適用されます。 100円以上

据置期間1ヵ月を
含めて6ヵ月以上
15年以内

消費税専用積立
楽らく納税「納くん」

消費税納入のお手伝い。１ヵ月何回でもご入金ができ、お利息は
定期預金利率が適用されます。

10,000円以上
10,000円単位

据置期間1ヵ月を
含めて6ヵ月以上
1年以内

あぶしん年金
定期預金

当金庫に年金自動振込のご契約をしていただいているお客様を
対象にスーパー定期1年ものの金利に0.2％を上乗せした定期
預金です。お一人様1,000万円までとなっております。
（1年物自動継続）

100円以上
1,000万円以内 1年

定 期 積 金
ス ー パ ー 積 金

毎月一定日に一定額をお積立。着実にプランを育てる未来への
近道です。はじめませんか、未来への第一歩。 1,000円以上 6ヵ月以上

5年以内

子育て応援定期積金
フ ァ ミ た ん
しんきん定期積金

「福島県子育て応援パスポート事業」に協賛し、店頭表示金利に
＋0.2％でご契約いただけます。「ファミたんカード」をご提示くださ
い。ただし、毎月の積立金は1世帯50,000円が限度となります。

10,000円以上
50,000円以内

3年以上
5年以内

譲 渡 性 預 金 譲渡禁止の特約がない預金です。
※預金保険制度の対象商品ではありません。

5,000万円以上
1,000万円単位

2週間以上
2年以内

（令和5年6月1日現在）
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融資ご利用に際しての留意事項
1.資金のご用立てにあたりましては、必要な資金を無理なく返済できるようアドバイスをいたしておりますが、ご利用の際は、計画的なご利用をおすすめいたします。
2.お申込みに際しては、当金庫所定の審査をさせていただきます。なお、審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承願います。
※詳しくは、当金庫の窓口または得意先係へお尋ねください。お客様の夢の実現のために、さまざまなご提案をさせていただきます。

種
　　　

類 お使いみち ご融資限度額 期　間

地
方
創
生

ロ
ー
ン

地方創生ローン（法人） 運転・設備資金、投機等を除く健全な資金、借換資金 1,000万円 手形貸付：　１年以内
証書貸付：10年以内

地方創生ローン（個人） 投機等を除く健全な資金、借換資金 500万円 10年以内

お
住
い
の
夢
と
こ
れ
か
ら
の「
ゆ
と
り
」の
た
め
に

住
宅
ロ
ー
ン

新変動金利型 （新短プラ連動） 住宅の新築、増改築資金、住宅建築用土地購入資金
（住宅建築と同時購入）など 5,000万円 30年以内

中古住宅専用 「り・らいと」 中古住宅購入及びそれに伴う付帯工事など
（ただし、昭和58年4月1日以降の登記物件） 3,000万円 20年以内

借換専用「り・らいふ」 住宅ローンの借換 3,000万円 借換住宅ローンの融資期間から
最長10年延長可

しんきん保証基金付 住宅の新築増改築、中古住宅の購入、住宅ローンの
借換、住宅用の土地購入など 10,000万円 1年以上40年以内

全国保証(株)付 住宅の新築増改築、中古住宅の購入、住宅ローンの
借換、住宅用の土地購入など 10,000万円 35年以内

無担保住宅借換ローン 住宅ローンの借換 50万円〜2,000万円
（対象ローンの残高まで）

6ヵ月以上20年以内
（対象ローンの残存期間に3年加算した期間まで）

無担保住宅ローン 住宅の新築増改築、中古住宅の購入、住宅ローンの
借換など 1,500万円 3ヵ月以上20年以内

リフォームプラン 増改築、修繕及びそれに伴うインテリア購入など 1,000万円 15年以内

リフォームローン 増改築、修繕、他金融機関等のリフォームローンの借換 
資金など 1,500万円 6ヵ月〜20年以内

今
す
ぐ
夢
を
叶
え
る
た
め
に

目
的
自
由

個人ローン 健康で文化的な生活を営むために必要な消費資金 500万円 3ヵ月以上10年以内

フリーローン Web完結対応商品 自由 （事業性資金、おまとめ資金も可） 500万円 3ヵ月以上10年以内

あぶくまフリー500 自由 （事業性資金、借換資金も可） 500万円 10年以内

フリーローン
NEWファイト君モア 健康で文化的な生活を営むために必要な消費資金 10万円〜500万円 1年〜10年以内

シルバーライフローン 健康で文化的な生活を営むために必要な消費資金
（満60〜69歳の方） 10万円〜100万円 1年〜5年以内

シニアライフローン 健康で文化的な生活を営むために必要な消費資金
（満60〜最終返済時の年齢が満80歳以下の方） 100万円 3ヵ月以上10年以内

職域フリーローン
Web完結対応商品

自由 （事業性資金、おまとめ資金も可）
※職域サポート制度を導入されている事業所にお勤めの方限定 500万円 3ヵ月以上10年以内

マ
イ
カ
ー
資
金

カーライフプラン
Web完結対応商品 車（新車・中古車）の購入、ローンの借換など 1,000万円 3ヵ月以上10年以内

ロードサービス付
マイカーローン 車（新車・中古車）の購入、ローンの借換など 10万円〜1,000万円 6ヵ月以上10年以内

マイカーローン・モア 車（新車・中古車）の購入、ローンの借換など 10万円〜1,000万円
（Web申込みは500万円まで） 10年以内

ふれあいマイカーローンⅡ 車（新車・中古車）の購入、ローンの借換など 10万円〜500万円 10年以内

福
祉

福祉プラン 介護用機器の購入設置、老人ホーム入居一時金 500万円 3ヵ月以上10年以内

子育て応援プラン 出産・子育て・小学校入学準備に必要な資金 100万円 3ヵ月以上10年以内

教
育
資
金

教育プラン Web完結対応商品 学校納付金、その他教育に必要な資金 1,000万円 3ヵ月以上16年以内

ドリームズ 学校納付金、その他教育に必要な資金 500万円 7年以内（据置期間を含め15年以内）

教育カードローン 子弟・孫・被扶養親族の就学にかかる学校等への納付金、
及び就学にかかる付帯費用

50万円〜500万円
（10万円単位）

カードローン期間5年
証書貸付切替後3ヵ月以上10年以内（卒業後）

そ
の
他

シンプルローンモア 教育資金、リフォーム資金、軽自動車購入資金 10万円〜100万円 5年以内

リバイバルローン 融資のお借換え、およびおまとめ資金 10万円〜500万円 1年〜10年以内

安
心・便
利
な
カ
ー
ド

カ
ー
ド
ロ
ー
ン

VIPゴールドⅡ 自由（事業資金・旧債決済資金は除く） 30・50・100万円 3年以内（自動更新あり）

ＭＹポケット 自由 （事業資金・旧債決済資金は除く） 10万円〜100万円（10万円単位） 3年以内 （自動更新あり）

ポケットＭate 自由 （事業資金は除く） 10万円〜300万円 （10万円単位） 3年以内（自動更新あり）

しんきんきゃっする 自由 （事業資金は除く） 50万円〜900万円 
（10万円単位） 3年以内（自動更新あり）

カードローンファイト君モア 自由（事業資金は除く） 10万円〜500万円 2年以内（自動更新あり）

事
業
資
金

あぶくまサポート5000 事業資金（運転・設備資金） 5，000万円
10年以内

あぶくまサポート2000 事業資金（運転・設備資金） 2，000万円

あぶくまパワーサポートⅠ 事業資金カードローン 5，000万円 カードローン期間5年
証書貸付切替後7年以内

あぶくまTKC経営者ローン 事業資金（運転資金） 3，000万円 7年以内

あぶくま
ビジネスローン1000 事業資金（運転・設備資金） 1，000万円 5年以内

農業・農家支援ローン
「農活力5000」 農業者支援資金（運転・設備資金） 100万円〜5,000万円 1年以上7年以内

（令和5年6月1日現在）



営業のご案内

振込区分
当金庫同一店あて 当金庫他店あて 他金融機関あて

金　額 金　額 金　額
振込手数料

（窓口扱い）
５５０円

（本体500円 消費税50円）
８８０円

（本体800円 消費税80円）

ATMおよび
タブレット
テレホンバンキング

無料 ３３０円
（本体300円 消費税30円）

５５０円
（本体500円 消費税50円）

インターネット
バンキング
ファームバンキング
ホームバンキング

無料 ３３０円
（本体300円 消費税30円）

５５０円
（本体500円 消費税50円）

為替自動振込
（定額自動送金）

初回受付時 １，１００円
（本体1,000円 消費税100円）

３３０円
（本体300円 消費税30円）

６６０円
（本体600円 消費税60円）

送金手数料
(送金小切手)

４４０円
（本体400円 消費税40円）

６６０円（普通扱い）
（本体600円 消費税60円）

８８０円（電信扱い）
（本体800円 消費税80円）

代金取立手数料 － ８８０円
（本体800円 消費税80円）

８８０円（普通扱い）
（本体800円 消費税80円）

個別取立1,100円※
（本体1,000円 消費税100円）

振込・送金の
組戻料 無　料 1,100円

（本体1,000円 消費税100円）

取立手形組戻料 無　料 1,100円
（本体1,000円 消費税100円）

取立手形店頭
呈示料

６６０円
（本体600円 消費税60円）

不渡手形返却料 無　料 1,100円
（本体1,000円 消費税100円）

その他特殊手数料 実　費

内　容 区　分 金　額

預金残高証明書
発行手数料 １通につき

都度発行  ６６０円
（本体600円 消費税60円）

自動発行 ４４０円
（本体400円 消費税40円）  

所定様式
以外

１，１００円
（本体1,000円　消費税100円） 

通帳・証書・カード
再発行手数料 １通につき １，１００円

（本体1,000円 消費税100円） 

約束手形用紙代 １冊
（５０枚）

５，５００円
（本体5,000円　消費税500円）  

小切手用紙代 １冊
（５０枚）

５，５００円
（本体5,000円　消費税500円）  

当座預金口座開設手数料 新規開設 11，０００円
（本体10,000円 消費税1,000円） 

マル専口座開設手数料 新規開設 11，０００円
（本体10,000円 消費税1,000円）

マル専手形用紙代 １枚につき １，１００円
（本体1,000円 消費税100円） 

通帳未記入取引照合表
発行手数料 １通につき ５５０円

（本体500円 消費税50円） 

全国キャッシュサービス
利用手数料 １回につき １１０円

（本体100円 消費税10円） 

自動機器（ＡＴＭ）時間外
延長利用手数料

（ただし、当金庫のカードをお持ち
のお客様は、平日の時間外延長手
数料は無料です。）

１回につき １１０円
（本体100円 消費税10円） 

貯蓄預金払戻回数超過
手数料 １件につき １１０円

（本体100円 消費税10円） 

口座管理手数料 年間 １，３２０円
（本体1,200円 消費税120円） 

貸金庫利用手数料 年間

高さ 120mmタイプ　
２６，４００円

（本体24,000円 消費税2,400円）

高さ 60mmタイプ　
１３，２００円

（本体12,000円 消費税1,200円)

自己宛小切手発行手数料 １通につき １，１００円
（本体1,000円 消費税100円）  

株式払込事務取扱手数料
（払込額に対し） １件

2.5/1,000×1.10
最低2,750円

（本体2.5/1,000 消費税10%）
（本体2,500円 消費税250円）

個人情報開示請求手数料
（郵送料別途） １件につき １，１００円

（本体1,000円 消費税100円） 

未利用口座管理手数料 年間 １，32０円
（本体1,200円 消費税120円） 

法人インターネット
バンキング基本手数料
(オンラインサービスのみの場合）      

1IDにつき
月額

１，１００円
（本体1,000円 消費税100円） 

法人インターネット
バンキング基本手数料

（ファイル伝送サービス（オンライ
ンサービス含む））

1IDにつき
月額

2，2００円
（本体2,000円 消費税200円） 

インターネットバンキン
グ用ハードウェアトークン
発行手数料

（新規・紛失・盗難・電池切れに伴う
再発行時含む）

1台 １，１００円
（本体1,000円 消費税100円） 

ファームバンキング基本料 1契約につき
月額

５，５００円
（本体5,000円 消費税500円）

ファームバンキング契約料 1契約につき ２２，０００円
（本体20,000円 消費税2,000円）

※電子交換所不参加金融機関の手形・小切手および電子交換対象外証券等の個別取立
の場合該当します。

円貨両替手数料・金種指定払戻手数料 枚　数 窓　口

※1 窓口円貨両替枚数は、1日あたりの合計枚数とさせていただき、「ご持参された合計
枚数」と「お受取りになる合計枚数」のいずれか多い方となります。

※2 金種指定払戻手数料は、万円券を除いた金種枚数を基準として、（※1）と同様に1日
あたりの合計枚数となります。

1枚～50枚 無料
51枚～500枚    550円（本体500円　消費税50円）

501枚～1000枚 1,100円（本体1,000円　消費税100円）

1001枚以上 500枚毎に550円加算
円貨両替手数料（自動両替機手数料） 枚　数 カードあり カードなし

※1 自動両替機手数料は、税込み（内税）とします。
※2 カードとは、当金庫で発行したキャッシュカードのことです。
※3 カードでのお取引（手数料無料）については、１日１回で１００枚までの利用に限りま

す。１０１枚以上は、カード不要です。（カードなしと同様の手数料）

1枚～100枚 無料 500円101枚～500枚
－501枚～1000枚 1,000円

1001枚以上 500枚毎に500円加算
多硬貨入金手数料 枚　数 窓　口

※1 硬貨入金枚数は、1日あたりの合計枚数となります。
※2 多硬貨受入は、預入金およびお振込み・各種払込みも含みます。ただし、税金と寄付金

（寄付金は振込手数料免除のもの）を除きます。

1枚～100枚 無料
101枚～500枚    550円（本体500円　消費税50円）

501枚～1000枚 1,100円（本体1,000円　消費税100円）

1001枚以上 500枚毎に550円加算

ご利用時間帯
当金庫を含め
福島県内８信
用金庫カード

福島県内８信用
金庫以外の信用

金庫カード
他の金融機関・

郵貯カード

平日

  7：00～ ８：00

無料

110 円
取扱不可

  ８：00～ 8：45 220 円
  8：45～ 18：00 無料 110 円
18:00～21:00

110 円
220 円

21:00～21:30 取扱不可

土曜

  ８：00～ ９：00

無料

110 円 220 円
  ９：00～ 14：00 無料 110 円
 14：00～ 21：00

110 円
220 円

 21：00～ 21：30 取扱不可

日曜・
祝日

  ８：00～ ９：00
無料 110 円

220 円
  ９：00～21：00
 21：00～ 21：30 取扱不可

為替手数料 その他手数料

ATM 利用手数料

主な手数料

円貨両替手数料・金種指定払戻手数料／円貨両替手数料（自動両替機手数料）／多硬貨入金手数料 （令和5年6月1日現在）

（令和5年6月1日現在　消費税込）

（令和5年6月1日現在） （令和5年6月1日現在）
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（令和5年6月1日現在）融資関係手数料
容内 区分 金額

証
明
書
発
行
手
数
料

借入金残高証明書発行手数料
支払利息証明書発行手数料

１通

都度発行 ６６０円（本体600円　消費税60円）

自動発行 ４４０円（本体400円　消費税40円）

所定様式以外 １,１００円（本体1,000円　消費税100円）

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書発行手数料
（住宅金融支援機構は除きます。）

都度発行 ６６０円（本体600円　消費税60円）

自動発行 ４４０円（本体400円　消費税40円）

所定様式以外 １,１００円（本体1,000円　消費税100円）

融資見込証明書発行手数料 １通

但し証明金額に対し 2/10,000×1.10
最低
３，３００円（本体3,000円　消費税300円）

最高
３３，０００円（本体30,000円　消費税3,000円）

同意書・承諾書・登記関係で、下記
の証明書を必要とする発行手数料

当金庫資格証明書
１通

２，２００円 （本体2,000円  消費税200円）

当金庫印鑑証明書 ２，２００円 （本体2,000円　消費税200円）

開発行為に関する等の同意書発行手数料 １通 ５，５００円 （本体5,000円　消費税500円）

主債務の履行状況に関する情報提供書発行手数料 １通 １，１００円 （本体1,000円  消費税100円）

不
動
産
担
保
調
査
手
数
料

抵当権・根抵当権の設定額　5,000万円未満 １設定 ２２，０００円 （本体20,000円　消費税2,000円）

抵当権・根抵当権の設定額　5,000万円以上1億円未満 １設定 ３３，０００円 （本体30,000円  消費税3,000円）

抵当権・根抵当権の設定額　1億円以上 １設定 ５５，０００円 （本体50,000円　消費税5,000円）

抵当権・根抵当権の追加担保設定登記
（新規設定に伴う追加担保は除きます。） １設定 ２２，０００円 （本体20,000円　消費税2,000円）

根抵当権の極度増額・減額変更登記 １設定 ２２，０００円 （本体20,000円　消費税2,000円）

担保一部解除
（道路等として公的機関に譲渡するために解除する場合は除きます。） 1件 ５，５００円 （本体5,000円　消費税500円）

営業区域外担保物件調査手数料（調査費用を含みます。） １件 ５，５００円 （本体5,000円　消費税500円）

手形
貸付 実行手数料 １件 １，１００円 （本体1,000円　消費税100円）

証
書
貸
付
諸
事
務
手
数
料

実行手数料

事業資金

１件

５，５００円 （本体5,000円　消費税500円）

消費資金 ２，２００円 （本体2,000円　消費税200円）

住宅ローン ２２，０００円 （本体20,000円  消費税2,000円）

住宅ローン（保証会社付） １１，０００円 （本体10,000円　消費税1,000円）

一括繰上完済手数料

500万円以下

１件

１１，０００円 （本体10,000円　消費税1,000円）

500万円超1,000万円以下 ３３，０００円 （本体30,000円　消費税3,000円）

1,000万円超 ５５，０００円 （本体50,000円　消費税5,000円）

他行借換によるもの 元金残高×2％（上限110万円）
（上限100万円　消費税10万円）

保証機関・既貸返済条件新規実行 ５，５００円 （本体5,000円　消費税500円）

県年金住宅資金譲受分 ３０，８００円 （本体28,000円  消費税2,800円）

一部繰上償還手数料

500万円以下

１回

１１，０００円 （本体10,000円　消費税1,000円）

500万円超1,000万円以下 ３３，０００円 （本体30,000円　消費税3,000円）

1,000万円超 ５５，０００円 （本体50,000円　消費税5,000円）

県年金住宅資金譲受分／
特別貸付のみ ２２，０００円 （本体20,000円  消費税2,000円）

県年金住宅資金譲受分／
その他一部繰上 ２２，０００円 （本体20,000円  消費税2,000円）

期間の延長・割賦金の変更手数料
（お客様からの申出により条件変更を行った場合） １回 １１，０００円 （本体10,000円　消費税1,000円）　

金利変更手数料（金利引下げの場合）
（お客様からの申出により条件変更を行った場合） １回 １１，０００円 （本体10,000円　消費税1,000円）　

固定金利特約期間延長手数料 １回に
つき １１，０００円 （本体10,000円　消費税1,000円）

そ
の
他
手
数
料

保証書発行手数料（新規発行のみ） １枚 ３，３００円 （本体3,000円　消費税300円）

割引手形取立手数料
他所僚店

１通
４４０円 （本体４００円　消費税40円）

他所他行 １，1００円 （本体1,000円　消費税100円）

償還管理手数料（県年金住宅資金譲受分） １件 ５２５円

地
域
と
と
も
に

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

業
績
の
ご
報
告
（
資
料
編
）

営
業
の
ご
案
内

ABUKUMA SHINKIN BANK 53



営業のご案内

開示項目記載ページ一覧

単体ベースのディスクロージャー項目
（信用金庫法施行規則第 132 条における規定）

1. 金庫の概況及び組織に関する事項
 ⑴事業の組織………………………………………………………… 22
 ⑵理事・監事の氏名および役職名 ………………………………… 22
 ⑶会計監査人の氏名又は名称 ……………………………………… 22
 ⑷事務所の名称および所在地 ……………………………… 44～45

2. 金庫の主要な事業の内容 ………………………… 13・50 ～ 54

3. 金庫の主要な事業に関する事項
 ⑴直近の事業年度における事業の概況 ………………………………6
 ⑵直近の5事業年度における主要な事業の状況を示す指標 …… 35
　　①経常収益
　　②経常利益、又は経常損失
　　③当期純利益、又は当期純損失
　　④出資総額および出資総口数
　　⑤純資産額
　　⑥総資産額
　　⑦預金積金残高
　　⑧貸出金残高
　　⑨有価証券残高
　　⑩出資に対する配当率
　　⑪出資に対する配当金
　　⑫会員数
　　⑬役員数（うち常勤役員数）
　　⑭職員数
　　⑮単体自己資本比率
　⑶直近の2事業年度における事業の状況を示す指標
　　①主要な業務の状況を示す指標
　　　ア.業務粗利益および業務粗利益率…………………………… 34
　　　イ.業務純益、実質業務純益、コア業務純益及びコア業務純益
　　　　（投資信託解約損益を除く。） …………………………… 34
　　　ウ.資金運用収支、役務取引収支、およびその他業務収支… 34
　　　エ.資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、
　　　　 利回りおよび利鞘 ………………………………… 34～35
　　　オ.受取利息および支払利息の増減…………………………… 34
　　　カ.総資産経常利益率 ………………………………………… 35
　　　キ.総資産当期純利益率………………………………………… 35
　　②預金に関する指標 ……………………………………………… 29
　　③貸出金等に関する指標 ………………………………… 30～31
　　④有価証券に関する指標 ………………………………… 31～33

4.金庫の事業運営に関する事項
 ⑴リスク管理の体制 ………………………………………………… 15
 ⑵法令遵守の体制…………………………………………………… 14
 ⑶中小企業の経営の改善および地域の活性化のための取組の状況
 　……………………………………………………………… 2～5・7
 ⑷金融ＡＤＲ制度への対応 ………………………………………… 17

5.金庫の直近の2事業年度における財産の状況に関する事項
 ⑴貸借対照表、損益計算書および剰余金処分計算書 …… 24～28
 ⑵金庫の有する債権のうち次に掲げるものの額及び①から④までに
　　掲げるものの合計額 …………………………………………………7
　　①破産更正債権及びこれらに準ずる債権
　　②危険債権
　　③三月以上延滞債権（貸出金のみ）
　　④貸出条件緩和債権（貸出金のみ）
　　⑤正常債権
 ⑶自己資本の充実の状況について金融庁長官が定める事項
 　……………………………………………………………6・36～43
 ⑷次に掲げるものに関する取得価額または契約価額、
 　時価および評価損益 ……………………………………… 31～33
　　①有価証券

　　②金銭の信託
　　③規則第102条第1項第5号に掲げる取引
　　④金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
 ⑸貸倒引当金の期末残高および期中の増減額 …………………… 30
 ⑹貸出金償却の額…………………………………………………… 30
 ⑺金庫が法第38条の2第3項の規定に基づき貸借対照表、
　　損益計算書および剰余金処分計算書または損失金処理計算書
　　について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨 …… 28

6.報酬等に関する事項であって、金庫の業務の運営又は財産の状況に
　重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの 28～29

7.直近の事業年度における財務諸表の正確性、および財務諸表作成に
　係る内部監査の有効性を確認した旨 ……………………………… 28

金融再生法に基づく開示項目
（金融再生法第7条における規定）

資産の査定の公表…………………………………………………………7

自己資本の充実の状況について金融庁長官が定める事項（告示）
（バーゼルⅢ国内基準第3の柱に基づく開示）

単体ベースの開示……………………………………………… 36～43
1.自己資本の構成に関する開示事項………………………………… 36
2.定量的な開示事項
 ⑴自己資本の充実度に関する事項 ………………………………… 37
 ⑵オペレーショナル・リスクに関する事項 ……………………… 38
 ⑶信用リスクに関する事項
　（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
　　及び証券化エクスポージャーを除く） ………………… 38～40
 ⑷信用リスク削減手法に関する事項 ……………………………… 40
 ⑸派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに
　　関する事項………………………………………………… 40～41
 ⑹証券化エクスポージャーに関する事項 ………………………… 41
 ⑺出資等エクスポージャーに関する事項 ………………………… 42
 ⑻リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
　　に関する事項……………………………………………………… 42
 ⑼金利リスクに関する事項 ………………………………… 42～43

地域貢献に関する情報開示……………………………………… 1～19
1.全般に関する事項
2.預金に関する事項（地域からの資金調達の状況）
3.貸出金に関する事項（地域への資金供給の状況）
4.取引先への支援等（地域との繋がり）
5.その他運用に関する事項
6.今期決算に関する事項（決算の概要）
7.文化的・社会的貢献に関する事項
8.地域貢献の体制整備

総代会等に関する情報開示…………………………………… 20～21
1.総代会の仕組み
2.総代候補者選考基準
3.総代の選任方法
4.総代会の決議事項等
5.総代の氏名・就任回数
6.総代の年代別・職業別・業種別構成比

　このディスクロージャー資料は、信用金庫法第89条（銀行法第21条準用）に基づいて作成しており、
この規定における各項目は以下に記載しています。

編集・発行
あぶくま信用金庫  総合企画部
〒975-0003 福島県南相馬市原町区栄町2-4

（0244）23-5132 （代表）
URL  http://www.abukuma.co.jp/

表紙写真：東日本大震災・原子力災害伝承館（双葉町）

機能サービス （令和5年6月1日現在）

主なサービスのご案内

54 ABUKUMA SHINKIN BANK

種　　　　　類 内 容 ・ 特 色

為　　　　　　　 替 当金庫本支店をはじめ、オンラインによって全国各地の金融機関と結ばれていますので、迅速にお振込・
ご送金・手形・小切手のお取立ができます。

キ ャ ッ シ ュ カ ー ド

当金庫のキャッシュサービスコーナー（ATM：自動現金預払機）をはじめ、全国の信用金庫、銀行、
ゆうちょ銀行等でご利用になれます。
当金庫キャッシュサービスコーナーにつきましては、45ページをご参照ください。
※キャッシュカードの暗証番号はATMでも変更ができます。
※1日あたりの出金可能額は個人、法人とも50万円です。（ICキャッシュカードは100万円）

し ん き んATM
ゼロネットサービス

しんきんキャッシュカードなら、全国どこのしんきんATMでも、平日・土曜のご利用手数料が一部の
お時間・お取引におきまして、無料となっております。お得で便利にお使いいただけます。

平日／ 8:45 〜 18:00の入出金　　土曜／ 9:00 〜 14:00の出金
※ただし、上記以外の時間帯及び日曜・祝日のATM利用には所定の手数料が必要です。

あぶしん通帳アプリ 紙通帳から通帳アプリに切替ができます。入出金明細の確認、残高照会、専用定期預金の作成、住所・電話
番号変更、通帳・キャッシュカードの喪失手続きができます。

各種自動支払サービス 電気料・電話料金等の公共料金やお子様の学費等、お客様の口座から自動的にお支払い。
手続きは簡単です。

給 与 振 込 サ ー ビ ス お給料やボーナスが会社から直接お客様の口座に振込まれます。給料日が出張や休暇と重なった場合
でも全国の「しんきんキャッシュサービスコーナー」等でお引き出しができます。

年金自動受取サービス 国民年金・厚生年金・共済年金等、各種年金のお受取日に、お客様の預金口座へ自動的にお振込いたします。

貸 金 庫 サ ー ビ ス
（ 東 支 店 北 原 出 張 所 に 設 置 ）

お客様にとって大切なものを安全に保管していただくためにご利用ください。

ATM振 込 サ ー ビ ス ご指定振込先口座にATMを利用し、お振込ができるサービスです。

定 期 預 金
ATM預 入 取 扱

ATMにて定期預金のお預入れができます。店頭表示金利に+0.05％の金利優遇にて取扱い中です。
取扱期間等、詳細につきましては窓口までお問い合わせください。

デ ビ ッ ト カ ー ド 全国のJ-Debit加盟店でお手持ちのキャッシュカードでお買い物。現金いらずでスピーディー。
小銭の煩わしさもありません。

イ ン タ ー ネ ッ ト
バンキングサービス 携帯電話・パソコンで手軽にご利用できます。法人の方もご利用になれます。

テレホンバンキング
サ ー ビ ス

いつでもどこでも電話1本でOK！
残高やお取引明細の照会、振込・振替ができます。

F - N E T
代 金 回 収 サ ー ビ ス

お客様の売上代金等を、県内金融機関の自動振替機能を活用し、お客様の預金口座に一括でご入金
する代金回収サービスです。

し ん き ん 電 子 記 録
債 権 サ ー ビ ス

電子債権記録法に基づき、でんさいネットを利用して提供する決済サービスです。手形に代わる電子
記録債権をインターネット（PC）を通じて記録することで、安全・簡易・迅速に、お支払いや譲渡を行う
ことができます。

しんきん携帯電子マネー
チ ャ ー ジ サ ー ビ ス

携帯電話から簡単操作。お客様の預金口座から電子マネー「Edy」を入金(チャージ）ができます。
Edyチャージャー（現金入金機）やお店のレジまで行く手間が省けます。

スポーツ振興くじ（toto）
払 戻 業 務 当せん金の払い戻しをお取扱しております。（取扱店:本店営業部、いわき支店）

国 債 の 窓 口 販 売 2年・5年・10年と中期・長期で着実に増やす、安全確実な「国債」。
これからの資産運用にお役立てください。

個人向け国債の窓口販売 1万円から購入できる10年満期 変動金利型と、５年満期・3年満期 固定金利の国債で、半年ごとに利子
が受け取れます。安心・手軽な「個人向け国債」、あなたもはじめてみませんか?

地 方 債 の 窓 口 販 売 ふくしま復興・創生県民債（期間5年固定金利）は安全性が確保された地方債です。
住民参加型市場公募地方債を資産運用にお役立てください。

投資信託の窓口販売 多彩なラインナップからお選びいただける投資信託。お客様にぴったりのファンドをお選びください。

保 険 窓 口 販 売 住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・窓販シニアサポーター（年金受給口座開設者向け）
普通傷害保険と、生命保険「個人年金保険、一時払終身保険」や医療保険を全店で取扱っております。

信 託 商 品
お客様の円滑な相続・生前贈与のニーズにお応えするため、しんきん相続信託「こころのバトン」と、
しんきん暦年信託「こころのリボン」をお取扱いしております。
※当金庫は信金中央金庫の信託契約代理店となります。

し ん き んiDeCo
（個人型確定拠出年金）

お客様ご自身が掛金を拠出し、ご自身で選んだ商品を運用しながら将来の年金を積み立てていく商品
です。

ケ イ エ ー ル 複数金融機関の口座残高や入出金履歴の一括管理。ポータル上から相談できる「経営相談窓口」を設置し
ています。中小企業のデジタル化を支援します。
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地域の皆様と一緒になって考え、
問題を解決する課題解決型金融を実践し、
地域の活性化に
全力で取り組んでまいります。

■　ごあいさつ

　皆様には、日頃よりあぶくま信用金庫をご利用、お引き立ていただきまして誠にありがとうございます。
　当金庫に対するご理解を一層深めていただくため、ディスクロージャー誌「REPORT2023」を作成いたし
ましたので、ご高覧いただければ幸いに存じます。

　令和 4 年度を振り返ってみますと、国内経済は、コロナ禍で制約されていた社会経済活動が徐々に正常化し、
緩やかな持ち直しが見られました。一方で、世界同時的な景気回復やウクライナ情勢の長期化などから資源・
エネルギー価格等の原材料価格高騰により世界的にインフレ率が高止まりし、各国の中央銀行もインフレを抑
え込むため、継続的な金融引き締めを行ってまいりました。今後も世界経済の大幅な減速や輸入コストの増加
を通じた設備投資や個人消費の下振れリスクには引続き注意が必要です。

　当金庫の主要な営業エリアである浜通り地方においても、個人消費は緩やかに持ち直しつつあるものの、
これまでの感染拡大防止による経済活動の停滞や資源高などにより、中小企業の経営は厳しさを増していま
す。当金庫ではこれまで新型コロナウイルス感染症等の影響により、痛んだ事業者を支えた実質無利子・無
担保「ゼロゼロ融資」の返済が、令和 4 年から5 年度にかけ本格化することによる様々な課題解決や企業の
DX化に向けた支援を行ってまいりました。

　このような環境の中、令和 4 年度の当金庫におきましては「あぶくま『支援力の強化と変革への挑戦』3ヵ
年計画」に掲げた各施策を前年度に引き続き推進した結果、預金積金残高 3,047億円、貸出金残高 971億
円のともに過去最高期末残高となり、また、収益面では経常利益 9 億 7千 2百万円、当期純利益 7億 1千
8百万円を計上することができました。
　これもひとえに地域のお客様のお力添えの賜物と深く感謝申し上げます。

　当金庫では、最終年目を迎える「あぶくま『支援力の強化と変革への挑戦』3ヵ年計画」ならびに「特定震
災特例経営強化計画」に掲げた各施策を強力に推進し、役職員一丸となり被災地域の復興へ向けて全力で
取り組むと共に、地域密着型金融をさらに推し進めてまいります。

　今後ともより一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

　　　令和５年７月
あぶくま信用金庫　　　　
理事長　太田　福裕
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